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山形地方最低賃金審議会 

山形県最低賃金専門部会（第１回）議事次第 

 

 

１ 開   会 

 

２ 労働基準部長あいさつ 

 

３ 山形県最低賃金専門部会部会長及び部会長代理の選出 

 

４ 議   事 

 

（１） 山形地方最低賃金審議会専門部会運営規程について 

 

（２） 山形県最低賃金専門部会の審議日程について 

 

（３） 山形県最低賃金の改正決定について 
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資料No.１

区分 氏　　　　名 現　　　　　　　　　　職

押 野 正 德 公認会計士

コーエンズ久美子 山形大学 教授

村 山 永 弁護士

小 川 修 平 日本労働組合総連合会山形県連合会　副事務局長

柿 崎 隆 英 全日本電機・電子・情報関連産業労働組合連合会
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長 谷 部 泰 晴 ＵＡゼンセン山形県支部　運営評議会議長

岩 田 雅 史 山形商工会議所　専務理事

大 沼 拓 雄 株式会社 ハッピージャパン　取締役総務企画部長

丹 哲 人 一般社団法人 山形県経営者協会　専務理事

　　◇　委員の配列は五十音順による。

　　任命年月日　：　令和４年７月１５日
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使
用
者
代
表

山形県最低賃金専門部会委員名簿

公
益
代
表

労
働
者
代
表
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資料№２ 

山形地方最低賃金審議会専門部会運営規程 
 

 

 

第１条 山形地方最低賃金審議会最低賃金専門部会（以下「専門部会」という。）の

議事運営は、最低賃金法（昭和３４年法律第１３７号）、及び最低賃金審議会令

（昭和３４年政令第１６３号）並びに山形地方最低賃金審議会運営規程に定める

もののほか、この規程の定めるところによる。 

 

第２条 専門部会の会議（以下「会議」という。）は、部会長が必要と認めたときの

ほか、山形労働局長又は３分の１以上の専門部会委員（以下「委員」という。）か

ら開催の請求があったとき、部会長が召集する。 

２ 前項の規定により山形労働局長又は委員が会議の開催を請求しようとする場合

には、付議事項及び希望期日を、少なくとも当該期日の１０日前までに、部会長

に通知しなければならない。 

３ 部会長は、会議を招集しようとするときには、緊急やむを得ない場合のほか、

少なくとも３日前までに、付議事項、日時及び場所を委員に通知するとともに、

山形労働局長に通知するものとする。 

 

第３条 部会長が必要であると認めるときは、テレビ会議システム（映像と音声の

送受信により、相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができるシステ

ムをいう。次項においても同じ。）を利用する方法によって、会議に出席すること

ができる。 

２ テレビ会議システムを利用する方法による会議の出席は、最低賃金審議会令第

６条第６項により準用する同令第５条第２項及び第３項に規定する会議への出席

に含めるものとする。 

３ 委員は、病気その他の事由によって会議に出席できないときには、その旨を部

会長に適当な方法で速報するものとする。 

４ 委員は、旅行その他の事由によって長期不在となるときには、あらかじめ部会

長に適切な方法で通知するものとする。 

 

第４条 部会長は、会議の議長となり、議事を整理する。 

２ 委員は、会議において発言しようとするときには、部会長の許可を受けるもの

とする。 

３ 専門部会は、部会長が必要があると認めるときは、委員でないものの説明又は

意見を聞くことができる。 

 

第５条 会議は、原則として公開とする。ただし、公開することにより、個人情報

の保護に支障を及ぼすおそれがある場合、個人若しくは団体の権利利益が不当に

侵害されるおそれがある場合又は率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が

不当に損なわれるおそれがある場合には、部会長は、会議を非公開とすることが

できる。 

２ 部会長は、会議における秩序の維持のため、傍聴人の退場を命ずるなど必要な

措置をとることができる。
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第６条 会議の議事については、議事録を作成するものとする。 

２ 議事録及び会議の資料は、公開することにより、個人情報の保護に支障を及ぼ

すおそれがある場合、個人若しくは団体の権利利益が不当に侵害されるおそれが

ある場合又は率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるお

それがある場合には、部会長は、議事録及び会議の資料の一部又は全部を非公開

とすることができる。 

３ 議事録を非公開とする場合には、議事要旨を作成し公開するものとする。 

 

第７条 部会長は、専門部会が議決を行ったときは、山形地方最低賃金審議会長に

報告するものとする。 

 

第８条 この規程に定めるもののほか、議事及び運営に関し必要な事項は、専門部

会の議決に基づいて行う。 

 

第９条 この規程の改廃は、専門部会の議決に基づいて行う。 

 

 

 附 則 

第１条 この規程は、令和３年７月２０日から施行する。 
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資料№３

会長・会長代理選出等 ① 7.8(月） ① 6.23(水）

地域最賃改正諮問　 ① 7.8(月） ① 7.2(木） ① 6.23(水） ① 6.28（火）
10:00-
12:00

大会議室

地域最賃意見聴取　 ② 8.１（木） ② 7.28（火） ② 7.26（月） ② 7.29（金）
10:00-
12:00

大会議室

地域最賃目安伝達 ② 8.１（木） ② 7.28（火） ② 7.26（月） ② 7.29（金）
10:00-
12:00

大会議室

地域最賃答申 ③ 8.5（月） ③ 8.7（金） ③ 8.6（金） ③ 8.10（水）
10:00-
12:00

大会議室

地域最賃異議申出審議 ④ 8.21（水） ④ 8.25（火） ④ 8.24（火） ④ 8.26（金）
10:00-
12:00

大会議室

特定最賃必要性諮問 ③ 8.5（月） ③ 8.7（金） ③ 8.6（金） ③ 8.10（水）
10:00-
12:00

大会議室

③ 8.5（月） ③ 8.7（金） ③ 8.6（金） ③ 8.10（水）
10:00-
12:00

大会議室

④ 8.21（水） ④ 8.25（火） ④ 8.24（火） ④ 8.26（金）
10:00-
12:00

大会議室

特定最賃必要性答申 ④ 8.21（水） ④ 8.25（火） ④ 8.24（火） ④ 8.26（金）
10:00-
12:00

大会議室

特定最賃改正諮問 ④ 8.21（水） ④ 8.25（火） ④ 8.24（火） ④ 8.26（金）
10:00-
12:00

大会議室

特定最賃答申 ⑤ 10.21(月） ⑤ 10.26(月） ⑤ 10.25（月） ⑤ 10月中旬～下旬 公開 大会議室

特定最賃意向表明 ⑥ 3.16(金) ⑥ 3.11（木） ⑥ 3.17（木） ⑥ ３月中旬 公開 大会議室

地域最賃専門部会

部会長・部会長代理選出等 ① 7.23（火） ① 7.21（火） ① 7.20（火） ① 7.25（月）
13：30-
15：00

大会議室

② 7.30（火） ② 7.29（水） ② 7.27（火） ② 7.29（金）
13：15-
15：00

大会議室

③ 7.31（水） ③ 7.31（金） ③ 7.28（水） ③ 8.1（月）
13：30-
15：00

大会議室

④ 8.1（木） ④ 8.4（火） ④ 7.30（金） ④ 8.3（水）
13：30-
15：00

大会議室

⑤ 8.2（金） ⑤ 8.6（木） ⑤ 8.2（月） ⑤ 8.8（月）
13：30-
15：00

大会議室

⑥ 8.5（月） ⑥ 8.7（金） ⑥ 8.4（水） ⑥ 8.9（火）
10：00-
12：00

大会議室

⑦ 8.6（金）

合同専門部会 ① 9.26（木） ① 9.24（木） ① 9.28（火） ① 9月下旬 公開

② 9.27（金） ② 9.25（金） ② 9.29（水） ② 非公開

③ 10.3（木） ③ 10.12（月） ③ 10.8（金） ③ 非公開

④ 10.7（月） ④ 10.21（水） ④ 10.18（月） ④ 非公開

② 10.2（水） ② 10.8（木） ② 9.29（水） ② 非公開

③ 10.10(木） ③ 10.19(月） ③ 10.12（火） ③ 非公開

④ 10.15（火） ④ 10.22（木） ④ 10.20（水） ④ 非公開

② 10.4（金） ② 10.2（金） ② 10.6（水） ② 非公開

③ 10.16（水） ③ 10.13（火） ③ 10.11（月） ③ 非公開

④ 10.18（金） ④ 10.22（木） ④ 10.22（金） ④ 非公開

② 9.30（月） ② 9.28（月） ② 10.5（火） ② 非公開

③ 10.3（木） ③ 10.7（水） ③ 10.11（月） ③ 非公開

④ 10.8（火） ④ 10.20（火） ④ 10.19（火） ④ 非公開
自動車整備

合同後10月中
旬までの間

自動車・同附属品

合同後10月中
旬までの間

電気機械

合同後10月中
旬までの間

特定（産業別）最賃専門部会 　

一般機械

合同後10月中
旬までの間

金額審議

異議申出締切8.25（木）

答申どおりの場合10.6発効

10.26まで答申12.25発効

特定最賃必要性審議

備　考

本　　審

令和４年度予定

事務局案

山形地方最低賃金審議会日程（令和元年度～令和４年度予定）
　※ ○数字は開催回数

区　　　分
（参考）

令和元年度
（参考）

令和２年度
（参考）

令和３年度
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資料 No.1 

 

令和４年賃金改定状況調査結果 

 

＜調査の概要＞ 

 

１．調査の地域 全国 

 

２．調 査 産 業 日本標準産業分類（平成 25年 10 月改定）に基づく次の産業 

（ア）製造業 

（イ）卸売業，小売業 

（ウ）学術研究，専門・技術サービス業 

（エ）宿泊業，飲食サービス業 

（オ）生活関連サービス業，娯楽業 

（カ）医療，福祉 

（キ）サービス業（他に分類されないもの） 

 

３．調査事業所 

（１）数 15,861 事業所 

（２）選定の方法 

事業所母集団データベース（令和２年次フレーム）を母集団とし、常用労働者数が 30 人

未満の企業に属する民営事業所から、都道府県別、産業別、事業所規模別（※）に層化無

作為抽出により選定。ランク別、調査産業計において１人１時間あたり賃金額の標準誤差

率が 1.5％となるよう標本数を決定。ランク内の都道府県別、産業別、事業所規模別の配分

は母集団事業所数の構成比率で配分。 

※ 産業は上記２に掲げる７つの産業で、事業所規模は１～９人と 10～29 人で区分。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．集計労働者 30,533 人 

 

５．調 査 事 項〔基準となる期日又は期間〕 

（１）事業所に関する事項 

イ 主要な生産品の名称又は事業の内容〔令和４年６月１日現在〕 

ロ 事業所の労働者数〔令和４年６月１日現在〕 

ハ 事業所の月間所定労働日数、通常労働日の１日の所定労働時間数〔令和４年６月分〕 

ニ 事業所の年間所定労働日数〔令和２年度分、令和３年度分〕 

ホ 賃金改定の状況〔令和４年１月～６月〕 

（２）労働者に関する事項 

イ 性、就業形態、年齢、勤続年数〔令和４年６月１日現在〕 

ロ 賃金形態〔令和３年６月分、令和４年６月分〕 

ハ 基本給額、諸手当〔令和３年６月分、令和４年６月分（見込額）〕 

ニ 月間所定労働日数、１日の所定労働時間数〔令和３年６月分、令和４年６月分〕 

 

 調査事業所数 集計事業所数 回収率 

A ランク 5,251 1,395 26.6％ 

B ランク 3,844 1,154 30.0％ 

C ランク 3,633 1,150 31.7％ 

D ランク 3,133 1,039 33.2％ 

合計 15,861 4,738 29.9％ 
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６．利用上の注意 

（１）集計結果は、抽出による標本誤差を含んでいる。 

（２）集計表中の空欄は、該当する数値がないことを示す。 

（３）集計表中の産業の掲載順序は、日本標準産業分類（平成 25 年 10 月改定）における産業

大分類のアルファベット順に基づいている。 

（４）各都道府県に適用される目安のランクは以下の通り。 

 

ランク 都道府県 

Ａ 埼玉、千葉、東京、神奈川、愛知、大阪 

Ｂ 茨城、栃木、富山、山梨、長野、静岡、三重、滋賀、京都、兵庫、広島 

Ｃ 北海道、宮城、群馬、新潟、石川、福井、岐阜、奈良、和歌山、岡山、山口、

徳島、香川、福岡 

Ｄ 青森、岩手、秋田、山形、福島、鳥取、島根、愛媛、高知、佐賀、長崎、熊

本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄 
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第１表　賃金改定実施状況別事業所割合

（％）

７月以降
も賃金改
定を実施
しない事
業所

７月以降
に賃金改
定を実施
する予定
の事業所

７月以降
も賃金改
定を実施
しない事
業所

７月以降
に賃金改
定を実施
する予定
の事業所

７月以降
も賃金改
定を実施
しない事
業所

７月以降
に賃金改
定を実施
する予定
の事業所

７月以降
も賃金改
定を実施
しない事
業所

７月以降
に賃金改
定を実施
する予定
の事業所

100.0 36.8 2.0 45.7 15.5 100.0 30.4 3.1 50.2 16.3 100.0 35.9 2.7 47.8 13.6 100.0 41.3 1.1 38.8 18.8

100.0 34.7 0.5 50.4 14.5 100.0 37.3 0.5 45.6 16.6 100.0 27.7 0.3 57.3 14.7 100.0 35.8 0.9 47.1 16.2

100.0 37.7 1.1 45.9 15.2 100.0 37.4 0.8 45.1 16.8 100.0 32.1 1.3 50.3 16.2 100.0 49.4 0.0 41.7 8.9

100.0 39.2 1.2 45.7 13.9 100.0 42.7 0.0 41.8 15.5 100.0 33.5 2.0 49.7 14.9 100.0 51.3 0.0 37.3 11.4

100.0 36.9 1.3 46.8 15.0 100.0 35.1 1.6 46.9 16.4 100.0 32.7 1.7 50.8 14.7 100.0 43.2 0.7 40.8 15.3

Ｒ
３
年

100.0 36.3 1.5 48.8 13.5 100.0 33.3 0.7 51.8 14.2 100.0 38.8 1.2 44.6 15.4 100.0 43.2 1.9 43.8 11.1

７月以降
も賃金改
定を実施
しない事
業所

７月以降
に賃金改
定を実施
する予定
の事業所

７月以降
も賃金改
定を実施
しない事
業所

７月以降
に賃金改
定を実施
する予定
の事業所

７月以降
も賃金改
定を実施
しない事
業所

７月以降
に賃金改
定を実施
する予定
の事業所

７月以降
も賃金改
定を実施
しない事
業所

７月以降
に賃金改
定を実施
する予定
の事業所

100.0 30.7 0.9 48.3 20.2 100.0 24.3 1.1 54.0 20.7 100.0 59.7 1.2 28.9 10.2 100.0 36.9 2.6 49.9 10.7

100.0 25.5 0.8 57.6 16.1 100.0 24.1 1.2 59.7 15.0 100.0 63.0 0.0 28.1 8.9 100.0 42.6 0.0 44.9 12.6

100.0 27.7 0.0 53.2 19.1 100.0 24.9 2.5 55.6 17.0 100.0 69.3 0.5 19.8 10.4 100.0 39.9 2.7 46.0 11.5

100.0 29.4 0.6 54.1 15.9 100.0 30.9 0.6 56.1 12.4 100.0 64.1 0.6 22.8 12.5 100.0 41.6 2.4 45.8 10.2

100.0 28.6 0.6 52.4 18.3 100.0 25.4 1.4 55.9 17.3 100.0 63.2 0.7 25.8 10.3 100.0 39.8 2.0 47.0 11.2

Ｒ
３
年

100.0 23.8 1.6 61.6 12.9 100.0 19.7 4.2 61.7 14.3 100.0 59.8 0.8 28.5 10.8 100.0 33.3 1.3 53.3 12.1

計

ランク

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

学術研究, 専門・技術サービス業

生活関連サービス業, 娯楽業

産業計 製造業 卸売業，小売業

宿泊業，飲食サービス業 医療，福祉

１～６月
に賃金引
上げを実
施した事

業所

１～６月
に賃金引
下げを実
施した事

業所

１～６月に賃金改定を
実施しない事業所

計 計

１～６月
に賃金引
上げを実
施した事

業所

１～６月
に賃金引
下げを実
施した事

業所

１～６月に賃金改定を
実施しない事業所

計

ランク

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

１～６月
に賃金引
下げを実
施した事

業所

１～６月に賃金改定を
実施しない事業所

計

計

１～６月
に賃金引
上げを実
施した事
業所

１～６月
に賃金引
下げを実
施した事

業所

１～６月に賃金改定を
実施しない事業所

計

サービス業（他に分類されないもの）

１～６月
に賃金引
上げを実
施した事
業所

１～６月
に賃金引
下げを実
施した事

業所

１～６月に賃金改定を
実施しない事業所

１～６月
に賃金引
上げを実
施した事
業所

１～６月
に賃金引
下げを実
施した事

業所

１～６月に賃金改定を
実施しない事業所

１～６月
に賃金引
上げを実
施した事

業所

１～６月
に賃金引
下げを実
施した事

業所

１～６月に賃金改定を
実施しない事業所

計

１～６月
に賃金引
上げを実
施した事
業所

計

１～６月
に賃金引
上げを実
施した事

業所

１～６月
に賃金引
下げを実
施した事

業所

１～６月に賃金改定を
実施しない事業所

計
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（％）

産業計 製造業
卸売業,
小売業

学術研
究,

専門・
技術
サービ
ス業

宿泊業,
飲食
サービ
ス業

生活関
連サー
ビス業,
娯楽業

医療,
福祉

サービ
ス業
（他に
分類さ
れない
もの）

産業計 製造業
卸売業,
小売業

学術研
究,

専門・
技術
サービ
ス業

宿泊業,
飲食
サービ
ス業

生活関
連サー
ビス業,
娯楽業

医療,
福祉

サービ
ス業
（他に
分類さ
れない
もの）

産業計 製造業
卸売業,
小売業

学術研
究,

専門・
技術
サービ
ス業

宿泊業,
飲食
サービ
ス業

生活関
連サー
ビス業,
娯楽業

医療,
福祉

サービ
ス業
（他に
分類さ
れない
もの）

3.7 3.3 3.3 4.5 5.1 3.8 3.2 3.1 -15.5 -9.0 -12.7 -16.3 -19.6 -16.7 -45.8 -15.4 1.0 0.7 0.9 1.7 1.4 0.7 1.4 0.7

3.1 3.0 3.2 3.3 3.7 3.3 2.6 3.3 -14.7 -2.0 -8.5 -11.6 -30.0 -15.0 1.0 1.1 0.8 1.1 0.7 0.6 1.7 1.4

3.5 3.7 3.0 4.1 4.2 2.3 3.2 4.4 -10.8 -6.5 -5.8 -21.9 -18.6 -9.4 1.2 1.3 0.9 2.0 1.2 0.0 2.1 1.5

3.9 4.6 3.0 3.4 4.9 7.4 3.0 4.2 -23.0 -15.6 -50.0 -21.5 -13.8 -35.0 1.3 2.0 0.7 1.7 1.1 2.2 1.9 0.9

3.5 3.5 3.2 4.0 4.6 4.0 3.1 3.7 -15.6 -8.2 -11.8 -15.1 -27.6 -18.9 -36.7 -17.5 1.1 1.1 0.8 1.6 1.1 0.8 1.7 1.1

Ｒ
３
年

3.0 3.1 2.7 4.4 2.8 2.5 2.8 3.1 -14.0 -14.9 -21.1 -5.1 -14.7 -10.2 -23.9 -4.1 0.9 0.9 0.8 1.8 0.4 0.0 1.5 1.0

（注）空欄は該当する数値がないことを示す。

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

計

第２表　事業所の平均賃金改定率

賃金引上げ実施事業所 賃金引下げ実施事業所 賃金改定実施事業所及び凍結事業所の合計

ランク
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第３表　事業所の賃金引上げ率の分布の特性値

第１・
四分位数

中位数
第３・

四分位数
分散係数

第１・
四分位数

中位数
第３・

四分位数
分散係数

第１・
四分位数

中位数
第３・

四分位数
分散係数

第１・
四分位数

中位数
第３・

四分位数
分散係数

（Q１）  （Q２） （Q３） （Q１）  （Q２） （Q３） （Q１）  （Q２） （Q３） （Q１）  （Q２） （Q３）

1.3 2.5 4.5 0.64 1.4 2.3 4.0 0.57 1.5 2.2 3.6 0.48 1.5 3.0 4.3 0.47

1.0 2.0 4.1 0.78 1.1 2.0 4.0 0.73 1.0 1.9 4.2 0.84 1.4 2.3 3.6 0.48

1.0 2.1 4.0 0.71 1.5 2.6 4.0 0.48 1.0 2.0 3.2 0.55 1.2 2.9 4.4 0.55

1.0 2.0 3.9 0.73 1.2 2.0 5.8 1.15 1.0 1.7 3.5 0.74 1.0 1.5 3.5 0.83

1.1 2.1 4.2 0.74 1.3 2.2 4.0 0.61 1.0 2.0 3.5 0.63 1.3 2.6 4.2 0.56

Ｒ
３
年

1.0 1.7 3.0 0.59 1.0 1.8 3.4 0.67 1.0 1.7 2.7 0.50 1.3 2.1 5.0 0.88

第１・
四分位数

中位数
第３・

四分位数
分散係数

第１・
四分位数

中位数
第３・

四分位数
分散係数

第１・
四分位数

中位数
第３・

四分位数
分散係数

第１・
四分位数

中位数
第３・

四分位数
分散係数

（Q１）  （Q２） （Q３） （Q１）  （Q２） （Q３） （Q１）  （Q２） （Q３） （Q１）  （Q２） （Q３）

2.0 4.0 7.8 0.73 1.8 3.0 5.0 0.53 1.0 2.0 4.0 0.75 1.0 2.0 3.7 0.68

1.1 2.5 5.0 0.78 1.1 2.1 5.5 1.05 1.0 1.6 3.2 0.69 1.0 2.0 4.1 0.78

1.0 2.7 5.3 0.80 1.0 2.0 3.0 0.50 0.9 1.6 4.0 0.97 1.0 2.6 5.0 0.77

1.0 2.4 4.6 0.75 1.4 4.7 5.8 0.47 1.0 2.0 3.5 0.63 1.4 2.5 4.5 0.62

1.2 3.1 5.3 0.66 1.2 3.0 5.0 0.63 1.0 1.9 3.6 0.68 1.1 2.1 4.2 0.74

Ｒ
３
年

0.9 1.3 3.0 0.81 0.7 1.4 3.0 0.82 1.0 1.5 3.0 0.67 1.0 1.6 3.0 0.63

（注）１　特性値は、賃金引上げ実施事業所についてみたものである。

　×　１／２

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

計

宿泊業，飲食サービス業 医療，福祉

　　　２　分散係数 ＝
第３・四分位数（Ｑ３）　－　第１・四分位数（Ｑ１）

中位数（Ｑ２）

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

計

ランク

ランク

サービス業（他に分類されないもの）

学術研究, 専門・技術サービス業

生活関連サービス業, 娯楽業

産業計 製造業 卸売業，小売業

％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％

％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％

％ ％％％

％ ％％

-5-
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（円、％）

Ｒ３年
６月

Ｒ４年
６月

Ｒ３年
Ｒ３年
６月

Ｒ４年
６月

Ｒ３年
Ｒ３年
６月

Ｒ４年
６月

Ｒ３年
Ｒ３年
６月

Ｒ４年
６月

Ｒ３年
Ｒ３年
６月

Ｒ４年
６月

Ｒ３年
Ｒ３年
６月

Ｒ４年
６月

Ｒ３年
Ｒ３年
６月

Ｒ４年
６月

Ｒ３年
Ｒ３年
６月

Ｒ４年
６月

Ｒ３年

Ａ 1,521 1,543 1.4 0.5 1,583 1,610 1.7 1.4 1,544 1,559 1.0 0.5 1,863 1,897 1.8 -1.1 1,247 1,268 1.7 -0.3 1,332 1,349 1.3 0.6 1,488 1,517 1.9 1.3 1,690 1,712 1.3 1.3

Ｂ 1,348 1,365 1.3 0.1 1,443 1,465 1.5 0.0 1,310 1,322 0.9 0.0 1,487 1,509 1.5 -1.0 1,100 1,110 0.9 0.7 1,132 1,125 -0.6 -0.2 1,514 1,546 2.1 0.4 1,420 1,437 1.2 -0.1

Ｃ 1,257 1,277 1.6 0.5 1,264 1,284 1.6 1.4 1,286 1,307 1.6 0.2 1,463 1,477 1.0 1.1 1,023 1,031 0.8 0.5 1,125 1,145 1.8 -0.4 1,331 1,356 1.9 0.8 1,367 1,382 1.1 -0.3

Ｄ 1,202 1,225 1.9 0.3 1,267 1,284 1.3 0.9 1,200 1,221 1.8 0.6 1,518 1,528 0.7 0.5 974 995 2.2 -0.3 1,178 1,181 0.3 -1.1 1,226 1,264 3.1 0.3 1,273 1,296 1.8 0.7

計 1,371 1,392 1.5 0.4 1,431 1,454 1.6 1.0 1,374 1,391 1.2 0.4 1,666 1,691 1.5 -0.5 1,116 1,133 1.5 0.1 1,218 1,228 0.8 0.0 1,412 1,443 2.2 0.8 1,487 1,507 1.3 0.6

Ａ 1,746 1,768 1.3 0.8 1,807 1,830 1.3 1.1 1,746 1,760 0.8 0.9 2,039 2,069 1.5 -1.1 1,355 1,368 1.0 -0.7 1,502 1,544 2.8 1.7 1,790 1,817 1.5 2.7 1,869 1,898 1.6 1.5

Ｂ 1,548 1,558 0.6 -0.3 1,597 1,618 1.3 0.1 1,511 1,514 0.2 -0.4 1,769 1,800 1.8 -1.1 1,276 1,292 1.3 1.2 1,301 1,279 -1.7 -3.8 1,856 1,873 0.9 -0.1 1,559 1,565 0.4 -0.5

Ｃ 1,444 1,456 0.8 0.2 1,456 1,468 0.8 1.0 1,471 1,489 1.2 0.3 1,728 1,725 -0.2 0.7 1,131 1,134 0.3 0.3 1,206 1,207 0.1 0.7 1,567 1,595 1.8 0.1 1,512 1,515 0.2 -0.3

Ｄ 1,382 1,400 1.3 0.2 1,424 1,434 0.7 0.5 1,360 1,373 1.0 0.9 1,716 1,739 1.3 0.6 1,136 1,177 3.6 -1.1 1,287 1,298 0.9 -1.8 1,471 1,489 1.2 0.1 1,398 1,428 2.1 0.1

計 1,578 1,594 1.0 0.4 1,624 1,643 1.2 0.8 1,569 1,581 0.8 0.5 1,880 1,903 1.2 -0.5 1,256 1,272 1.3 -0.2 1,360 1,375 1.1 -0.3 1,713 1,737 1.4 1.3 1,641 1,659 1.1 0.4

Ａ 1,351 1,375 1.8 0.4 1,204 1,241 3.1 2.0 1,345 1,363 1.3 0.2 1,703 1,741 2.2 -0.7 1,192 1,216 2.0 -0.1 1,242 1,249 0.6 0.0 1,447 1,476 2.0 0.8 1,424 1,440 1.1 1.0

Ｂ 1,199 1,221 1.8 0.5 1,152 1,183 2.7 0.8 1,145 1,162 1.5 0.5 1,248 1,265 1.4 -0.2 1,028 1,034 0.6 0.6 1,067 1,063 -0.4 2.2 1,448 1,485 2.6 0.5 1,221 1,256 2.9 0.7

Ｃ 1,128 1,151 2.0 0.6 1,013 1,041 2.8 1.2 1,125 1,148 2.0 0.4 1,224 1,249 2.0 2.7 976 988 1.2 0.4 1,088 1,116 2.6 -1.1 1,296 1,322 2.0 0.8 1,122 1,148 2.3 -0.2

Ｄ 1,077 1,102 2.3 0.6 1,000 1,026 2.6 1.4 1,054 1,082 2.7 0.4 1,269 1,270 0.1 1.6 916 930 1.5 0.1 1,091 1,076 -1.4 0.2 1,200 1,239 3.3 0.3 1,102 1,119 1.5 2.5

計 1,220 1,244 2.0 0.5 1,115 1,146 2.8 1.4 1,197 1,218 1.8 0.3 1,466 1,493 1.8 0.2 1,055 1,071 1.5 0.2 1,145 1,151 0.5 0.3 1,369 1,400 2.3 0.7 1,257 1,279 1.8 0.9

第４表①　一般労働者及びパートタイム労働者の賃金上昇率（男女別内訳）

１時間当たり
賃金額

賃金上昇率

男
　
　
女
　
　
計

男

女

性

ランク

学術研究, 専門・技術サービス業

１時間当たり
賃金額

賃金上昇率

生活関連サービス業, 娯楽業

１時間当たり
賃金額

賃金上昇率

サービス業（他に分類されないもの）

１時間当たり
賃金額

賃金上昇率
１時間当たり

賃金額
１時間当たり

賃金額

産業計 製造業 卸売業，小売業 宿泊業，飲食サービス業 医療，福祉

賃金上昇率賃金上昇率
１時間当たり

賃金額
賃金上昇率

１時間当たり
賃金額

賃金上昇率
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（円、％）

Ｒ３年
６月

Ｒ４年
６月

Ｒ３年
Ｒ３年
６月

Ｒ４年
６月

Ｒ３年
Ｒ３年
６月

Ｒ４年
６月

Ｒ３年
Ｒ３年
６月

Ｒ４年
６月

Ｒ３年
Ｒ３年
６月

Ｒ４年
６月

Ｒ３年
Ｒ３年
６月

Ｒ４年
６月

Ｒ３年
Ｒ３年
６月

Ｒ４年
６月

Ｒ３年
Ｒ３年
６月

Ｒ４年
６月

Ｒ３年

Ａ 1,521 1,543 1.4 0.5 1,583 1,610 1.7 1.4 1,544 1,559 1.0 0.5 1,863 1,897 1.8 -1.1 1,247 1,268 1.7 -0.3 1,332 1,349 1.3 0.6 1,488 1,517 1.9 1.3 1,690 1,712 1.3 1.3

Ｂ 1,348 1,365 1.3 0.1 1,443 1,465 1.5 0.0 1,310 1,322 0.9 0.0 1,487 1,509 1.5 -1.0 1,100 1,110 0.9 0.7 1,132 1,125 -0.6 -0.2 1,514 1,546 2.1 0.4 1,420 1,437 1.2 -0.1

Ｃ 1,257 1,277 1.6 0.5 1,264 1,284 1.6 1.4 1,286 1,307 1.6 0.2 1,463 1,477 1.0 1.1 1,023 1,031 0.8 0.5 1,125 1,145 1.8 -0.4 1,331 1,356 1.9 0.8 1,367 1,382 1.1 -0.3

Ｄ 1,202 1,225 1.9 0.3 1,267 1,284 1.3 0.9 1,200 1,221 1.8 0.6 1,518 1,528 0.7 0.5 974 995 2.2 -0.3 1,178 1,181 0.3 -1.1 1,226 1,264 3.1 0.3 1,273 1,296 1.8 0.7

計 1,371 1,392 1.5 0.4 1,431 1,454 1.6 1.0 1,374 1,391 1.2 0.4 1,666 1,691 1.5 -0.5 1,116 1,133 1.5 0.1 1,218 1,228 0.8 0.0 1,412 1,443 2.2 0.8 1,487 1,507 1.3 0.6

Ａ 1,738 1,761 1.3 0.7 1,742 1,769 1.5 1.3 1,786 1,799 0.7 0.7 1,940 1,975 1.8 -0.8 1,527 1,548 1.4 -1.7 1,512 1,533 1.4 1.4 1,584 1,612 1.8 1.8 1,870 1,889 1.0 1.5

Ｂ 1,536 1,557 1.4 -0.1 1,549 1,573 1.5 0.0 1,525 1,535 0.7 -0.1 1,595 1,627 2.0 -1.0 1,370 1,385 1.1 0.9 1,288 1,278 -0.8 -0.5 1,642 1,683 2.5 0.9 1,544 1,554 0.6 -0.9

Ｃ 1,420 1,441 1.5 0.4 1,357 1,378 1.5 1.5 1,480 1,502 1.5 0.0 1,563 1,579 1.0 1.3 1,257 1,251 -0.5 1.4 1,264 1,296 2.5 0.1 1,419 1,451 2.3 0.7 1,478 1,489 0.7 -0.7

Ｄ 1,324 1,351 2.0 0.5 1,342 1,362 1.5 1.2 1,336 1,361 1.9 0.6 1,591 1,603 0.8 0.7 1,117 1,167 4.5 -0.5 1,252 1,263 0.9 0.1 1,300 1,339 3.0 0.9 1,335 1,354 1.4 0.4

計 1,548 1,571 1.5 0.5 1,547 1,570 1.5 1.0 1,580 1,597 1.1 0.4 1,758 1,787 1.6 -0.3 1,353 1,372 1.4 -0.1 1,369 1,384 1.1 0.6 1,496 1,531 2.3 1.2 1,613 1,629 1.0 0.3

Ａ 1,223 1,245 1.8 0.3 1,139 1,165 2.3 2.4 1,178 1,195 1.4 0.2 1,461 1,491 2.1 -3.8 1,146 1,169 2.0 0.2 1,080 1,093 1.2 -0.4 1,408 1,439 2.2 0.7 1,241 1,268 2.2 0.2

Ｂ 1,072 1,085 1.2 0.4 1,071 1,090 1.8 0.3 1,032 1,046 1.4 0.2 1,173 1,172 -0.1 -0.7 999 1,008 0.9 0.6 999 993 -0.6 0.3 1,287 1,302 1.2 -0.2 1,128 1,165 3.3 2.3

Ｃ 1,007 1,024 1.7 0.4 974 994 2.1 1.0 997 1,018 2.1 0.7 1,055 1,065 0.9 0.1 949 962 1.4 -0.2 960 965 0.5 -1.0 1,167 1,180 1.1 1.0 1,030 1,060 2.9 2.2

Ｄ 974 989 1.5 -0.2 986 994 0.8 -1.5 969 984 1.5 0.7 1,064 1,071 0.7 -0.4 903 909 0.7 -0.1 1,033 1,019 -1.4 -3.4 1,053 1,088 3.3 -1.2 1,032 1,068 3.5 2.6

計 1,106 1,123 1.5 0.2 1,066 1,088 2.1 1.1 1,069 1,085 1.5 0.4 1,257 1,265 0.6 -1.7 1,028 1,043 1.5 0.2 1,025 1,028 0.3 -0.8 1,298 1,319 1.6 0.3 1,140 1,171 2.7 0.8

第４表②　一般労働者及びパートタイム労働者の賃金上昇率（一般・パート別内訳）

１時間当たり
賃金額

賃金上昇率

一
般
パ
ー

ト
計

一
般

サービス業（他に分類されないもの）

１時間当たり
賃金額

医療，福祉

賃金上昇率
１時間当たり

賃金額
賃金上昇率

１時間当たり
賃金額

賃金上昇率

パ
ー

ト

就業
形態

ランク

学術研究, 専門・技術サービス業 生活関連サービス業, 娯楽業

１時間当たり
賃金額

賃金上昇率
１時間当たり

賃金額
賃金上昇率

１時間当たり
賃金額

賃金上昇率
１時間当たり

賃金額

産業計 製造業 卸売業，小売業 宿泊業，飲食サービス業

賃金上昇率
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参考１　賃金引上げの実施時期別事業所数割合

（％）

変わらない 早　い 遅　い その他

100.0 82.0 4.3 1.1 12.5

100.0 80.2 7.6 1.5 10.7

100.0 82.3 5.2 2.7 9.8

100.0 74.9 8.7 3.2 13.2

100.0 80.5 5.9 2.0 11.6

Ｒ
３
年

100.0 88.7 2.7 1.3 7.3

（注）「その他」には、前年には賃金引上げを実施しなかった事業所や、

　　　会社の設立が前年のため賃金引上げを行うのは今年が初めてである事業所が該当する。

Ｃ

Ｄ

計

１～６月に
賃金引上げを
実施した事業所

賃金引上げの実施時期は、昨年と比較して

ランク

Ａ

Ｂ

-8- 1515



（％）

計 事由１ 事由２ 事由３ 事由４ 事由５ 計 事由１ 事由２ 事由３ 事由４ 事由５ 計 事由１ 事由２ 事由３ 事由４ 事由５ 計 事由１ 事由２ 事由３ 事由４ 事由５

100.0 14.8 1.7 11.8 62.9 8.7 100.0 15.7 0.8 11.8 63.7 7.9 100.0 12.9 2.1 10.5 67.4 7.2 100.0 20.7 1.3 18.2 49.1 10.6

100.0 12.7 1.7 15.1 62.6 7.9 100.0 12.1 5.0 13.8 59.5 9.6 100.0 12.6 1.0 17.3 62.3 6.8 100.0 13.7 0.0 14.3 60.1 11.9

100.0 17.0 1.6 13.8 61.3 6.3 100.0 21.3 1.5 13.0 59.9 4.3 100.0 18.0 1.3 13.2 62.4 5.1 100.0 13.9 2.4 12.4 70.0 1.4

100.0 14.2 0.9 13.9 62.7 8.2 100.0 13.2 0.6 13.8 59.1 13.3 100.0 13.8 0.4 14.2 62.8 8.8 100.0 14.1 3.3 11.6 64.9 6.1

100.0 14.7 1.6 13.3 62.5 7.9 100.0 15.8 2.0 12.8 61.4 8.1 100.0 14.2 1.3 13.4 64.1 6.9 100.0 17.1 1.5 15.5 57.2 8.7

Ｒ
３
年

100.0 12.9 2.0 14.1 64.2 6.8 100.0 12.6 2.1 14.3 64.2 6.9 100.0 16.5 2.7 12.5 61.8 6.5 100.0 14.9 0.8 12.7 67.1 4.5

計 事由１ 事由２ 事由３ 事由４ 事由５ 計 事由１ 事由２ 事由３ 事由４ 事由５ 計 事由１ 事由２ 事由３ 事由４ 事由５ 計 事由１ 事由２ 事由３ 事由４ 事由５

100.0 15.3 2.1 11.2 59.3 12.0 100.0 15.9 2.7 13.9 58.3 9.1 100.0 14.5 1.7 6.2 67.8 9.9 100.0 12.0 0.7 14.0 68.4 5.0

100.0 11.7 1.1 17.0 61.1 9.0 100.0 11.1 2.9 10.0 69.9 6.0 100.0 19.7 0.0 17.2 58.7 4.3 100.0 12.4 0.0 9.8 68.3 9.4

100.0 16.8 1.2 16.4 57.1 8.5 100.0 9.3 1.6 15.0 61.6 12.6 100.0 22.9 2.6 21.6 43.9 8.9 100.0 14.0 2.5 6.2 73.8 3.5

100.0 11.5 1.1 11.3 66.0 10.1 100.0 14.3 3.3 20.1 61.8 0.4 100.0 22.0 0.0 23.1 41.6 13.4 100.0 16.6 0.0 6.1 75.8 1.6

100.0 14.2 1.5 13.8 60.3 10.2 100.0 13.1 2.6 14.2 62.1 8.0 100.0 18.3 1.2 13.9 57.5 9.1 100.0 13.4 0.9 9.7 71.0 5.0

Ｒ
３
年

100.0 8.1 1.7 15.2 67.5 7.5 100.0 10.7 0.8 12.0 69.2 7.3 100.0 17.9 2.2 16.5 55.9 7.5 100.0 9.8 2.4 17.1 64.5 6.2

 （注）事由１　昨年同様、７月以降実施の予定

　　　事由２　昨年は１～６月に実施したが、今年は７月以降実施の予定

　　　事由３　昨年は実施したが、今年は凍結の予定

　　　事由４　昨年は実施していないし、今年も実施しない予定

　　　事由５　昨年は実施しなかったが、今年は７月以降実施の予定

計

ランク

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

参考２　事由別賃金改定未実施事業所割合

宿泊業，飲食サービス業 医療，福祉 サービス業（他に分類されないもの）

産　　業　　計 製　　造　　業 卸売業，小売業 学術研究, 専門・技術サービス業

生活関連サービス業, 娯楽業

ランク

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

計
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１　パートタイム労働者比率

（％）

令和３年 令和４年

40.1 40.9

２　男女別労働者数比率

（％）

令和３年 令和４年

男性 42.1 42.0

女性 57.9 58.0

３　年間所定労働日数（事業所平均）

（日）

令和２年度 令和３年度

243.3 242.9

付表　労働者構成比率及び年間所定労働日数

-10- 1717
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13
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0
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14
0,
0
00

15
0,
0
00

東 京
神 奈 川

大 阪
愛 知
埼 玉
千 葉
京 都
兵 庫
静 岡
滋 賀
茨 城
栃 木
広 島
長 野
富 山
三 重
山 梨
群 馬
岡 山
石 川
香 川
奈 良
宮 城
福 岡
山 口
岐 阜
福 井
和 歌 山

北 海 道

新 潟
徳 島
福 島
大 分
山 形
愛 媛
島 根
鳥 取
熊 本
長 崎
高 知
岩 手
鹿 児 島

佐 賀
青 森
秋 田
宮 崎
沖 縄

生
活
保
護
（
生
活
扶
助
基
準
（
１
類
費
＋
２
類
費
＋
期
末
一
時
扶
助
費
）
＋
住
宅
扶
助
）
と
最
低
賃
金

生
活
扶
助
基
準
（１
類
費
＋
２
類
費
＋
期
末
一
時
扶
助
費
）人
口
加
重
平
均
＋
住
宅
扶
助
実
績
値

最
低
賃
金
額
×
１
７
３
．
８
×
０
．
８
１
７

注
１
）
生
活
扶
助
基
準
（
１
類
費
＋
２
類
費
＋
期
末
一
時
扶
助
費
）
は
１
８
～
１
９
歳
単
身
の
も
の
で
あ
る
。

注
２
）
生
活
扶
助
基
準
は
冬
季
加
算
を
含
め
て
算
出
。

注
３
）
生
活
保
護
の
デ
ー
タ
、
最
低
賃
金
の
デ
ー
タ
と
も
に
令
和
２
年
度
の
も
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
住
宅
扶
助
の
実
績
値
は
令
和
２
年
度
の
実
績
値
が
未
公
表
の
た
め
、
令
和
元
年
度
の
実
績
値
を
使
用
し
て
い
る
。

注
４
）
０
．
８
１
７
は
時
間
額
７
９
２
円
で
月
１
７
３
．
８
時
間
働
い
た
場
合
の
令
和
２
年
度
の
税
・
社
会
保
険
料
を
考
慮
し
た
可
処
分
所
得
の
総
所
得
に
対
す
る
比
率
。
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0
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東 京
神 奈 川

大 阪
愛 知
埼 玉
千 葉
京 都
兵 庫
静 岡
滋 賀
茨 城
栃 木
広 島
長 野
富 山
三 重
山 梨
群 馬
岡 山
石 川
香 川
奈 良
宮 城
福 岡
山 口
岐 阜
福 井
和 歌 山

北 海 道

新 潟
徳 島
福 島
大 分
山 形
愛 媛
島 根
鳥 取
熊 本
長 崎
高 知
岩 手
鹿 児 島

佐 賀
青 森
秋 田
宮 崎
沖 縄

生
活
保
護
（
生
活
扶
助
基
準
（
１
類
費
＋
２
類
費
＋
期
末
一
時
扶
助
費
）
＋
住
宅
扶
助
）
と
最
低
賃
金

生
活
扶
助
基
準
（１
類
費
＋
２
類
費
＋
期
末
一
時
扶
助
費
）人
口
加
重
平
均
＋
住
宅
扶
助
実
績
値

最
低
賃
金
額
×
１
７
３
．
８
×
０
．
８
１
７

注
１
）
生
活
扶
助
基
準
（
１
類
費
＋
２
類
費
＋
期
末
一
時
扶
助
費
）
は
１
８
～
１
９
歳
単
身
の
も
の
で
あ
る
。

注
２
）
生
活
扶
助
基
準
は
冬
季
加
算
を
含
め
て
算
出
。

注
３
）
生
活
保
護
の
デ
ー
タ
は
令
和
２
年
度
（
た
だ
し
、
住
宅
扶
助
の
実
績
値
は
令
和
２
年
度
の
実
績
値
が
未
公
表
の
た
め
、
令
和
元
年
度
の
実
績
値
を
使
用
し
て
い
る
。
）
、
最
低
賃
金
の
デ
ー
タ
は
令
和
３
年
度
の
も
の
。

注
４
）
０
．
８
１
７
は
時
間
額
７
９
２
円
で
月
１
７
３
．
８
時
間
働
い
た
場
合
の
令
和
２
年
度
の
税
・
社
会
保
険
料
を
考
慮
し
た
可
処
分
所
得
の
総
所
得
に
対
す
る
比
率
。
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令和２年度
データに基
づく乖離額

令和３年度
地域別最低
賃金引上げ額

最新の
乖離額

昨年度の
目安小委で
示した乖離額

（Ａ） （Ｂ）
（Ｃ）
（＝Ａ－Ｂ）

（Ｄ）
（Ｅ)
（＝Ｃ－Ｄ）

最低賃金の
引上げ

による影響額
（e①）

可処分所得
比率の変動
（0.817→0.817）
による影響額
（ｅ②）

生活扶助基準の
見直し、国勢調
査の更新による
影響額
（e③）

住宅扶助実績値
の増減による
影響額
（e④）

北海道 △123 28 △151 △119 △32 △28 0 △4 0
青 森 △117 29 △146 △117 △29 △29 0 0 0
岩 手 △137 28 △165 △137 △28 △28 0 0 0
宮 城 △123 28 △151 △120 △31 △28 0 △3 0
秋 田 △130 30 △160 △129 △30 △30 0 0 0
山 形 △125 29 △154 △125 △29 △29 0 0 0
福 島 △150 28 △178 △150 △28 △28 0 0 0
茨 城 △194 28 △222 △195 △27 △28 0 1 0
栃 木 △172 28 △200 △171 △29 △28 0 △1 0
群 馬 △164 28 △192 △162 △29 △28 0 △1 0
埼 玉 △139 28 △167 △136 △32 △28 0 △4 0
千 葉 △162 28 △190 △158 △32 △28 0 △4 0
東 京 △149 28 △177 △143 △34 △28 0 △6 0
神奈川 △178 28 △206 △171 △34 △28 0 △6 0
新 潟 △147 28 △175 △146 △29 △28 0 △1 0
富 山 △205 28 △233 △203 △30 △28 0 △2 0
石 川 △154 28 △182 △153 △29 △28 0 △1 0
福 井 △179 28 △207 △178 △29 △28 0 △1 0
山 梨 △201 28 △229 △201 △28 △28 0 0 0
長 野 △186 28 △214 △185 △29 △28 0 △1 0
岐 阜 △174 28 △202 △174 △28 △28 0 0 0
静 岡 △171 28 △199 △170 △30 △28 0 △2 0
愛 知 △203 28 △231 △200 △31 △28 0 △3 0
三 重 △216 28 △244 △215 △29 △28 0 △1 0
滋 賀 △179 28 △207 △178 △30 △28 0 △2 0
京 都 △142 28 △170 △138 △32 △28 0 △4 0
大 阪 △179 28 △207 △173 △34 △28 0 △6 0
兵 庫 △143 28 △171 △139 △32 △28 0 △4 0
奈 良 △156 28 △184 △155 △29 △28 0 △1 0
和歌山 △170 28 △198 △170 △29 △28 0 △1 0
鳥 取 △136 29 △165 △135 △30 △29 0 △1 0
島 根 △158 32 △190 △157 △33 △32 0 △1 0
岡 山 △139 28 △167 △134 △33 △28 0 △5 0
広 島 △145 28 △173 △140 △34 △28 0 △6 0
山 口 △191 28 △219 △190 △29 △28 0 △1 0
徳 島 △181 28 △209 △181 △28 △28 0 0 0
香 川 △162 28 △190 △161 △29 △28 0 △1 0
愛 媛 △123 28 △151 △123 △28 △28 0 0 0
高 知 △147 28 △175 △147 △28 △28 0 0 0
福 岡 △151 28 △179 △147 △32 △28 0 △4 0
佐 賀 △161 29 △190 △162 △29 △29 0 0 0
長 崎 △143 28 △171 △142 △29 △28 0 △1 0
熊 本 △150 28 △178 △151 △28 △28 0 0 0
大 分 △152 30 △182 △151 △31 △30 0 △1 0
宮 崎 △154 28 △182 △154 △28 △28 0 0 0
鹿児島 △158 28 △186 △157 △29 △28 0 △1 0
沖 縄 △126 28 △154 △126 △28 △28 0 0 0

都道府県ごとの最低賃金と生活保護水準との乖離額変動の要因分析

乖離の変動額

※１　最低賃金と生活保護水準の乖離額は、「平成20年度地域別最低賃金額改定の目安について（答申）」の別紙１「平成20年度地域別最低賃金額改定
　　の目安に関する公益委員見解」において用いられた考え方により算出。
※２　生活保護のデータのうち、住宅扶助の実績値は令和２年度の実績値が未公表のため、令和元年度の実績値を使用している。
※３　最低賃金と生活保護水準との乖離額を算出するには、月額を時間額に換算する際などに端数処理を行うため、必ずしもE＝ｅ①＋ｅ②＋ｅ③＋e④
　　とならない。
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資
料
出
所
：
厚
生
労
働
省
「
最
低
賃
金
に
関
す
る
基
礎
調
査
」
（
平
成
2
4
～
令
和
３
年
）

（
注
）
１
　
地
域
別
最
低
賃
金
額
（
以
下
単
に
「
最
低
賃
金
額
」
と
い
う
。
）
は
、
全
国
加
重
平
均
で
あ
る
。

　
　
　
２
　
「
未
満
率
」
と
は
、
最
低
賃
金
額
を
改
正
す
る
前
に
、
最
低
賃
金
額
を
下
回
っ
て
い
る
労
働
者
割
合
で
あ
る
。

　
　
　
３
　
「
影
響
率
」
と
は
、
最
低
賃
金
額
を
改
正
し
た
後
に
、
改
正
後
の
最
低
賃
金
額
を
下
回
る
こ
と
と
な
る
労
働
者
割
合
で
あ
る
。

　
　
　
４
　
各
ラ
ン
ク
は
、
各
年
に
お
け
る
適
用
ラ
ン
ク
で
あ
り
、
各
ラ
ン
ク
の
未
満
率
、
影
響
率
に
つ
い
て
は
、
加
重
平
均
で
あ
る
。

資
料
 
N
o
.
3

Ｃ
ラ
ン
ク

Ｄ
ラ
ン
ク

計

年
度

地
域
別
最
低
賃
金
額

（
対
前
年
度
差
）

Ａ
ラ
ン
ク

Ｂ
ラ
ン
ク

-
1
-
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２
．
地
域
別
最
低
賃
金
の
未
満
率
と
影
響
率

(１
)　
都
道
府
県
別
未
満
率
と
影
響
率
（
令
和
３
年
）

未
満
率
（
全
国
加
重
平
均
）
　
１
．
７
％

影
響
率
（
全
国
加
重
平
均
）
　
１
６
．
２
％

(
%
)

東 京

神 奈 川

大 阪

愛 知

埼 玉

千 葉

京 都

兵 庫

静 岡

滋 賀

茨 城

栃 木

広 島

長 野

富 山

三 重

山 梨

群 馬

岡 山

石 川

香 川

奈 良

宮 城

福 岡

山 口

岐 阜

福 井

和 歌 山

北 海 道

新 潟

徳 島

福 島

大 分

山 形

愛 媛

島 根

鳥 取

熊 本

長 崎

高 知

岩 手

鹿 児 島

佐 賀

青 森

秋 田

宮 崎

沖 縄

全 国 平 均

未
満
率
1
.
7
2
.
3
2
.
9
1
.
5
1
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3
1
.
3
2
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5
1
.
5
1
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7
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.
9
1
.
3
2
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6
1
.
1
1
.
2
1
.
6
1
.
6
2
.
0
2
.
0
2
.
0
1
.
0
1
.
2
1
.
2
1
.
3
1
.
5
2
.
1
1
.
0
2
.
2
2
.
5
1
.
0
1
.
2
1
.
2
1
.
9
2
.
0
1
.
3
1
.
1
0
.
4
1
.
8
2
.
0
1
.
0
1
.
4
1
.
8
1
.
0
1
.
9
0
.
8
1
.
4
2
.
2
1
.
7

影
響
率
1
5
.
4
2
0
.
7
1
7
.
3
1
5
.
8
1
9
.
3
1
9
.
6
1
9
.
1
1
6
.
9
1
6
.
9
1
5
.
8
1
0
.
6
1
3
.
3
1
3
.
8
1
2
.
1
1
3
.
5
1
4
.
9
1
4
.
6
1
1
.
1
1
3
.
7
1
2
.
0
8
.
3
1
3
.
3
1
8
.
0
1
6
.
0
1
6
.
9
1
5
.
5
1
1
.
2
1
8
.
9
1
8
.
0
1
7
.
2
1
1
.
7
1
3
.
7
1
8
.
0
1
4
.
5
1
2
.
8
1
4
.
1
1
4
.
7
1
5
.
7
1
9
.
4
1
2
.
3
1
7
.
2
1
6
.
9
1
8
.
2
2
1
.
6
1
8
.
1
1
6
.
7
1
1
.
1
1
6
.
2

資
料
出
所
　
厚
生
労
働
省
「
令
和
３
年
最
低
賃
金
に
関
す
る
基
礎
調
査
」

（
注
１
）
事
業
所
規
模
3
0
人
未
満
（
製
造
業
等
は
1
0
0
人
未
満
）
を
調
査
対
象
と
し
て
い
る
。

（
注
２
）
上
記
の
影
響
率
、
未
満
率
は
、
令
和
３
年
度
の
各
地
方
最
低
賃
金
審
議
会
の
審
議
で
使
用
さ
れ
た
調
査
結
果
か
ら
算
出
し
た
数
値
で
あ
る
。

　
　
　
　
表
の
う
ち
「
＊
」
の
あ
る
県
の
数
値
は
事
業
所
数
に
よ
る
復
元
を
、
「
＊
」
の
な
い
県
は
労
働
者
数
に
よ
る
復
元
を
行
っ
て
集
計
し
た
も
の
。
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0

5.
0

10
.0

15
.0

20
.0

25
.0

東 京
神 奈 川

大 阪
愛 知
埼 玉
千 葉
京 都
兵 庫
静 岡
滋 賀
茨 城
栃 木
広 島
長 野
富 山
三 重
山 梨
群 馬
岡 山
石 川
香 川
奈 良 ＊

宮 城
福 岡
山 口
岐 阜
福 井
和 歌 山

北 海 道 ＊

新 潟 ＊

徳 島
福 島
大 分
山 形
愛 媛
島 根
鳥 取
熊 本
長 崎
高 知 ＊

岩 手
鹿 児 島

佐 賀 ＊

青 森
秋 田
宮 崎
沖 縄

(%
)

未
満
率

影
響
率

-
2
-
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(２
)　
賃
金
構
造
基
本
統
計
調
査
特
別
集
計
に
よ
る
未
満
率
と
影
響
率
（
令
和
３
年
）

未
満
率
（
全
国
加
重
平
均
）
　
１
．
９
％

影
響
率
（
全
国
加
重
平
均
）
　
５
．
９
％

(
%
)

東 京

神 奈 川

大 阪

愛 知

埼 玉

千 葉

京 都

兵 庫

静 岡

滋 賀

茨 城

栃 木

広 島

長 野

富 山

三 重

山 梨

群 馬

岡 山

石 川

香 川

奈 良

宮 城

福 岡

山 口

岐 阜

福 井

和 歌 山

北 海 道

新 潟

徳 島

福 島

大 分

山 形

愛 媛

島 根

鳥 取

熊 本

長 崎

高 知

岩 手

鹿 児 島

佐 賀

青 森

秋 田

宮 崎

沖 縄

全 国 平 均

未
満
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1
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1
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1
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5
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9
1
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2
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1
0
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8
1
.
5
1
.
2
1
.
5
1
.
2
1
.
9

影
響
率
5
.
3
9
.
5
7
.
0
6
.
4
7
.
9
5
.
8
6
.
3
6
.
4
6
.
2
3
.
3
3
.
5
5
.
5
5
.
0
5
.
3
3
.
9
5
.
1
4
.
2
4
.
3
4
.
7
3
.
9
2
.
4
4
.
6
5
.
4
6
.
0
5
.
1
5
.
9
3
.
8
5
.
6
7
.
0
4
.
6
3
.
5
4
.
5
4
.
9
5
.
0
5
.
4
3
.
9
3
.
4
5
.
1
5
.
6
4
.
5
5
.
1
6
.
9
4
.
7
7
.
0
6
.
6
5
.
9
4
.
7
5
.
9

資
料
出
所
　
厚
生
労
働
省
「
令
和
３
年
賃
金
構
造
基
本
統
計
調
査
特
別
集
計
」

（
注
）
１
　
事
業
所
規
模
５
人
以
上
の
民
営
事
業
所
（
５
～
９
人
の
事
業
所
に
つ
い
て
は
企
業
規
模
が
５
～
９
人
の
事
業
所
に
限
る
。
）
を
対
象
と
し
て
い
る
。

　
　
　
２
　
未
満
率
及
び
影
響
率
の
算
定
の
基
礎
と
な
る
賃
金
額
は
、
所
定
内
給
与
額
（
通
勤
手
当
、
精
皆
勤
手
当
、
家
族
手
当
を
含
む
。
）
を
所
定
内
実
労
働
時
間
数
で
除
し
た
も
の
。

0
.0

1
.0

2
.0

3
.0

4
.0

5
.0

6
.0

7
.0

8
.0

9
.0

1
0.
0

東 京
神 奈 川

大 阪
愛 知
埼 玉
千 葉
京 都
兵 庫
静 岡
滋 賀
茨 城
栃 木
広 島
長 野
富 山
三 重
山 梨
群 馬
岡 山
石 川
香 川
奈 良
宮 城
福 岡
山 口
岐 阜
福 井
和 歌 山

北 海 道

新 潟
徳 島
福 島
大 分
山 形
愛 媛
島 根
鳥 取
熊 本
長 崎
高 知
岩 手
鹿 児 島

佐 賀
青 森
秋 田
宮 崎
沖 縄

(%
)

未
満
率

影
響
率

-
3
-

2424



資料No.4

賃金分布に関する資料

（都道府県別、総合指数順）

資料No.4-1　時間当たり賃金分布（一般労働者・短時間労働者計）　･･･１

資料No.4-2　時間当たり賃金分布（一般労働者）　･････････････････‥15

資料No.4-3　時間当たり賃金分布（短時間労働者）　･･･････････････‥29
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資料出所：厚生労働省「令和３年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和２年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。
　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を

　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。
　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。

一般・短時間計

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000

10,000

500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500

人
数
（
人
）

賃金（円/時間）

福島（D）

800円

資料出所：厚生労働省「令和３年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和２年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。
　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を

　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。
　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。

一般・短時間計

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500

人
数
（
人
）

賃金（円/時間）

大分（D)

792円

資料出所：厚生労働省「令和３年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和２年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。
　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を

　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。
　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。

一般・短時間計

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

4,500

5,000

500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500

人
数
（
人
）

賃金（円/時間）

山形（D）

793円

資料出所：厚生労働省「令和３年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和２年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。
　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を

　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。
　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。

一般・短時間計

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000

500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500

人
数
（
人
）

賃金（円/時間）

愛媛（D)

793円
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資料出所：厚生労働省「令和３年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和２年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。
　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を

　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。
　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。

一般・短時間計

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500

人
数
（
人
）

賃金（円/時間）

島根（D)

792円

資料出所：厚生労働省「令和３年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和２年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。
　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を

　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。
　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。

一般・短時間計

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500

人
数
（
人
）

賃金（円/時間）

鳥取（D)

792円

資料出所：厚生労働省「令和３年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和２年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。
　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を

　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。
　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。

一般・短時間計

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000

10,000

500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500

人
数
（
人
）

賃金（円/時間）

熊本（D)

793円

資料出所：厚生労働省「令和３年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和２年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。
　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を

　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。
　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。

一般・短時間計

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500

人
数
（
人
）

賃金（円/時間）

長崎（D)
793円

11 2727
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資料出所：厚生労働省「令和３年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和２年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。
　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を

　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。
　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。

一般・短時間計

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500

人
数
（
人
）

賃金（円/時間）

高知（D)

792円

資料出所：厚生労働省「令和３年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和２年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。
　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を

　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。
　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。

一般・短時間計

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500

人
数
（
人
）

賃金（円/時間）

岩手（D）

793円

資料出所：厚生労働省「令和３年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和２年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。
　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を

　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。
　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。

一般・短時間計

0
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人
数
（
人
）

賃金（円/時間）

鹿児島（D)

793円

資料出所：厚生労働省「令和３年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和２年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。
　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を

　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。
　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。

一般・短時間計
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資料出所：厚生労働省「令和３年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和２年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。
　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を

　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。
　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。

一般・短時間計

0
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3,000

4,000

5,000
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8,000
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賃金（円/時間）

青森（D)

793円

資料出所：厚生労働省「令和３年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和２年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。
　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を

　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。
　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。

一般・短時間計
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3,000

4,000
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秋田（D）

792円

資料出所：厚生労働省「令和３年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和２年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。
　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。
　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。

一般・短時間計
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宮崎（D)
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資料出所：厚生労働省「令和３年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和２年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。
　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。
　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
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資料出所：厚生労働省「令和３年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和２年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
一般労働者

0
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4,000

4,500
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資料出所：厚生労働省「令和３年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和２年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
一般労働者

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500

人
数
（
人
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賃金（円/時間）

大分（D)

792円

資料出所：厚生労働省「令和３年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和２年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
一般労働者

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500

人
数
（
人
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賃金（円/時間）

山形（D）

793円

資料出所：厚生労働省「令和３年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和２年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
一般労働者

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500

人
数
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人
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賃金（円/時間）

愛媛（D)
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資料出所：厚生労働省「令和３年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和２年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
一般労働者

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500

人
数
（
人
）

賃金（円/時間）

島根（D)

792円

資料出所：厚生労働省「令和３年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和２年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
一般労働者

0
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2,000
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鳥取（D)
792円

資料出所：厚生労働省「令和３年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和２年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
一般労働者

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

4,500

5,000

500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500

人
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（
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賃金（円/時間）

熊本（D)

793円

資料出所：厚生労働省「令和３年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和２年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
一般労働者

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500

人
数
（
人
）
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長崎（D)

793円
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資料出所：厚生労働省「令和３年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和２年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
一般労働者

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500

人
数
（
人
）

賃金（円/時間）

高知（D)

792円

資料出所：厚生労働省「令和３年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和２年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
一般労働者

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500

人
数
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賃金（円/時間）

岩手（D）

793円

資料出所：厚生労働省「令和３年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和２年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
一般労働者

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

4,500

500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500

人
数
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賃金（円/時間）

鹿児島（D)

793円

資料出所：厚生労働省「令和３年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和２年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
一般労働者

0

500

1,000

1,500

2,000
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500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500

人
数
（
人
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792円

26 3232
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資料出所：厚生労働省「令和３年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和２年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
一般労働者

0
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青森（D)

793円

資料出所：厚生労働省「令和３年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和２年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
一般労働者

0

500
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1,500
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資料出所：厚生労働省「令和３年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和２年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。
　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。

一般労働者
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資料出所：厚生労働省「令和３年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和２年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。
　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。

一般労働者

0
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500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500

人
数
（
人
）

賃金（円/時間）

沖縄（D)

792円

27 3333


フリーテキスト
　８　



資料出所：厚生労働省「令和３年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和２年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
短時間労働者

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500

人
数
（
人
）

賃金（円/時間）

福島（D）

800円

資料出所：厚生労働省「令和３年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和２年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
短時間労働者

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500

人
数
（
人
）

賃金（円/時間）

大分（D)

792円

資料出所：厚生労働省「令和３年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和２年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
短時間労働者

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500

人
数
（
人
）

賃金（円/時間）

山形（D）

793円

資料出所：厚生労働省「令和３年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和２年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
短時間労働者

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500

人
数
（
人
）

賃金（円/時間）

愛媛（D)

793円

38 3434
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資料出所：厚生労働省「令和３年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和２年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
短時間労働者

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500

人
数
（
人
）

賃金（円/時間）

島根（D)

792円

資料出所：厚生労働省「令和３年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和２年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
短時間労働者

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

1,800

500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500

人
数
（
人
）

賃金（円/時間）

鳥取（D)

792円

資料出所：厚生労働省「令和３年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和２年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
短時間労働者

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500

人
数
（
人
）

賃金（円/時間）

熊本（D)

793円

資料出所：厚生労働省「令和３年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和２年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
短時間労働者

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500

人
数
（
人
）

賃金（円/時間）

長崎（D)

793円

39 3535
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資料出所：厚生労働省「令和３年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和２年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
短時間労働者

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500

人
数
（
人
）

賃金（円/時間）

高知（D)

792円

資料出所：厚生労働省「令和３年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和２年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
短時間労働者

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500

人
数
（
人
）

賃金（円/時間）

岩手（D）

793円

資料出所：厚生労働省「令和３年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和２年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
短時間労働者

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500

人
数
（
人
）

賃金（円/時間）

鹿児島（D)

793円

資料出所：厚生労働省「令和３年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和２年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
短時間労働者

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500

人
数
（
人
）

賃金（円/時間）

佐賀（D)

792円

40 3636
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資料出所：厚生労働省「令和３年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和２年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
短時間労働者

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500

人
数
（
人
）

賃金（円/時間）

青森（D)

793円

資料出所：厚生労働省「令和３年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和２年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。

　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。
短時間労働者

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500

人
数
（
人
）

賃金（円/時間）

秋田（D）

792円

資料出所：厚生労働省「令和３年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和２年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。
　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。

短時間労働者

0
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4,000

4,500

500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500

人
数
（
人
）

賃金（円/時間）

宮崎（D)

793円

資料出所：厚生労働省「令和３年賃金構造基本統計調査特別集計」
  
（注）１　グラフ内記載の額は令和２年度最低賃金額である。
　　　２　500円未満及び 1,500円以上の賃金分布はグラフ上省略している。

　　　３　賃金額は、所定内給与額（通勤手当、精皆勤手当、家族手当を含む。）を
　　　　　　　　所定内実労働時間数で除したものである。
　　　４　賃金構造基本統計調査は令和２年より集計方法が変更されている。

短時間労働者

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500

人
数
（
人
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賃金（円/時間）

沖縄（D)

792円

41 3737
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ここにメモを書いてください。
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名
称

令
和
３
年
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応
募
・申

請
数
（
件
）

※
一
部
暫
定
値
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３
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績
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３
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事
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支
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サ
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金
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.5
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支
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成
金

※
特
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訓
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コ
ー
ス
、
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コ
ー
ス
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教
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コ
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支
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コ
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コ
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コ
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４
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２
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績
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＞
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o
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業
務
改
善
助
成
金
の
執
行
状
況

※
事
業
費
を
除
い
た
業
務
改
善
助
成
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の
み
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予
算
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載
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（
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の
数
値
は
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金
額
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か
ら
の

繰
越
額

②

補
正
予
算
額

③

次
年
度
へ
の

繰
越
額

④

予
算
現
額

⑤
＝
①
＋
②
＋

③
－
④

執
行
額

⑥

執
行
率

（
％
）

⑥
／
⑤

令
和
３
年
度

9.
4

（1
1.

9）
13

.7
(1

3.
7)

12
9
.8

（1
35

.1
）

12
0.

7
（1

25
.7
）

32
.2

（
35

.0
）

28
.9

89
.8

令
和
２
年
度

7.
8

（1
0.

9）
12

.9
（1

2.
9）

13
.8

(1
3.

8)
13

.7
（1

3.
7）

20
.8

(2
3.

8)
6.

6
31

.8

（
単
位
：
億
円
）

2
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業
務
改
善
助
成
金
の
都
道
府
県
別
実
績

（件
）

令
和
２
年
度

令
和
３
年
度

令
和
２
年
度

令
和
３
年
度

北
海

道
18

12
0 

滋
賀

14
95

 

青
森

11
37

 
京

都
16

60
 

岩
手

11
68

 
大

阪
21

23
8 

宮
城

10
45

 
兵

庫
22

10
8 

秋
田

5
37

 
奈

良
8

49
 

山
形

16
65

 
和

歌
山

5
59

 

福
島

9
53

 
鳥

取
10

52
 

茨
城

11
90

 
島

根
13

35
 

栃
木

10
46

 
岡

山
26

93
 

群
馬

7
56

 
広

島
20

13
7 

埼
玉

15
75

 
山

口
7

72
 

千
葉

17
11

5 
徳

島
2

54
 

東
京

30
21

9 
香

川
7

72
 

神
奈

川
27

17
1 

愛
媛

9
65

 

新
潟

6
55

 
高

知
10

14
 

富
山

3
61

 
福

岡
36

19
5 

石
川

18
54

 
佐

賀
17

38
 

福
井

6
80

 
長

崎
11

44
 

山
梨

4
17

 
熊

本
22

93
 

長
野

10
10

2 
大

分
9

12
5 

岐
阜

4
55

 
宮

崎
16

43
 

静
岡

17
16

4 
鹿

児
島

9
25

 

愛
知

32
19

7 
沖

縄
8

53
 

三
重

11
58

 
全

国
計

62
6

3,
85

9 

3
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（
資
料
出
所
）
中
小
企
業
庁
「2

0
2
2
年
版
中
小
企
業
白
書
・小

規
模
企
業
白
書
概
要
」（

令
和
４
年
４
月
）

倒
産
件
数
及
び
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
関
連
破
た
ん
件
数
の
推
移

4
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原
因
別
倒
産
状
況
の
推
移

合 計

放 漫 経 営

過 少 資 本

連 鎖 倒 産

し わ よ せ

既 往 の

低 下

信 用 性 の

販 売 不 振

回 収 難

売 掛 金

悪 化

在 庫 状 態

過 大

設 備 投 資

そ の 他

平
成

2
7
年

8
,8

1
2
 

3
7
6
 

3
9
7
 

5
5
3
 

1
,1

3
6
 

4
9
 

5
,9

5
9
 

5
4
 

8
 

6
1
 

2
1
9
 

令
和

2
8
年

8
,4

4
6
 

4
2
3
 

4
4
8
 

3
9
8
 

1
,0

8
2
 

3
9
 

5
,7

5
9
 

2
9
 

5
 

7
0
 

1
9
3
 

令
和

2
9
年

8
,4

0
5
 

4
2
2
 

3
9
0
 

4
4
7
 

1
,0

4
4
 

4
3
 

5
,8

1
3
 

3
1
 

4
 

4
9
 

1
6
2
 

令
和

3
0
年

8
,2

3
5
 

4
0
9
 

3
4
2
 

3
7
4
 

9
6
7
 

5
6
 

5
,7

9
9
 

2
7
 

8
 

7
1
 

1
8
2
 

令
和
元
年

8
,3

8
3
 

4
3
4
 

3
3
7
 

3
7
0
 

8
4
4
 

3
7
 

6
,0

7
9
 

3
8
 

8
 

5
6
 

1
8
0
 

令
和
２
年

7
,7

7
3
 

3
9
0
 

2
0
5
 

3
6
1
 

7
7
1
 

3
4
 

5
,7

2
9
 

2
6
 

2
 

4
7
 

2
0
8
 

令
和
３
年

6
,0

3
0
 

2
8
4
 

1
0
1
 

2
9
9
 

6
7
4
 

2
5
 

4
,4

0
3
 

1
8
 

3
 

3
4
 

1
8
9
 

○
原
因
別
の
倒
産
状
況
を
見
る
と
、
「
販
売
不
振
」
が
最
も
多
く
な
っ
て
い
る
。

（
資
料
出
所
）
中
小
企
業
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
「倒

産
の
状
況
」（

h
tt

p
s:

//
w

w
w

.c
h
u
sh

o
.m

e
ti
.g

o
.j
p
/k

o
u
k
a
i/

c
h
o
u
sa

/t
o
u
sa

n
/i

n
d
e
x
.h

tm
令
和
４
年
６
月

3
0
日
取
得
）

（
注
）

1
．
中
小
企
業
庁
に
お
い
て
、
株
式
会
社
東
京
商
工
リ
サ
ー
チ
「全

国
企
業
倒
産
状
況
」の
調
査
結
果
を
、
負
債
総
額
、
資
本
金
別
、
業
種
別
、
原
因
別
で
倒
産
状
況
を
取
り
ま
と
め
て
い
る
も
の
。

２
.倒

産
と
は
、
企
業
が
債
務
の
支
払
不
能
に
陥
っ
た
り
、
経
済
活
動
を
続
け
る
こ
と
が
困
難
に
な
っ
た
状
態
と
な
る
こ
と
。
ま
た
、
私
的
整
理
（
取
引
停
止
処
分
、
内
整
理
）
も
倒
産
に
含
ま
れ
る
。

３
.負

債
総
額

1
,0

0
0
万
円
以
上
の
倒
産
が
対
象
。

5
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要
因
別
で
み
た
人
手
不
足
関
連
倒
産
の
推
移

○
人
手
不
足
関
連
倒
産
が
倒
産
件
数
全
体
に
占
め
る
割
合
は

2
0
2
0
年
時
点
で

5
.9

7％
と
な
っ
て
お
り
、
要
因
別
に
み
る
と
、

「
求
人
難
型
」
「
従
業
員
退
職
型
」
「
人
件
費
高
騰
型
」
に
比
べ
、
「
後
継
者
難
型
」の

倒
産
の
割
合
が
多
く
な
っ
て
い
る
。

（
資
料
出
所
）
厚
生
労
働
省
「
令
和
３
年
版

労
働
経
済
の
分
析
」

6
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2
0
2
2
年
版
中
小
企
業
白
書
（
抜
粋
）

第
１
部

令
和
３
年
度
（

2
0
2
1
年
度
）
の
中
小
企
業
の
動
向

第
1
-1

-7
9
図
は
、
休
廃
業
・
解
散
件
数
と
我
が
国
企
業
の
経
営
者
平
均
年
数
の
推
移
に
つ
い
て
見
た
も
の
で
あ
る
。
2
0
2
1
年
の
休
廃
業
・解

散
件
数

は
、
４
万

4
3
7
7
件
で
あ
り
、
2
0
2
0
年
、
2
0
1
8
年
に
次
ぐ
高
水
準
で
あ
る
。
ま
た
、
経
営
者
の
平
均
年
齢
は
上
昇
傾
向
に
あ
り
、
休
廃
業
・
解
散
件
数

増
加
の
背
景
に
は
経
営
者
の
高
齢
化
が
一
因
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
、
引
き
続
き
、
こ
う
し
た
状
況
へ
の
対
応
は
喫
緊
の
課
題
で
あ
る
。

第
1
-1

-8
0
図
は
、
休
廃
業
・
解
散
企
業
の
代
表
者
年
齢
に
つ
い
て
見
た
も
の
で
あ
る
。
2
0
2
1
年
は
、
7
0
代
の
割
合
が
最
も
高
く、

4
2
.7
％
と
な
っ
て
い

る
。
ま
た
、
7
0
代
以
上
が
全
体
に
占
め
る
割
合
は
年
々
高
ま
っ
て
お
り
、
2
0
2
1
年
は
６
割
超
と
な
っ
て
い
る
。

休
廃
業
・
解
散
件
数
と
休
廃
業
・
解
散
企
業
の
代
表
者
年
齢

＜
第
1
-1
-7
9
図
＞

＜
第
1
-1
-8
0
図
＞

（
資
料
出
所
）
中
小
企
業
庁
「2

0
2
2
年
版
中
小
企
業
白
書
」
※
本
文
の
下
線
は
厚
生
労
働
省
労
働
基
準
局
に
て
追
記

7
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国内企業物価指数（前年同月比）の推移

○ 国内企業物価指数については、2022年に入ってから前年同月比で９％を超える水準で推移している。

（資料出所）日本銀行「企業物価指数」
（注） 2022年６月は速報値。
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輸入物価指数（円ベース・前年同月比）の推移

○ 輸入物価指数については、2022年に入ってから円ベース・前年同月比で30％を超える水準で推移している。

（資料出所）日本銀行「企業物価指数」
（注） 2022年６月は速報値。
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令和４年賃金改定状況調査結果 

 

＜調査の概要＞ 

 

１．調査の地域 全国 

 

２．調 査 産 業 日本標準産業分類（平成 25年 10月改定）に基づく次の産業 

（ア）製造業 

（イ）卸売業，小売業 

（ウ）学術研究，専門・技術サービス業 

（エ）宿泊業，飲食サービス業 

（オ）生活関連サービス業，娯楽業 

（カ）医療，福祉 

（キ）サービス業（他に分類されないもの） 

 

３．調査事業所 

（１）数 15,861事業所 

（２）選定の方法 

事業所母集団データベース（令和２年次フレーム）を母集団とし、常用労働者数が 30人

未満の企業に属する民営事業所から、都道府県別、産業別、事業所規模別（※）に層化無

作為抽出により選定。ランク別、調査産業計において１人１時間あたり賃金額の標準誤差

率が 1.5％となるよう標本数を決定。ランク内の都道府県別、産業別、事業所規模別の配分

は母集団事業所数の構成比率で配分。 

※ 産業は上記２に掲げる７つの産業で、事業所規模は１～９人と 10～29人で区分。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．集計労働者 30,533人 

  （うち、令和３年６月と令和４年６月の両方に在籍していた労働者は 25,609 人（83.9％）） 

 

５．調 査 事 項〔基準となる期日又は期間〕 

（１）事業所に関する事項 

イ 主要な生産品の名称又は事業の内容〔令和４年６月１日現在〕 

ロ 事業所の労働者数〔令和４年６月１日現在〕 

ハ 事業所の月間所定労働日数、通常労働日の１日の所定労働時間数〔令和４年６月分〕 

ニ 事業所の年間所定労働日数〔令和２年度分、令和３年度分〕 

ホ 賃金改定の状況〔令和４年１月～６月〕 

（２）労働者に関する事項 

イ 性、就業形態、年齢、勤続年数〔令和４年６月１日現在〕 

ロ 賃金形態〔令和３年６月分、令和４年６月分〕 

ハ 基本給額、諸手当〔令和３年６月分、令和４年６月分（見込額）〕 

ニ 月間所定労働日数、１日の所定労働時間数〔令和３年６月分、令和４年６月分〕 

 

  

 調査事業所数 集計事業所数 回収率 

Aランク 5,251 1,395 26.6％ 

Bランク 3,844 1,154 30.0％ 

Cランク 3,633 1,150 31.7％ 

Dランク 3,133 1,039 33.2％ 

合計 15,861 4,738 29.9％ 

3 9696



 

 

６．利用上の注意 

（１）集計結果は、抽出による標本誤差を含んでいる。 

（２）集計表中の空欄は、該当する数値がないことを示す。 

（３）集計表中の産業の掲載順序は、日本標準産業分類（平成 25 年 10 月改定）における産業

大分類のアルファベット順に基づいている。 

（４）各都道府県に適用される目安のランクは以下の通り。 

 

ランク 都道府県 

Ａ 埼玉、千葉、東京、神奈川、愛知、大阪 

Ｂ 茨城、栃木、富山、山梨、長野、静岡、三重、滋賀、京都、兵庫、広島 

Ｃ 北海道、宮城、群馬、新潟、石川、福井、岐阜、奈良、和歌山、岡山、山口、

徳島、香川、福岡 

Ｄ 青森、岩手、秋田、山形、福島、鳥取、島根、愛媛、高知、佐賀、長崎、熊

本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄 
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（
資
料
注
）
第
４
表
①
、
②
の
集
計
労
働
者
3
0
,
5
3
3
人
の
う
ち
、
本
表
の
集
計
対
象
と
な
る
令
和
３
年
６
月
と
令
和
４
年
６
月
の
両
方
に
在
籍
し
て
い
た
労
働
者
は
2
5
,
6
0
9
人
（
8
3
.
9
％
）
。

パ ー ト男 女 一 般

１
時
間
当
た
り

賃
金
額

計

賃
金
上
昇
率

１
時
間
当
た
り

賃
金
額

賃
金
上
昇
率

１
時
間
当
た
り

賃
金
額

賃
金
上
昇
率

１
時
間
当
た
り

賃
金
額

賃
金
上
昇
率

１
時
間
当
た
り

賃
金
額

賃
金
上
昇
率

第
４

表
③

　
一

般
労

働
者

及
び

パ
ー

ト
タ

イ
ム

労
働

者
の

賃
金

上
昇

率
（

令
和

３
年

６
月

と
令

和
４

年
６

月
の

両
方

に
在

籍
し

て
い

た
労

働
者

の
み

を
対

象
と

し
た

集
計

）

性

就
業

形
態

ラ
ン
ク

産
業
計

製
造
業

卸
売
業
，
小
売
業

学
術
研
究
,
 
専
門
・
技
術
サ
ー
ビ
ス
業

宿
泊
業
，
飲
食
サ
ー
ビ
ス
業

生
活
関
連
サ
ー
ビ
ス
業
,
 
娯
楽
業

医
療
，
福
祉

サ
ー
ビ
ス
業
（
他
に
分
類
さ
れ
な
い
も
の
）

１
時
間
当
た
り

賃
金
額

賃
金
上
昇
率

１
時
間
当
た
り

賃
金
額

賃
金
上
昇
率

１
時
間
当
た
り

賃
金
額

賃
金
上
昇
率
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資
料

標
題

Ⅰ
　
全
国
統
計
資
料
編

　
１
　
主
要
指
標
の
推
移
（
暦
年

・
四
半
期
・
月
）

・
・
・
１

　
　
(2
) 
 求

人
倍
率
、
消
費
者

物
価
指
数
、
国
内
企
業
物
価
指
数
、
賃
金
（
現
金
給
与
総
額
）
指
数

・
・
・
２

　
２
　
有
効
求
人
倍
率
の
推
移

　
　
(1
)　

有
効
求
人
倍
率
の
推

移
（
全
国
・
ラ
ン
ク
別
、
暦
年
・
月
）

・
・
・
３

　
　
(2
)　

年
齢
別
常
用
求
人
倍

率
の
推
移
（
暦
年
、
年
齢
別
）

・
・
・
４

　
３
　
賃
金
・
労
働
時
間
の
推
移

　
　
(1
)　

賃
金

　
　
　
イ
　
賃
金
（
現
金
給
与
総

額
・
定
期
給
与
額
）
増
減
率
の
推
移
（
規
模
別
（
30
人
以
上
・
5～

29
人
）
、
暦
年
・
月
）

・
・
・
５

　
　
　
ロ
　
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働

者
比
率
の
推
移
（
規
模
別
（
30
人
以
上
・
5～

29
人
）
、
暦
年
・
月
）

・
・
・
６

　
　
　
ハ
　
初
任
給
額
、
上
昇
額

等
の
推
移
（
年
度
、
学
歴
別
）

・
・
・
７

　
　
(2
)　

賃
金
・
労
働
時
間

　
　
　
イ
　
賃
金
・
労
働
時
間
指

数
の
推
移
①

［
事

業
所

規
模

3
0
人

以
上

］
（

暦
年

・
四

半
期

、
所

定
内

給
与

・
所

定
内

労
働

時
間

・
時

間
当

た
り

所
定

内
給

与
）

・
・
・
８

　
　
　
　
　
賃
金
・
労
働
時
間
指

数
の
推
移
②

［
事

業
所

規
模

5
～

2
9
人

］
（

暦
年

・
四

半
期

、
所

定
内

給
与

・
所

定
内

労
働

時
間

・
時

間
当

た
り

所
定

内
給

与
）

・
・
・
９

　
　
　
ロ
　

一
般

労
働

者
の

賃
金

・労
働

時
間

の
推

移
（
暦

年
、

規
模

別
（
1
0
人

以
上

・
1
0
～

9
9
人

・
５

～
９

人
）
・
所

定
内

給
与

・
所

定
内

労
働

時
間

・
時

間
当

た
り

所
定

内
給

与
）
・
・
・
10

　
　
　
ハ
　
月
間
労
働
時
間
の
動

き
（

暦
年

・
月

、
所

定
内

労
働

時
間

・
所

定
外

労
働

時
間

（
規
模
別
（
3
0
人
以
上
・
5
～
2
9
人
）
）
）

・
・
・
11

　
４
　
春
季
賃
上
げ
妥
結
状
況

　
　
(1
)　

春
季
賃
上
げ
妥
結
状

況
（
令
和
４
年
）
（
連
合
（
規
模
別
、
方
式
別
）
、
経
団
連
（
大
手
・
中
小
別
）
）

・
・
・
12

　
　
(2
)　

賃
上
げ
額
・
率
の
推

移
・
・
・
13

　
　
　
イ
　
１
人
当
た
り
平
均
賃

金
の
改
定
額
及
び
改
定
率
の
推
移
（
暦
年
、
賃
金
の
改
定
額
・
改
定
率
）

　
　
　
ロ
　
賃
金
の
改
定
の
状
況

、
賃
金
の
改
定
の
決
定
に
当
た
り
最
も
重
視
し
た
要
素
別
企
業
割
合
（
令
和
３
年
）

　
５
　
夏
季
賞
与
・
一
時
金
妥
結

状
況
（
令
和
４
年
）
（
連
合
、
経
団
連
）

・
・
・
14

　
　
(1
) 
 Ｇ

Ｄ
Ｐ
、
鉱
工
業
生

産
指
数
、
製
造
工
業
稼
働
率
指
数
、
倒
産
件
数
、
完
全
失
業
者
数
及
び
完
全
失
業
率
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６
　
消
費
者
物
価
指
数
の
対
前

年
上
昇
率
の
推
移
（
全
国
・
ラ
ン
ク
別
、
暦
年
・
月
）

・
・
・
15

　
７
　
地
域
別
最
低
賃
金
額
（
時

間
額
）
、
未
満
率
及
び
影
響
率
の
推
移

・
・
・
16

　
８
　
賃
金
構
造
基
本
統
計
調
査

特
別
集
計
に
よ
る
未
満
率
及
び
影
響
率

・
・
・
17

　
９
　
地
域
別
最
低
賃
金
と
賃
金

水
準
と
の
関
係

・
・
・
18

・
・
・
19

・
・
・
20

　
10
　
企
業
の
業
況
判
断
及
び
収

益

　
　
(1
)　

日
銀
短
観
に
よ
る
企

業
の
業
況
判
断
及
び
収
益

　
　
　
イ
　
業
況
判
断
（
Ｄ
Ｉ
）

（
企
業
規
模
別
、
四
半
期
）

・
・
・
21

　
　
　
ロ
　
経
常
利
益
増
減
（
企

業
規
模
別
、
年
度
）

・
・
・
22

　
　
　
ハ
　
売
上
高
経
常
利
益
率

（
企
業
規
模
別
、
年
度
）

・
・
・
22

　
　
(2
)　

法
人
企
業
統
計
に
よ

る
企
業
収
益
（
資
本
金
規
模
別
、
年
度
・
四
半
期
）

・
・
・
25

　
　
(3
)　

中
小
企
業
景
況
調
査

に
よ
る
業
況
判
断
（
Ｄ
Ｉ
）
（
産
業
別
、
暦
年
・
四
半
期
）

・
・
・
26

　
11
　
法
人
企
業
統
計
で
み
た
労

働
生
産
性
の
推
移
（
年
度
）

・
・
・
28

Ⅱ
　
都
道
府
県
統
計
資
料
編

　
１
　
各
種
関
連
指
標

（
ラ
ン
ク

別
・

都
道

府
県

別
、

１
人

当
た

り
県

民
所

得
・

標
準

生
計

費
・
新
規
学
卒
者
(
高
卒
)
の
所
定
内
給
与
額
）

・
・
・
30

　
２
　
有
効
求
人
倍
率
の
推
移
（

ラ
ン
ク
別
・
都
道
府
県
別
、
暦
年
）

・
・
・
31

　
３
　
失
業
率
の
推
移
（
ラ
ン
ク

別
・
都
道
府
県
別
、
暦
年
・
四
半
期
）

・
・
・
32

　
４
　
賃
金
・
労
働
時
間
の
実
情

と
推
移

　
　
(1
)　

賃
金

　
　
　
イ
　
定
期
給
与
の
推
移
［

事
業
所
規
模
30
人
以
上
］
（
ラ
ン
ク
別
・
都
道
府
県
別
、
暦
年
）

・
・
・
33

　
　
(1
) 
 一

般
労
働
者
（
暦
年

、
全
国
・
産
業
計
（
企
業
規
模
10
人
以
上
・
10
～
99
人
）
）

　
　
(2
) 
 短

時
間
労
働
者
（
暦

年
、
全
国
・
産
業
計
（
企
業
規
模
10
人
以
上
・
10
～
99
人
）
）

　
　
(3
) 
 毎

月
勤
労
統
計
調
査

（
暦
年
、
全
国
・
産
業
計
事
業
所
規
模
30
人
以
上
）
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ロ
　
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働

者
の
１
求
人
票
あ
た
り
の
募
集
賃
金
平
均
額

・
・
・
34

　
　
　
ハ
　
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働

者
の
１
求
人
票
あ
た
り
の
募
集
賃
金
下
限
額

・
・
・
35

　
　
(2
)　

労
働
時
間

　
　
　
　
常
用
労
働
者
１
人
平
均

月
間
総
実
労
働
時
間
と
所
定
外
労
働
時
間
の
推
移
［
調
査
産
業
計
、
事
業
所
規
模
30
人
以
上
］

・
・
・
36

　
　
　
　
（
ラ
ン
ク
別
・
都
道
府

県
別
、
総
実
労
働
時
間
・
所
定
外
労
働
時
間
別
（
暦
年
）
）

　
５
　
消
費
者
物
価
指
数
等
の
推

移

　
　
(1
)　

消
費
者
物
価
対
前
年

上
昇
率
の
推
移
（
ラ
ン
ク
別
・
都
道
府
県
別
、
暦
年
・
月
）

・
・
・
37

　
　
(2
)　

消
費
者
物
価
地
域
差

指
数
の
推
移
（
ラ
ン
ク
別
・
都
道
府
県
庁
所
在
都
市
別
、
暦
年
）

・
・
・
38

　
６
　
労
働
者
数
等
の
推
移

　
　
(1
)　

常
用
労
働
者
数
［
事

業
所
規
模
５
人
以
上
］
（
ラ
ン
ク
別
・
都
道
府
県
別
・
暦
年
）

・
・
・
39

　
　
(2
)　

雇
用
保
険
の
被
保
険

者
数
（
ラ
ン
ク
別
・
都
道
府
県
別
・
暦
年
）

・
・
・
40

　
　
(3
)　

就
業
者
数
（
ラ
ン
ク

別
・
都
道
府
県
別
・
暦
年
）

・
・
・
41

Ⅲ
　
業
務
統
計
資
料
編

　
１
　
地
域
別
最
低
賃
金
改
定
状

況

　
　
(1
)　

令
和
３
年
度
　
地
域

別
最
低
賃
金
の
審
議
・
決
定
状
況

　
　
　
　
（
ラ
ン
ク
区
分
・
都
道

府
県
別
、
前
年
度
決
定
金
額
・
改
正
最
低
賃
金
額
（
引
上
げ
額
・
率
）
・
採
決
状
況
等
）

・
・
・
42

　
　
(2
)　

目
安
と
改
定
額
と
の

関
係
の
推
移
（
ラ
ン
ク
別
・
都
道
府
県
別
、
年
度
）

・
・
・
43

　
　
(3
)　

効
力
発
生
年
月
日
の

推
移
（
ラ
ン
ク
別
・
都
道
府
県
別
、
年
度
）

・
・
・
44

　
　
(4
)　

加
重
平
均
額
と
引
上

げ
率
の
推
移
（
全
国
・
ラ
ン
ク
別
、
年
度
）

・
・
・
45

　
　
(5
)　

最
高
額
と
最
低
額
及

び
格
差
の
推
移
（
最
高
額
・
最
低
額
・
格
差
、
年
度
）

・
・
・
46

　
　
(6
)　

地
域
別
最
低
賃
金
引

上
げ
率
の
推
移
（
ラ
ン
ク
別
・
都
道
府
県
別
、
年
度
）

・
・
・
47

　
２
　
最
低
賃
金
の
履
行
確
保
を

主
眼
と
す
る
監
督
指
導
結
果

　
　
(1
)　

監
督
指
導
結
果
の
推

移
（
全
国
計
、
暦
年
、
法
違
反
の
状
況
等
）

・
・
・
48

　
　
(2
)　

業
種
別
法
違
反
の
状

況
（
令
和
４
年
１
月
～
３
月
、
全
国
計
）

・
・
・
49
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Ⅰ
　

全
国

統
計

資
料

編
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１
　

主
要

指
標

の
推

移
 
(
1
)
 
G
D
P
、

鉱
工

業
生

産
指

数
、

製
造

工
業

稼
働

率
指

数
、

倒
産

件
数

、
完

全
失

業
者

数
及

び
完

全
失

業
率

年
率

換
算

（
億

円
）

（
％

）
（

％
）

（
億

円
）

（
％

）
（

H2
7年

=1
00

）
（

％
）

（
H
2
7
年

=
1
0
0
）

（
％

）
（

件
）

（
％

）

平
成

2
4
年

5
,
0
0
4
,
7
4
7

0
.
6
 

-
5
,
1
7
8
,
6
4
4

1
.
4
 

9
9
.
6

0
.
6
 

9
6
.
8

2
.
1
 

1
2
,
1
2
4

△
 
4
.
7
 

2
5
年

5
,
0
8
7
,
0
0
6

1
.
6
 

-
5
,
2
8
2
,
4
8
1

2
.
0
 

9
9
.
2

△
 
0
.
8
 

9
8
.
6

1
.
9
 

1
0
,
8
5
5

△
 
1
0
.
5
 

2
6
年

5
,
1
8
8
,
1
1
0

2
.
0
 

-
5
,
2
9
8
,
1
2
8

0
.
3
 

1
0
1
.
2

2
.
0
 

1
0
2
.
8

4
.
3
 

9
,
7
3
1

△
 
1
0
.
4
 

2
7
年

5
,
3
8
0
,
3
2
3

3
.
7
 

-
5
,
3
8
0
,
8
1
2

1
.
6
 

1
0
0
.
0

△
 
1
.
2
 

1
0
0
.
0

△
 
2
.
7
 

8
,
8
1
2

△
 
9
.
4
 

2
8
年

5
,
4
4
3
,
6
4
6

1
.
2
 

-
5
,
4
2
1
,
3
7
4

0
.
8
 

1
0
0
.
0

0
.
0
 

9
8
.
5

△
 
1
.
5
 

8
,
4
4
6

△
 
4
.
2
 

2
9
年

5
,
5
3
0
,
7
3
0

1
.
6
 

-
5
,
5
1
2
,
2
0
0

1
.
7
 

1
0
3
.
1

3
.
1
 

1
0
2
.
3

3
.
9
 

8
,
4
0
5

△
 
0
.
5
 

3
0
年

5
,
5
6
2
,
9
3
8

0
.
6
 

-
5
,
5
4
4
,
3
9
5

0
.
6
 

1
0
4
.
2

1
.
1
 

1
0
3
.
1

0
.
8
 

8
,
2
3
5

△
 
2
.
0
 

令
和

元
年

5
,
5
8
4
,
9
1
2

0
.
4
 

-
5
,
5
3
1
,
0
6
9

△
 
0
.
2
 

1
0
1
.
1

△
 
3
.
0
 

9
9
.
9

△
 
3
.
1
 

8
,
3
8
3

1
.
8
 

2
年

5
,
3
8
0
,
0
1
6

△
 
3
.
7
 

-
5
,
2
8
0
,
5
6
8

△
 
4
.
5
 

9
0
.
6

△
 
1
0
.
4
 

8
7
.
1

△
 
1
2
.
8
 

7
,
7
7
3

△
 
7
.
3
 

3
年

5
,
4
1
9
,
4
0
4

0
.
7
 

-
5
,
3
6
7
,
7
0
8

1
.
7
 

9
5
.
7

5
.
6
 

9
4
.
1

8
.
0
 

6
,
0
3
0

△
 
2
2
.
4
 

令
和

2
年

１
～

３
月

5
,
5
3
0
,
7
9
5

0
.
5
 

2
.
1
 

5
,
4
4
4
,
6
0
0

0
.
5
 

9
8
.
0

0
.
0
 

9
4
.
6

△
 
1
.
0
 

2
,
1
6
4

1
2
.
9
 

４
～

６
月

5
,
1
2
4
,
6
1
6

△
 
7
.
3
 

△
 
2
6
.
3
 

5
,
0
1
4
,
3
7
4

△
 
7
.
9
 

8
1
.
5

△
 
1
6
.
8
 

7
5
.
3

△
 
2
0
.
4
 

1
,
8
3
7

△
 
1
1
.
4
 

７
～

９
月

5
,
3
9
0
,
6
5
0

5
.
2
 

2
2
.
4
 

5
,
2
7
9
,
3
3
6

5
.
3
 

8
8
.
8

9
.
0
 

8
5
.
1

1
3
.
0
 

2
,
0
2
1

△
 
7
.
4
 

1
0
～

1
2
月

5
,
4
6
4
,
7
0
4

1
.
4
 

5
.
6
 

5
,
3
7
2
,
2
9
3

1
.
8
 

9
3
.
9

5
.
7
 

9
2
.
6

8
.
8
 

1
,
7
5
1

△
 
2
0
.
8
 

3
年

１
～

３
月

5
,
4
2
7
,
1
0
6

△
 
0
.
7
 

△
 
2
.
7
 

5
,
3
5
0
,
8
8
0

△
 
0
.
4
 

9
6
.
3

2
.
6
 

9
5
.
4

3
.
0
 

1
,
5
5
4

△
 
2
8
.
2
 

４
～

６
月

5
,
4
5
1
,
1
7
0

0
.
4
 

1
.
8
 

5
,
3
8
4
,
8
7
8

0
.
6
 

9
6
.
5

0
.
2
 

9
5
.
3

△
 
0
.
1
 

1
,
4
9
0

△
 
1
8
.
9
 

７
～

９
月

5
,
3
9
3
,
8
3
3

△
 
1
.
1
 

△
 
4
.
1
 

5
,
3
4
1
,
9
3
9

△
 
0
.
8
 

9
4
.
7

△
 
1
.
9
 

9
0
.
5

△
 
5
.
0
 

1
,
4
4
7

△
 
2
8
.
4
 

1
0
～

1
2
月

5
,
4
1
1
,
5
7
4

0
.
3
 

1
.
3
 

5
,
3
9
4
,
4
3
6

1
.
0
 

9
4
.
9

0
.
2
 

9
4
.
7

4
.
6
 

1
,
5
3
9

△
 
1
2
.
1
 

4
年

１
～

３
月

5
,
4
1
9
,
7
0
4

0
.
2
 

0
.
6
 

5
,
3
8
7
,
6
1
8

△
 
0
.
1
 

9
5
.
7

0
.
8
 

9
3
.
2

△
 
1
.
6
 

1
,
5
0
4

△
 
3
.
2
 

令
和

4
年

１
月

-
-

-
-

-
9
4
.
3

△
 
2
.
4
 

9
2
.
8

△
 
3
.
6
 

4
5
2

△
 
4
.
6
 

２
月

-
-

-
-

-
9
6
.
2

2
.
0
 

9
4
.
2

1
.
5
 

4
5
9

2
.
9
 

３
月

-
-

-
-

-
9
6
.
5

0
.
3
 

9
2
.
7

△
 
1
.
6
 

5
9
3

△
 
6
.
5
 

４
月

-
-

-
-

-
9
5
.
1

△
 
1
.
5
 

9
2
.
7

0
.
0
 

4
8
6

1
.
9
 

５
月

-
-

-
-

-
5
2
4

1
1
.
0
 

（
注

）
国

民
経

済
計

算
及

び
鉱

工
業

生
産

指
数

の
四

半
期

別
・

月
別

の
数

値
並

び
に

完
全

失
業

者
数

及
び

完
全

失
業

率
の

月
別

の
数

値
は

、
季

節
調

整
値

及
び

前
期

（
月

、
四

半
期

）
比

（
差

）
で

あ
る

。

な
お

、
平

成
2
4
年

以
前

の
鉱

工
業

生
産

指
数

、
製

造
工

業
稼

働
率

指
数

は
接

続
指

数
よ

り
推

計
し

た
値

で
あ

る
。

Ｇ
Ｄ

Ｐ
（

国
内

総
生

産
）

鉱
工

業
生

産
指

数
製

造
工

業
稼

働
率

指
数

倒
産

件
数

完
全

失
業

者
数

（
月

平
均

）
完

全
失

業
率

名
目

前
期

比
実

質
前

期
比

実
数

前
年

差

（
万

人
）

（
万

人
）

（
％

）

指
数

前
期

比
指

数
前

期
比

実
数

前
年

比

2
6
5

△
 
2
0

4
.
0

2
3
6

△
 
2
9

3
.
6

2
8
5

△
 
1
7

4
.
3

1
9
0

△
 
1
8

2
.
8

1
6
7

△
 
2
3

2
.
4

2
2
2

△
 
1
4

3
.
4

2
0
8

△
 
1
4

3
.
1

1
9
5

3
2
.
8

1
6
2

△
 
5

2
.
4

1
9
2

3
0

2
.
8

1
6
7

1
2
.
4

2
0
3

4
8

2
.
9

1
9
5

2
8

2
.
8

1
9
6

2
7

2
.
8

2
0
6

4
3

3
.
0

1
8
0

△
 
2
3

2
.
6

1
8
2

△
 
1
3

2
.
7

2
1
0

1
4

3
.
0

1
9
3

△
 
1
3

2
.
8

1
8
8

△
 
3

2
.
7

1
7
9

△
 
9

2
.
6

1
9
1

4
2
.
8

資
料

出
所

内
閣

府
「

国
民

経
済

計
算

」
経

済
産

業
省

「
鉱

工
業

指
数

」
東

京
商

工
リ

サ
ー

チ
調

べ
総

務
省

「
労

働
力

調
査

」

1
7
6

△
 
3

2
.
5

-
1
-

104104



１
　

主
要

指
標

の
推

移
 
(
2
)
 
求

人
倍

率
、

消
費

者
物

価
指

数
、

国
内

企
業

物
価

指
数

、
賃

金
（

現
金

給
与

総
額

）
指

数

（
倍

）
（

倍
）

(
R
2
年

=
1
0
0
)

（
％

）
(
R
2
年

=
1
0
0
)

（
％

）
(
R
2
年

=
1
0
0
)

（
％

）
(
R
2
年

=
1
0
0
)

（
％

）
（

％
）

(
R
2
年

=
1
0
0
)

（
％

）
(
R
2
年

=
1
0
0
)

（
％

）
（

％
）

平
成

2
4
年

1
.
2
8

0
.
8
0

9
3
.
3

0
.
0

9
7
.
7

△
 
0
.
9

9
7
.
9

△
 
1
.
0

1
0
4
.
9

△
 
1
.
0

2
4
.
1
0

9
8
.
5

△
 
0
.
7

1
0
5
.
6

△
 
0
.
8

1
0
.
0
8

2
5
年

1
.
4
6

0
.
9
3

9
3
.
7

0
.
5

9
8
.
9

1
.
3

9
7
.
9

△
 
0
.
1

1
0
4
.
5

△
 
0
.
6

2
4
.
3
7

9
8
.
4

△
 
0
.
1

1
0
5
.
0

△
 
0
.
6

1
0
.
3
0

2
6
年

1
.
6
6

1
.
0
9

9
6
.
8

3
.
3

1
0
2
.
1

3
.
1

9
8
.
9

1
.
1

1
0
2
.
2

△
 
2
.
2

2
4
.
5
0

1
0
0
.
2

1
.
9

1
0
3
.
5

△
 
1
.
5

1
0
.
4
0

2
7
年

1
.
8
0

1
.
2
0

9
7
.
8

1
.
0

9
9
.
7

△
 
2
.
3

9
9
.
0

0
.
1

1
0
1
.
2

△
 
0
.
9

2
5
.
4
0

1
0
0
.
4

0
.
2

1
0
2
.
7

△
 
0
.
7

1
1
.
5
2

2
8
年

2
.
0
4

1
.
3
6

9
7
.
7

△
 
0
.
1

9
6
.
2

△
 
3
.
5

1
0
0
.
1

1
.
1

1
0
2
.
5

1
.
3

2
5
.
2
2

1
0
1
.
1

0
.
8

1
0
3
.
5

0
.
9

1
1
.
3
2

2
9
年

2
.
2
4

1
.
5
0

9
8
.
3

0
.
6

9
8
.
4

2
.
3

1
0
0
.
7

0
.
5

1
0
2
.
4

△
 
0
.
1

2
5
.
0
9

1
0
2
.
4

1
.
3

1
0
4
.
2

0
.
7

1
0
.
7
8

3
0
年

2
.
3
9

1
.
6
1

9
9
.
5

1
.
2

1
0
1
.
0

2
.
6

1
0
1
.
9

1
.
2

1
0
2
.
4

0
.
0

2
5
.
0
9

1
0
3
.
9

1
.
5

1
0
4
.
4

0
.
3

1
0
.
1
6

令
和

元
年

2
.
4
2

1
.
6
0

1
0
0
.
0

0
.
6

1
0
1
.
2

0
.
2

1
0
1
.
7

△
 
0
.
2

1
0
1
.
7

△
 
0
.
8

2
5
.
5
9

1
0
4
.
1

0
.
2

1
0
4
.
1

△
 
0
.
4

1
0
.
2
7

2
年

1
.
9
5

1
.
1
8

1
0
0
.
0

0
.
0

1
0
0
.
0

△
 
1
.
2

1
0
0
.
0

△
 
1
.
7

1
0
0
.
0

△
 
1
.
7

2
5
.
2
8

1
0
0
.
0

△
 
4
.
0

1
0
0
.
0

△
 
3
.
9

1
0
.
6
3

3
年

2
.
0
2

1
.
1
3

9
9
.
7

△
 
0
.
3

1
0
4
.
5

4
.
5

1
0
0
.
9

1
.
0

1
0
1
.
2

1
.
2

2
5
.
0
5

1
0
2
.
2

2
.
2

1
0
2
.
5

2
.
5

1
0
.
5
5

3
年

１
～
３
月

1
.
9
6

1
.
0
9

9
9
.
8

0
.
3

1
0
1
.
0

1
.
4

1
0
1
.
1

1
.
4

1
0
1
.
4

1
.
0

2
5
.
2
3

1
0
2
.
8

2
.
6

1
0
3
.
1

2
.
2

1
0
.
8
5

４
～
６
月

2
.
0
5

1
.
1
1

9
9
.
2

△
 
0
.
6

1
0
3
.
4

2
.
4

1
0
1
.
3

0
.
2

1
0
2
.
0

0
.
6

2
4
.
6
9

1
0
2
.
9

0
.
1

1
0
3
.
6

0
.
5

1
0
.
3
9

７
～
９
月

2
.
0
3

1
.
1
5

9
9
.
8

0
.
6

1
0
5
.
6

2
.
1

1
0
1
.
2

△
 
0
.
1

1
0
1
.
5

△
 
0
.
5

2
5
.
0
2

1
0
2
.
5

△
 
0
.
4

1
0
2
.
8

△
 
0
.
8

1
0
.
5
4

1
0～

12
月

2
.
1
0

1
.
1
7

1
0
0
.
0

0
.
3

1
0
8
.
0

2
.
3

1
0
0
.
5

△
 
0
.
7

1
0
0
.
6

△
 
0
.
9

2
5
.
2
4

1
0
1
.
8

△
 
0
.
7

1
0
1
.
8

△
 
1
.
0

1
0
.
4
0

4
年

１
～
３
月

2
.
1
8

1
.
2
1

1
0
0
.
8

0
.
8

1
1
0
.
3

2
.
1

1
0
3
.
7

3
.
2

1
0
2
.
9

2
.
3

2
4
.
3
5

1
0
3
.
2

1
.
4

1
0
2
.
4

0
.
6

1
0
.
7
0

令
和

4
年

１
月

2
.
1
6

1
.
2
0

1
0
0
.
4

0
.
3

1
0
9
.
3

0
.
8

1
0
2
.
7

3
.
2

1
0
2
.
5

3
.
1

2
4
.
5
2

1
0
3
.
3

3
.
3

1
0
3
.
2

3
.
4

1
0
.
6
6

２
月

2
.
2
1

1
.
2
1

1
0
0
.
8

0
.
4

1
1
0
.
3

0
.
9

1
0
3
.
7

1
.
0

1
0
2
.
9

0
.
4

2
4
.
3
4

1
0
3
.
2

△
 
0
.
1

1
0
2
.
4

△
 
0
.
8

1
0
.
8
2

３
月

2
.
1
6

1
.
2
2

1
0
1
.
3

0
.
5

1
1
1
.
3

0
.
9

1
0
4
.
8

1
.
1

1
0
3
.
3

0
.
4

2
4
.
2
0

1
0
3
.
1

△
 
0
.
1

1
0
1
.
7

△
 
0
.
7

1
0
.
6
2

４
月

2
.
1
9

1
.
2
3

1
0
1
.
8

0
.
5

1
1
2
.
8

1
.
3

1
0
4
.
6

△
 
0
.
2

1
0
2
.
6

△
 
0
.
7

2
4
.
2
2

1
0
5
.
1

1
.
9

1
0
3
.
2

1
.
5

1
0
.
7
5

５
月

1
0
2
.
1

0
.
3

1
1
2
.
8

0
.
0

（
注

）
１

　
職

業
安

定
業

務
統

計
、

賃
金

指
数

の
四

半
期

別
・

月
別

の
数

値
及

び
消

費
者

物
価

指
数

の
月

別
の

数
値

は
季

節
調

整
値

及
び

そ
の

前
期

（
四

半
期

、
月

）
比

で
あ

り
、

　
　

　
　

そ
の

ほ
か

の
数

値
は

原
数

値
で

あ
る

。
　

　
　

２
　

毎
月

勤
労

統
計

調
査

は
、

事
業

所
規

模
3
0
人

以
上

の
結

果
で

あ
り

、
平

成
2
4
年

以
降

は
再

集
計

さ
れ

た
公

表
値

、
平

成
2
3
年

以
前

は
時

系
列

比
較

の
た

め
の

推
計

値
で

あ
る

。
　

　
　

３
　

求
人

倍
率

は
、

新
規

学
卒

者
を

除
き

、
パ

ー
ト

タ
イ

ム
を

含
ん

で
い

る
。

　
　

　
４

　
国

内
企

業
物

価
指

数
の

令
和

４
年

５
月

分
の

数
値

は
速

報
値

で
あ

り
、

同
指

数
令

和
元

年
以

前
の

暦
年

値
は

労
働

基
準

局
賃

金
課

に
お

い
て

月
次

指
数

を
単

純
平

均
し

た
。

求
人

倍
率

消
費

者
物

価
指

数
国

内
企

業
物

価
指

数
賃

金
(
現

金
給

与
総

額
)
指

数
、

パ
ー

ト
比

率

(
持

家
の

帰
属

家
賃

を
除

く
総

合
)

調
査

産
業

計
製

造
業

有
効

指
数

前
期

比
指

数
前

期
比

前
期

比
実

質
指

数
前

期
比

パ
ー

ト
比

率

資
料

出
所

厚
生
労
働
省
「
職
業
安
定
業
務
統
計
」

総
務

省
「

消
費

者
物

価
指

数
」

日
本

銀
行

「
企

業
物

価
指

数
」

厚
生

労
働

省
「

毎
月

勤
労

統
計

調
査

」

名
目

指
数

前
期

比
実

質
指

数
前

期
比

パ
ー

ト
比

率
名

目
指

数
新

規

-
2
-

105105



２
　

有
効

求
人

倍
率

の
推

移
　

(
1
)
　

有
効

求
人

倍
率

の
推

移

（
単

位
：

倍
）

年

区
分

１
月

２
月

３
月

４
月

全
国

0
.
8
0

0
.
9
3

1
.
0
9

1
.
2
0

1
.
3
6

1
.
5
0

1
.
6
1

1
.
6
0

1
.
1
8

1
.
1
3

1
.
2
0

1
.
2
1

1
.
2
2

1
.
2
3

Ａ
ラ

ン
ク

0
.
8
4

1
.
0
0

1
.
1
9

1
.
2
8

1
.
4
4

1
.
5
2

1
.
6
2

1
.
6
0

1
.
1
3

1
.
0
1

1
.
0
4

1
.
0
6

1
.
0
9

1
.
1
3

Ｂ
ラ

ン
ク

0
.
7
8

0
.
8
7

1
.
0
5

1
.
1
7

1
.
3
2

1
.
5
1

1
.
6
3

1
.
6
0

1
.
1
5

1
.
1
7

1
.
2
5

1
.
2
7

1
.
2
8

1
.
3
1

Ｃ
ラ

ン
ク

0
.
8
9

1
.
0
0

1
.
1
6

1
.
2
5

1
.
4
2

1
.
5
7

1
.
6
8

1
.
6
9

1
.
2
9

1
.
2
9

1
.
3
8

1
.
3
9

1
.
3
9

1
.
4
0

Ｄ
ラ

ン
ク

0
.
7
3

0
.
8
5

0
.
9
7

1
.
0
8

1
.
2
3

1
.
3
8

1
.
4
7

1
.
4
5

1
.
1
6

1
.
2
2

1
.
3
1

1
.
3
3

1
.
3
3

1
.
3
4

資
料

出
所

　
厚

生
労

働
省

「
職

業
安

定
業

務
統

計
」

（
注

）
１

　
各

ラ
ン

ク
の

算
出

に
用

い
た

有
効

求
人

倍
率

は
、

求
人

票
を

受
理

し
た

ハ
ロ

ー
ワ

ー
ク

の
所

在
地

で
集

計
し

た
受

理
地

別
の

数
値

で
あ

る
。

　
　

　
２

　
各

ラ
ン

ク
に

お
け

る
数

値
は

、
都

道
府

県
ご

と
の

数
値

の
単

純
平

均
で

あ
る

。

　
　

　
３

　
新

規
学

卒
者

を
除

き
、

パ
ー

ト
タ

イ
ム

を
含

ん
で

い
る

。

　
　

　
４

　
各

ラ
ン

ク
は

、
各

年
に

お
け

る
適

用
ラ

ン
ク

で
あ

る
。

　
　

　
５

　
各

月
の

数
値

は
季

節
調

整
値

で
あ

る
。

令
和

４
年

２
年

３
年

2
6
年

2
7
年

2
8
年

2
9
年

3
0
年

令
和

元
年

2
5
年

平
成

2
4
年

-
3
-

106106



　
(
2
)
　

年
齢

別
常

用
求

人
倍

率
の

推
移

（
単

位
：

倍
）

区
分

年
齢

計
１

９
歳

２
０

～
２

５
～

３
０

～
３

５
～

４
０

～
４

５
～

５
０

～
５

５
～

６
０

～
６

５
歳

以
下

２
４

歳
２

９
歳

３
４

歳
３

９
歳

４
４

歳
４

９
歳

５
４

歳
５

９
歳

６
４

歳
以

上

平
成

2
2
年

0.
48

2.
63

0.
54

0.
39

0.
40

0.
38

0.
42

0
.
4
4

0
.
4
8

0
.
4
0

0
.
3
4

1
.
0
5

2
3
年

0.
59

3.
32

0.
70

0.
50

0.
51

0.
46

0.
47

0
.
5
3

0
.
5
9

0
.
5
3

0
.
3
8

1
.
1
5

2
4
年

0.
72

4.
56

0.
90

0.
61

0.
63

0.
57

0.
56

0
.
6
5

0
.
7
2

0
.
7
0

0
.
4
7

1
.
1
1

2
5
年

0.
83

5.
29

1.
04

0.
71

0.
73

0.
67

0.
63

0
.
7
2

0
.
8
2

0
.
8
3

0
.
5
8

1
.
0
7

2
6
年

0.
97

6.
29

1.
23

0.
84

0.
87

0.
82

0.
74

0
.
8
4

0
.
9
6

1
.
0
0

0
.
7
1

1
.
0
5

2
7
年

1.
08

7.
12

1.
38

0.
95

0.
98

0.
93

0.
83

0
.
9
1

1
.
0
3

1
.
1
1

0
.
7
9

1
.
0
4

2
8
年

1.
22

8.
03

1.
60

1.
11

1.
14

1.
10

0.
95

0
.
9
8

1
.
1
5

1
.
2
3

0
.
8
9

1
.
0
7

2
9
年

1.
35

8.
76

1.
81

1.
27

1.
30

1.
27

1.
10

1
.
0
6

1
.
2
5

1
.
3
4

0
.
9
7

1
.
0
6

3
0
年

1.
45

9.
58

2.
02

1.
44

1.
47

1.
43

1.
25

1
.
1
4

1
.
3
1

1
.
4
1

1
.
0
2

0
.
9
6

令
和

元
年

1.
45

9.
83

2.
06

1.
47

1.
52

1.
49

1.
32

1
.
1
5

1
.
2
8

1
.
3
9

0
.
9
8

0
.
8
6

資
料

出
所

　
厚

生
労

働
省

「
職

業
安

定
業

務
統

計
」

（
注

）
１

　
新

規
学

卒
者

、
臨

時
・

季
節

労
働

者
を

除
き

、
常

用
的

パ
ー

ト
タ

イ
ム

を
含

ん
で

い
る

。

　
　

　
２

　
令

和
２

年
４

月
以

降
、

年
齢

別
常

用
求

人
倍

率
が

公
表

さ
れ

な
く

な
っ

た
た

め
、

令
和

元
年

ま
で

の
数

値
を

掲
載

し
て

い
る

。

-
4
-
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３
　

賃
金

・
労

働
時

間
の

推
移

　
(
1
)
　

賃
金

　
　
イ
　
賃
金
（
現
金
給
与
総
額

・
定
期
給
与
額
）
増
減
率
の
推
移

（
単
位
：
％
）

年

区
分

１
月

２
月

３
月

４
月

0
.
1
 

1
.
1
 

0
.
5
 

1
.
2
 

△
 
0
.
2
 

△
 
1
.
7
 

1
.
0
 

1
.
8
 

2
.
5
 

3
.
4
 

2
.
6
 

5
0
0
人

以
上

△
 
0
.
2
 

0
.
5
 

0
.
0
 

4
.
0
 

△
 
1
.
1
 

△
 
1
.
5
 

1
.
3
 

1
.
2
 

2
.
1
 

2
.
7
 

1
.
6
 

1
0
0
～

4
9
9
人

0
.
1
 

0
.
9
 

△
 
0
.
2
 

2
.
4
 

0
.
1
 

△
 
2
.
7
 

0
.
3
 

2
.
3
 

2
.
9
 

4
.
7
 

3
.
6
 

3
0
～

9
9
人

△
 
0
.
2
 

1
.
4
 

1
.
4
 

△
 
0
.
9
 

△
 
0
.
5
 

△
 
1
.
3
 

0
.
5
 

3
.
2
 

3
.
1
 

3
.
6
 

3
.
4
 

1
.
0
 

0
.
3
 

1
.
0
 

△
 
0
.
7
 

△
 
0
.
1
 

0
.
0
 

0
.
0
 

△
 
0
.
2
 

△
 
1
.
0
 

△
 
0
.
3
 

△
 
1
.
0
 

0
.
5
 

0
.
6
 

0
.
4
 

0
.
7
 

0
.
1
 

△
 
1
.
1
 

1
.
2
 

2
.
0
 

2
.
3
 

2
.
2
 

2
.
5
 

(
0
.
6
)

(
0
.
6
)

(
0
.
6
)

(
0
.
7
)

(
0
.
1
)

(
0
.
1
)

(
0
.
8
)

(
1
.
8
)

(
1
.
9
)

(
1
.
9
)

(
2
.
2
)

0
.
0
 

0
.
5
 

△
 
0
.
1
 

3
.
0
 

△
 
0
.
4
 

△
 
0
.
7
 

1
.
7
 

1
.
6
 

1
.
7
 

1
.
7
 

1
.
3
 

(
△

 
0
.
1
)

(
0
.
6
)

(
0
.
1
)

(
3
.
1
)

(
△

 
0
.
3
)

(
0
.
5
)

(
1
.
1
)

(
1
.
2
)

(
1
.
3
)

(
1
.
4
)

(
1
.
1
)

0
.
4
 

0
.
3
 

△
 
0
.
1
 

2
.
0
 

0
.
2
 

△
 
1
.
9
 

0
.
7
 

2
.
6
 

3
.
0
 

3
.
1
 

3
.
5
 

(
0
.
7
)

(
0
.
3
)

(
0
.
1
)

(
2
.
2
)

(
0
.
4
)

(
△

 
1
.
0
)

(
0
.
2
)

(
2
.
0
)

(
2
.
4
)

(
2
.
5
)

(
2
.
8
)

0
.
5
 

0
.
6
 

1
.
1
 

△
 
1
.
1
 

△
 
0
.
6
 

△
 
1
.
1
 

0
.
9
 

2
.
9
 

3
.
2
 

3
.
0
 

3
.
5
 

(
0
.
3
)

(
0
.
7
)

(
1
.
0
)

(
△

 
1
.
3
)

(
△

 
0
.
7
)

(
0
.
2
)

(
0
.
8
)

(
2
.
8
)

(
3
.
1
)

(
2
.
9
)

(
3
.
3
)

0
.
4
 

0
.
1
 

1
.
0
 

△
 
0
.
6
 

△
 
0
.
2
 

0
.
2
 

△
 
0
.
1
 

△
 
0
.
6
 

△
 
1
.
1
 

△
 
0
.
7
 

△
 
1
.
0
 

(
0
.
2
)

(
0
.
2
)

(
0
.
7
)

(
△

 
0
.
5
)

(
△

 
0
.
1
)

(
0
.
8
)

(
0
.
0
)

(
△

 
0
.
7
)

(
△

 
1
.
3
)

(
△

 
0
.
7
)

(
△

 
1
.
1
)

資
料

出
所

　
厚

生
労

働
省

「
毎

月
勤

労
統

計
調

査
」

（
注

）
１

　
再

集
計

さ
れ

た
平

成
2
4
年

以
降

の
公

表
値

を
掲

載
し

て
い

る
。

　
　

　
２

　
各

年
（

月
）

の
数

値
は

、
指

数
の

対
前

年
（

同
月

）
増

減
率

で
あ

る
。

　
　

　
３

　
（

　
）

内
の

数
値

は
所

定
内

給
与

額
に

つ
い

て
の

増
減

率
で

あ
る

。

２
年

３
年

令
和

４
年

現 金 給 与 総 額

3
0
人

以
上

5
～

2
9
人

平
成

2
7
年

2
8
年

2
9
年

3
0
年

令
和

元
年

定 期 給 与 額

3
0
人

以
上

5
0
0
人

以
上

1
0
0
～

4
9
9
人

3
0
～

9
9
人

5
～

2
9
人

-
5
-

108108



　
　
ロ
　
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
者
比
率
の
推
移

（
単
位
：
％
）

年

区
分

１
月

２
月

３
月

４
月

2
4
.
3
7

2
4
.
5
0

2
5
.
4
0

2
5
.
2
2

2
5
.
0
9

2
5
.
0
9

2
5
.
5
9

2
5
.
2
8

2
5
.
0
5

2
4
.
5
2

2
4
.
3
4

2
4
.
2
0

2
4
.
2
2

5
0
0
人

以
上

1
6
.
3
0

1
6
.
6
7

1
7
.
3
1

1
7
.
0
6

1
6
.
6
3

1
5
.
8
5

1
6
.
0
3

1
5
.
3
9

1
5
.
3
0

1
5
.
2
3

1
5
.
1
9

1
4
.
3
2

1
4
.
8
6

1
0
0
～

4
9
9
人

2
3
.
2
9

2
3
.
7
2

2
4
.
9
3

2
4
.
4
6

2
4
.
9
9

2
4
.
6
0

2
4
.
7
8

2
4
.
9
2

2
4
.
4
0

2
3
.
8
0

2
3
.
3
3

2
2
.
7
8

2
3
.
0
8

3
0
～

9
9
人

2
9
.
1
2

2
9
.
1
9

3
0
.
1
2

3
0
.
3
9

2
9
.
9
5

3
0
.
2
8

3
1
.
4
7

3
1
.
1
5

3
1
.
3
1

3
0
.
0
9

3
0
.
1
0

3
0
.
6
9

3
0
.
2
4

3
6
.
4
7

3
6
.
9
1

3
7
.
2
3

3
7
.
8
0

3
7
.
9
0

3
9
.
0
6

3
9
.
7
8

3
9
.
1
4

3
9
.
5
2

4
0
.
6
5

4
0
.
7
8

4
0
.
8
2

4
0
.
5
6

資
料

出
所

　
厚

生
労

働
省

「
毎

月
勤

労
統

計
調

査
」

（
注

）
再

集
計

さ
れ

た
平

成
2
4
年

以
降

の
公

表
値

を
掲

載
し

て
い

る
。

2
6
年

2
7
年

2
8
年

2
9
年

パ ー ト タ イ ム 労 働 者 比 率

3
0
人

以
上

5
～

2
9
人

平
成

2
5
年

3
0
年

令
和

元
年

２
年

３
年

令
和

４
年

-
6
-
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ハ
　

初
任

給
額

、
上

昇
額

等
の

推
移

区
分

年
度

1
4
0

(
0
.
1
)

1
6
1

(
0
.
1
)

9
1

(
0
.
1
)

7
2

(
0
.
0
)

9
1

(
0
.
1
)

1
2
5

(
0
.
1
)

2
0
7

(
0
.
1
)

2
3
2

(
0
.
1
)

3
0

(
0
.
0
)

1
7
6

(
0
.
1
)

1
4
1

(
0
.
1
)

1
8
7

(
0
.
1
)

1
2
5

(
0
.
1
)

3
8

(
0
.
0
)

1
5
3

(
0
.
1
)

2
2
3

(
0
.
1
)

1
3
2

(
0
.
1
)

4
6
1

(
0
.
2
)

1
7
5

(
0
.
1
)

1
6
1

(
0
.
1
)

7
0
2

(
0
.
4
)

5
6
9

(
0
.
3
)

5
4
4

(
0
.
3
)

7
3
6

(
0
.
5
)

8
4
2

(
0
.
5
)

6
5
5

(
0
.
4
)

8
0
6

(
0
.
4
)

6
0
1

(
0
.
3
)

4
6
4

(
0
.
3
)

7
8
7

(
0
.
4
)

1
,
2
3
9

(
0
.
8
)

9
0
4

(
0
.
5
)

7
0
6

(
0
.
4
)

1
,
1
5
1

(
0
.
7
)

1
,
5
7
9

(
0
.
9
)

1
,
3
4
2

(
0
.
8
)

1
,
5
7
4

(
0
.
8
)

1
,
9
3
3

(
0
.
9
)

1
,
3
1
8

(
0
.
7
)

1
,
8
7
5

(
0
.
9
)

8
2
4

(
0
.
5
)

5
8
2

(
0
.
3
)

6
1
6

(
0
.
4
)

7
4
8

(
0
.
5
)

9
9
5

(
0
.
5
)

7
6
7

(
0
.
4
)

8
8
0

(
0
.
4
)

1
,
2
6
3

(
0
.
6
)

6
3
1

(
0
.
3
)

1
,
1
5
3

(
0
.
5
)

1
,
0
9
3

(
0
.
7
)

5
6
5

(
0
.
3
)

5
3
2

(
0
.
3
)

8
3
4

(
0
.
5
)

9
6
6

(
0
.
5
)

8
5
1

(
0
.
5
)

1
,
1
0
9

(
0
.
5
)

1
,
1
3
2

(
0
.
5
)

7
4
5

(
0
.
4
)

9
3
0

(
0
.
4
)

1
,
3
6
1

(
0
.
8
)

2
,
6
1
8

(
1
.
6
)

2
,
3
8
5

(
1
.
5
)

1
,
3
8
6

(
0
.
8
)

1
,
6
6
0

(
0
.
9
)

1
,
4
9
3

(
0
.
8
)

1
,
6
3
7

(
0
.
8
)

2
,
1
7
1

(
1
.
0
)

1
,
5
1
1

(
0
.
8
)

1
,
7
0
7

(
0
.
8
)

1
,
6
7
0

(
1
.
0
)

1
,
7
3
7

(
1
.
0
)

1
,
6
4
1

(
1
.
0
)

1
,
6
1
3

(
1
.
0
)

1
,
4
9
0

(
0
.
8
)

1
,
6
4
2

(
0
.
9
)

1
,
5
4
4

(
0
.
7
)

1
,
2
5
1

(
0
.
6
)

1
,
0
4
1

(
0
.
6
)

1
,
5
6
9

(
0
.
7
)

1
,
6
8
1

(
1
.
0
)

1
,
0
9
8

(
0
.
8
)

1
,
1
6
0

(
0
.
7
)

1
,
4
4
3

(
0
.
8
)

1
,
5
9
7

(
0
.
8
)

1
,
2
0
2

(
0
.
7
)

1
,
4
0
8

(
0
.
7
)

1
,
6
0
8

(
0
.
8
)

1
,
2
3
1

(
0
.
7
)

1
,
4
9
8

(
0
.
7
)

6
3
4

(
0
.
4
)

7
8
1

(
0
.
5
)

6
0
3

(
0
.
4
)

5
0
5

(
0
.
3
)

8
6
7

(
0
.
5
)

7
9
7

(
0
.
4
)

7
2
7

(
0
.
3
)

9
0
4

(
0
.
4
)

5
4
4

(
0
.
3
)

7
7
8

(
0
.
3
)

2
,
6
7
6

(
1
.
6
)

3
,
0
1
1

(
1
.
7
)

3
,
0
6
7

(
1
.
9
)

1
,
9
5
9

(
1
.
1
)

2
,
1
1
9

(
1
.
1
)

1
,
9
4
0

(
1
.
0
)

2
,
5
7
4

(
1
.
2
)

1
,
8
6
8

(
0
.
9
)

1
,
4
8
5

(
0
.
8
)

2
,
1
3
9

(
0
.
9
)

資
料

出
所

　
労

務
行

政
研

究
所

（
労

政
時

報
）

「
決

定
初

任
給

の
最

終
結

果
（

各
年

度
）

」

（
注

）
１

　
集

計
（

回
答

）
企

業
は

各
調

査
年

度
に

よ
り

異
な

り
、

上
昇

額
・

率
は

各
調

査
年

度
に

お
い

て
付

帯
的

に
調

査
し

た
前

年
度

の
初

任
給

額
を

も
と

に
算

出
し

た
も

の
で

あ
る

。
 
 
 
 
 
 
 
 
こ

の
た

め
、

上
昇

額
・

率
は

、
前

年
度

の
初

任
給

額
か

ら
計

算
さ

れ
る

上
昇

額
・

率
と

は
一

致
し

な
い

。
ま

た
、

上
昇

額
・

率
が

正
で

あ
っ

て
も

初
任

給
額

が
前

年
度

の
額

 
 
 
 
 
 
 
 
よ

り
も

小
さ

く
な

っ
て

い
る

箇
所

が
一

部
の

区
分

に
み

ら
れ

る
。

　
　

　
２

　
調

査
対

象
は

、
東

証
プ

ラ
イ

ム
上

場
企

業
（

令
和

３
年

度
ま

で
は

全
国

証
券

市
場

の
上

場
企

業
及

び
上

場
企

業
に

匹
敵

す
る

非
上

場
企

業
）

で
あ

る
。

　
　

　
３

　
令

和
４

年
度

は
速

報
値

で
あ

る
。

上
段

：
初

任
給

額
（

単
位

：
円

）
、

下
段

：
上

昇
額

・
率

（
単

位
：

円
、

％
）

2
7
年

度
1
6
3
,
7
3
7

2
8
年

度
1
6
4
,
8
2
8

2
9
年

度
1
6
5
,
9
7
7

2
6
年

度
1
6
2
,
3
8
1

一
律

平
成

2
4
年

度
1
6
2
,
0
4
7

2
5
年

度
1
6
2
,
1
9
5

1
7
1
,
5
5
0

４
年

度
1
7
5
,
2
3
4

1
7
7
,
4
4
7

1
6
7
,
3
7
1

1
7
5
,
2
8
5

1
9
3
,
9
7
6

1
8
7
,
0
4
4

3
0
年

度
1
6
8
,
2
8
6

令
和

元
年

度
1
6
8
,
6
9
6

２
年

度
1
7
0
,
6
6
3

（
技

術
）

（
事

務
）

（
事

務
・

技
術

）

基
幹

職
補

助
職

基
幹

職
補

助
職

1
6
5
,
3
2
3

1
5
7
,
7
4
5

1
6
3
,
7
8
9

1
8
1
,
6
5
6

1
7
3
,
0
0
3

2
0
4
,
0
9
5

2
0
5
,
3
7
4

1
8
1
,
7
7
3

2
0
4
,
8
6
3

2
0
6
,
3
2
2

1
8
3
,
0
6
0

（
修

士
）

差
あ

り
一

律
差

あ
り

卒

高
校

卒
高

専
卒

短
大

卒
大

学
卒

大
学

院

（
事

務
・

技
術

）
（

現
業

）

2
2
0
,
5
7
6

1
6
6
,
1
2
2

1
5
8
,
6
0
3

1
6
3
,
7
8
1

1
8
2
,
1
1
2

1
7
3
,
5
9
9

2
0
4
,
1
4
9

2
0
5
,
6
9
8

1
8
2
,
2
2
8

2
1
9
,
9
8
1

2
2
0
,
7
2
4

1
6
7
,
4
7
2

1
5
9
,
3
8
2

1
6
5
,
0
5
4

1
8
4
,
1
7
3

1
7
5
,
5
9
1

2
0
5
,
9
1
4

2
0
7
,
8
5
4

1
8
4
,
1
6
9

2
2
2
,
0
8
3

1
6
7
,
2
0
2

1
5
9
,
4
4
6

1
6
3
,
9
9
0

1
8
2
,
4
0
1

1
7
4
,
1
7
9

2
0
7
,
1
6
3

2
0
9
,
7
8
5

1
8
4
,
6
9
1

2
2
3
,
6
8
4

1
6
7
,
0
9
0

1
5
9
,
4
9
7

1
6
7
,
5
6
8

1
8
6
,
4
0
2

1
7
7
,
5
4
6

2
0
8
,
2
3
5

2
1
1
,
0
5
1

1
8
6
,
0
0
4

2
2
4
,
2
1
2

1
6
7
,
3
7
0

1
5
9
,
2
4
6

1
6
6
,
6
1
7

1
8
5
,
1
8
6

1
7
6
,
1
9
7

2
0
8
,
9
2
9

2
1
3
,
5
0
0

1
8
8
,
3
6
2

2
2
5
,
3
6
2

1
7
0
,
2
9
8

1
6
1
,
0
5
8

1
7
0
,
0
6
6

1
8
7
,
9
4
1

1
8
0
,
4
3
1

2
0
9
,
1
7
3

2
1
4
,
3
7
8

1
8
8
,
1
1
1

2
2
5
,
7
3
2

1
7
0
,
1
0
4

1
6
1
,
8
8
9

1
6
8
,
0
8
5

1
8
7
,
6
5
2

1
7
9
,
3
3
4

３
年

度

2
1
6
,
6
3
7

2
2
1
,
2
7
0

1
9
5
,
9
0
4

2
3
4
,
2
3
9

2
0
9
,
5
6
1

2
1
4
,
9
7
4

1
8
9
,
0
3
7

2
2
5
,
7
2
9

1
7
3
,
5
2
7

1
6
2
,
7
3
1

1
7
1
,
8
9
4

1
9
0
,
2
6
2

1
8
3
,
0
6
8

2
1
0
,
0
9
2

2
1
5
,
6
6
5

1
8
9
,
1
1
3

2
2
6
,
2
6
2

1
7
4
,
7
1
9

1
6
3
,
3
8
3

1
7
1
,
8
9
2

1
9
0
,
0
6
8

1
8
2
,
6
4
8

-
7
-

110110



　
(2

)　
賃

金
・
労

働
時

間
　

　
イ

　
賃

金
・労

働
時

間
指

数
の

推
移

①
［事

業
所

規
模

30
人

以
上

］

時
間

当
た

り
時

間
当

た
り

所
定

内
給

与
所

定
内

給
与

①
②

①
／

②
③

④
③

／
④

（
％

）
（

％
）

（
％

）
（

円
）

（
時

間
）

（
円

）

平
成

2
6
年

9
7
.
5

0
.
0
 

1
0
4
.
8

△
 
0
.
5
 

9
3
.
0

0
.
5
 

2
6
8
,
8
8
1

1
3
6
.
3

1
,
9
7
3

2
7
年

9
8
.
0

0
.
6
 

1
0
4
.
8

△
 
0
.
1
 

9
3
.
5

0
.
7
 

2
6
5
,
5
4
0

1
3
5
.
8

1
,
9
5
5

2
8
年

9
8
.
6

0
.
6
 

1
0
4
.
8

0
.
0
 

9
4
.
1

0
.
6
 

2
6
7
,
2
1
0

1
3
5
.
8

1
,
9
6
8

2
9
年

9
9
.
2

0
.
6
 

1
0
4
.
7

△
 
0
.
1
 

9
4
.
7

0
.
7
 

2
6
8
,
7
3
6

1
3
5
.
7

1
,
9
8
0

3
0
年

9
9
.
9

0
.
7
 

1
0
4
.
1

△
 
0
.
6
 

9
6
.
0

1
.
3
 

2
7
0
,
6
9
4

1
3
4
.
9

2
,
0
0
7

令
和

元
年

9
9
.
9

0
.
1
 

1
0
1
.
9

△
 
2
.
1
 

9
8
.
0

2
.
2
 

2
7
0
,
8
4
7

1
3
2
.
0

2
,
0
5
2

２
年

1
0
0
.
0

0
.
1
 

1
0
0
.
0

△
 
1
.
7
 

1
0
0
.
0

1
.
8
 

2
7
1
,
0
2
5

1
2
9
.
6

2
,
0
9
1

３
年

1
0
0
.
8

0
.
8
 

1
0
0
.
9

0
.
8
 

9
9
.
9

0
.
0
 

2
7
3
,
1
8
6

1
3
0
.
8

2
,
0
8
9

２
年

１
～

３
月

9
9
.
4

0
.
4
 

9
8
.
7

△
 
0
.
4
 

1
0
0
.
7

0
.
8
 

2
6
9
,
2
9
3

1
2
7
.
9

2
,
1
0
5

４
～

６
月

1
0
0
.
1

△
 
0
.
2
 

9
8
.
7

△
 
4
.
0
 

1
0
1
.
4

3
.
8
 

2
7
1
,
2
5
0

1
2
7
.
9

2
,
1
2
1

７
～

９
月

1
0
0
.
1

0
.
0
 

1
0
0
.
1

△
 
2
.
1
 

1
0
0
.
0

2
.
1
 

2
7
1
,
2
9
2

1
2
9
.
7

2
,
0
9
2

1
0
～

1
2
月

1
0
0
.
4

0
.
0
 

1
0
2
.
6

△
 
0
.
6
 

9
7
.
9

0
.
6
 

2
7
2
,
2
7
0

1
3
3
.
0

2
,
0
4
7

３
年

１
～

３
月

1
0
0
.
1

0
.
7
 

9
8
.
1

△
 
0
.
6
 

1
0
2
.
0

1
.
3
 

2
7
1
,
1
8
1

1
2
7
.
2

2
,
1
3
2

４
～

６
月

1
0
1
.
1

1
.
1
 

1
0
2
.
6

3
.
9
 

9
8
.
5

△
 
2
.
8
 

2
7
4
,
1
2
7

1
3
2
.
9

2
,
0
6
3

７
～

９
月

1
0
0
.
8

0
.
7
 

1
0
0
.
3

0
.
1
 

1
0
0
.
5

0
.
6
 

2
7
3
,
1
8
5

1
3
0
.
0

2
,
1
0
1

1
0
～

1
2
月

1
0
1
.
2

0
.
8
 

1
0
2
.
6

0
.
0
 

9
8
.
6

0
.
8
 

2
7
4
,
2
5
1

1
3
3
.
0

2
,
0
6
2

４
年

１
～

３
月

1
0
1
.
9

1
.
8
 

9
8
.
2

0
.
1
 

1
0
3
.
8

1
.
7
 

2
7
6
,
2
5
2

1
2
7
.
2

2
,
1
7
2

資
料

出
所

　
厚

生
労

働
省

「
毎

月
勤

労
統

計
調

査
」

（
注

）
１

　
再

集
計

さ
れ

た
平

成
2
4
年

以
降

の
公

表
値

を
掲

載
し

て
い

る
。

　
　

　
２

　
事

業
所

規
模

3
0
人

以
上

、
調

査
産

業
計

の
数

値
で

あ
る

。

　
　

　
３

　
四

半
期

の
実

数
値

及
び

時
間

当
た

り
所

定
内

給
与

は
、

労
働

基
準

局
賃

金
課

に
て

算
出

。

年
・

期

指
数

（
令

和
２

年
＝

1
0
0
）

実
数

（
参

考
）

所
定

内
給

与
所

定
内

労
働

時
間

所
定

内
給

与
所

定
内

労
働

時
間

前
年

比
前

年
比

前
年

比

-
8
-

111111



　
　

イ
　

賃
金

・労
働

時
間

指
数

の
推

移
②

［事
業

所
規

模
５

～
29

人
］

時
間

当
た

り
時

間
当

た
り

所
定

内
給

与
所

定
内

給
与

①
②

①
／

②
③

④
③

／
④

（
％

）
（

％
）

（
％

）
（

円
）

（
時

間
）

（
円

）

平
成

2
6
年

9
8
.
7

△
 
0
.
4
 

1
0
8
.
5

△
 
0
.
7
 

9
1
.
0

0
.
3
 

2
0
6
,
7
2
0

1
3
1
.
1

1
,
5
7
7

2
7
年

9
8
.
9

0
.
2
 

1
0
7
.
8

△
 
0
.
6
 

9
1
.
7

0
.
8
 

2
0
7
,
1
6
5

1
3
0
.
3

1
,
5
9
0

2
8
年

9
9
.
1

0
.
2
 

1
0
6
.
6

△
 
1
.
0
 

9
3
.
0

1
.
2
 

2
0
7
,
4
4
7

1
2
8
.
9

1
,
6
0
9

2
9
年

9
9
.
8

0
.
7
 

1
0
6
.
0

△
 
0
.
6
 

9
4
.
2

1
.
3
 

2
0
8
,
9
5
6

1
2
8
.
2

1
,
6
3
0

3
0
年

9
9
.
3

△
 
0
.
5
 

1
0
4
.
6

△
 
1
.
3
 

9
4
.
9

0
.
8
 

2
0
7
,
9
0
2

1
2
6
.
4

1
,
6
4
5

令
和

元
年

9
9
.
2

△
 
0
.
1
 

1
0
2
.
1

△
 
2
.
4
 

9
7
.
2

2
.
3
 

2
0
7
,
7
8
0

1
2
3
.
5

1
,
6
8
2

２
年

1
0
0
.
0

0
.
8
 

1
0
0
.
0

△
 
2
.
0
 

1
0
0
.
0

2
.
8
 

2
0
9
,
3
7
9

1
2
0
.
9

1
,
7
3
2

３
年

1
0
0
.
0

0
.
0
 

9
9
.
8

△
 
0
.
2
 

1
0
0
.
2

0
.
2
 

2
0
9
,
3
5
1

1
2
0
.
6

1
,
7
3
6

２
年

１
～

３
月

9
8
.
9

1
.
2
 

9
9
.
0

△
 
0
.
3
 

9
9
.
9

1
.
5
 

2
0
7
,
1
5
1

1
1
9
.
7

1
,
7
3
1

４
～

６
月

1
0
0
.
2

0
.
9
 

9
8
.
4

△
 
4
.
3
 

1
0
1
.
8

5
.
2
 

2
0
9
,
8
5
2

1
1
8
.
9

1
,
7
6
5

７
～

９
月

1
0
0
.
2

0
.
4
 

1
0
0
.
3

△
 
2
.
1
 

9
9
.
9

2
.
5
 

2
0
9
,
8
3
4

1
2
1
.
3

1
,
7
3
0

1
0
～

1
2
月

1
0
0
.
6

0
.
6
 

1
0
2
.
3

△
 
1
.
2
 

9
8
.
3

1
.
8
 

2
1
0
,
6
6
3

1
2
3
.
7

1
,
7
0
3

３
年

１
～

３
月

9
9
.
4

0
.
5
 

9
7
.
1

△
 
2
.
0
 

1
0
2
.
4

2
.
5
 

2
0
8
,
1
2
0

1
1
7
.
4

1
,
7
7
3

４
～

６
月

1
0
0
.
7

0
.
5
 

1
0
1
.
3

2
.
8
 

9
9
.
4

△
 
2
.
3
 

2
1
0
,
7
7
8

1
2
2
.
4

1
,
7
2
2

７
～

９
月

9
9
.
8

△
 
0
.
4
 

9
9
.
0

△
 
1
.
3
 

1
0
0
.
8

0
.
9
 

2
0
9
,
0
6
4

1
1
9
.
7

1
,
7
4
7

1
0
～

1
2
月

1
0
0
.
0

△
 
0
.
6
 

1
0
1
.
7

△
 
0
.
6
 

9
8
.
3

0
.
0
 

2
0
9
,
4
4
1

1
2
2
.
9

1
,
7
0
4

４
年

１
～

３
月

9
8
.
5

△
 
0
.
9
 

9
5
.
6

△
 
1
.
5
 

1
0
3
.
0

0
.
6
 

2
0
6
,
2
7
6

1
1
5
.
6

1
,
7
8
4

資
料

出
所

　
厚

生
労

働
省

「
毎

月
勤

労
統

計
調

査
」

（
注

）
１

　
再

集
計

さ
れ

た
平

成
2
4
年

以
降

の
公

表
値

を
掲

載
し

て
い

る
。

　
　

　
２

　
事

業
所

規
模

５
～

2
9
人

、
調

査
産

業
計

の
数

値
で

あ
る

。

　
　

　
３

　
四

半
期

の
実

数
値

及
び

時
間

当
た

り
所

定
内

給
与

に
つ

い
て

は
、

労
働

基
準

局
賃

金
課

に
て

算
出

。

年
・

期

指
数

（
令

和
２

年
＝

1
0
0
）

実
数

（
参

考
）

所
定

内
給

与
所

定
内

労
働

時
間

所
定

内
給

与
所

定
内

労
働

時
間

前
年

比
前

年
比

前
年

比

-
9
-

112112



　
　

ロ
　

一
般

労
働

者
の

賃
金

・労
働

時
間

の
推

移

年
所

定
内

時
間

当
た

り
所

定
内

時
間

当
た

り
所

定
内

時
間

当
た

り

実
労

働
時

間
所

定
内

給
与

実
労

働
時

間
所

定
内

給
与

実
労

働
時

間
所

定
内

給
与

①
②

①
／

②
③

④
③

／
④

⑤
⑥

⑤
／

⑥

（
千

円
）

（
時

間
）

（
円

）
（

％
）

（
千

円
）

（
時

間
）

（
円

）
（

％
）

（
千

円
）

（
時

間
）

（
円

）
（

％
）

平
成

2
4
年

2
9
7
.
7

1
6
5

1
,
8
0
4

0
.
9

2
5
8
.
2

1
7
2

1
,
5
0
1

0
.
3

2
5
5
.
5

1
7
4

1
,
4
6
8

0
.
6

2
5
年

2
9
5
.
7

1
6
3

1
,
8
1
4

0
.
5

2
6
1
.
5

1
7
0

1
,
5
3
8

2
.
5

2
5
9
.
9

1
7
2

1
,
5
1
1

2
.
9

2
6
年

2
9
9
.
6

1
6
3

1
,
8
3
8

1
.
3

2
6
2
.
4

1
7
1

1
,
5
3
5

△
0
.
2

2
6
0
.
3

1
7
4

1
,
4
9
6

△
1
.
0

2
7
年

3
0
4
.
0

1
6
4

1
,
8
5
4

0
.
8

2
6
4
.
4

1
7
2

1
,
5
3
7

0
.
2

2
6
4
.
6

1
7
4

1
,
5
2
1

1
.
7

2
8
年

3
0
4
.
0

1
6
4

1
,
8
5
4

0
.
0

2
6
6
.
4

1
7
1

1
,
5
5
8

1
.
3

2
6
0
.
5

1
7
3

1
,
5
0
6

△
1
.
0

2
9
年

3
0
4
.
3

1
6
5

1
,
8
4
4

△
0
.
5

2
6
9
.
0

1
7
1

1
,
5
7
3

1
.
0

2
6
2
.
6

1
7
2

1
,
5
2
7

1
.
4

3
0
年

3
0
6
.
2

1
6
4

1
,
8
6
7

1
.
2

2
6
8
.
3

1
7
1

1
,
5
6
9

△
0
.
3

2
6
8
.
6

1
7
1

1
,
5
7
1

2
.
9

令
和

元
年

3
0
7
.
7

1
6
0

1
,
9
2
3

3
.
0

2
7
3
.
2

1
6
8

1
,
6
2
6

3
.
6

2
7
0
.
6

1
6
9

1
,
6
0
1

1
.
9

２
年

3
0
7
.
7

1
6
5

1
,
8
6
5

-
 

2
7
8
.
0

1
7
0

1
,
6
3
5

-
 

2
8
2
.
0

1
7
1

1
,
6
4
9

-
 

３
年

3
0
7
.
4

1
6
5

1
,
8
6
3

△
0
.
1

2
7
9
.
9

1
6
9

1
,
6
5
6

1
.
3

2
7
6
.
1

1
7
0

1
,
6
2
4

△
1
.
5

資
料

出
所

　
厚

生
労

働
省

「
賃

金
構

造
基

本
統

計
調

査
」

（
注

）
１

　
数

値
は

、
各

年
と

も
６

月
に

つ
い

て
調

査
し

た
も

の
で

あ
り

、
調

査
産

業
計

で
あ

る
。

　
　

　
２

　
一

般
労

働
者

と
は

、
短

時
間

労
働

者
以

外
の

労
働

者
を

い
う

。
短

時
間

労
働

者
（

平
成

1
6
年

以
前

は
パ

ー
ト

タ
イ

ム
労

働
者

）
と

は
、

１
日

の
所

定
労

働
時

間
又

は
１

週
の

所
定

労
働

日
数

が

　
　

　
　

一
般

の
労

働
者

よ
り

も
少

な
い

労
働

者
を

い
う

。

　
　

　
３

　
前

年
比

は
、

時
間

当
た

り
所

定
内

給
与

の
対

前
年

増
減

率
で

あ
る

。

　
　

　
４

　
時

間
当

た
り

所
定

内
給

与
は

、
労

働
基

準
局

賃
金

課
に

て
算

出
。

　
　

　
５

　
賃

金
構

造
基

本
統

計
調

査
は

、
令

和
２

年
調

査
よ

り
集

計
方

法
の

見
直

し
が

行
わ

れ
て

お
り

、
令

和
２

年
の

調
査

結
果

と
令

和
元

年
以

前
の

調
査

結
果

を
単

純
比

較
す

る
こ

と
が

で
き

な
い

。

1
0
人

以
上

1
0
～

9
9
人

５
～

９
人

所
定

内
給

与
所

定
内

給
与

所
定

内
給

与

前
年

比
前

年
比

前
年

比

-
1
0
-

113113



　
　

ハ
　

月
間

労
働

時
間

の
動

き

(
時

間
)

（
％

）
(
時

間
)

（
％

）
(
時

間
)

（
％

）
(
時

間
)

（
％

）
(
時

間
)

（
％

）
(
時

間
)

（
％

）

平
成

2
6
年

1
3
6
.
3

△
 
0
.
5
 

1
3
1
.
1

△
 
0
.
7
 

1
2
.
8

3
.
9
 

1
7
.
5

6
.
9
 

8
.
5

6
.
5
 

1
1
.
2

5
.
4
 

2
7
年

1
3
5
.
8

△
 
0
.
1
 

1
3
0
.
3

△
 
0
.
6
 

1
2
.
9

△
 
1
.
0
 

1
7
.
6

△
 
0
.
4
 

8
.
4

△
 
2
.
3
 

1
1
.
4

1
.
9
 

2
8
年

1
3
5
.
8

0
.
0
 

1
2
8
.
9

△
 
1
.
0
 

1
2
.
7

△
 
1
.
7
 

1
7
.
5

△
 
0
.
6
 

8
.
3

△
 
0
.
8
 

1
0
.
6

△
 
6
.
8
 

2
9
年

1
3
5
.
7

△
 
0
.
1
 

1
2
8
.
2

△
 
0
.
6
 

1
2
.
7

△
 
0
.
1
 

1
7
.
9

2
.
4
 

8
.
7

4
.
7
 

1
1
.
2

5
.
4
 

3
0
年

1
3
4
.
9

△
 
0
.
6
 

1
2
6
.
4

△
 
1
.
3
 

1
2
.
5

△
 
1
.
1
 

1
8
.
0

0
.
6
 

8
.
3

△
 
4
.
7
 

1
1
.
5

2
.
5
 

令
和

元
年

1
3
2
.
0

△
 
2
.
1
 

1
2
3
.
5

△
 
2
.
4
 

1
2
.
4

△
 
1
.
0
 

1
6
.
7

△
 
7
.
4
 

8
.
0

△
 
3
.
6
 

1
0
.
0

△
 
1
2
.
5
 

２
年

1
2
9
.
6

△
 
1
.
7
 

1
2
0
.
9

△
 
2
.
0
 

1
0
.
8

△
 
1
3
.
1
 

1
3
.
4

△
 
1
9
.
8
 

7
.
0

△
 
1
2
.
7
 

7
.
6

△
 
2
4
.
5
 

３
年

1
3
0
.
8

0
.
8
 

1
2
0
.
6

△
 
0
.
2
 

1
1
.
6

7
.
4
 

1
5
.
3

1
4
.
7
 

7
.
1

1
.
7
 

8
.
5

1
1
.
7
 

令
和

４
年

１
月

1
2
5
.
1

0
.
7
 

1
1
2
.
8

0
.
0
 

1
1
.
8

7
.
1
 

1
5
.
5

9
.
0
 

6
.
8

1
.
5
 

8
.
1

1
3
.
8
 

２
月

1
2
4
.
7

0
.
3
 

1
1
5
.
0

△
 
2
.
4
 

1
1
.
9

7
.
0
 

1
6
.
6

1
0
.
6
 

7
.
0

1
.
4
 

9
.
7

1
6
.
4
 

３
月

1
3
1
.
9

△
 
0
.
9
 

1
1
9
.
0

△
 
2
.
2
 

1
2
.
6

4
.
9
 

1
6
.
8

6
.
9
 

7
.
6

1
.
4
 

1
0
.
0

2
0
.
1
 

４
月

1
3
6
.
1

△
 
1
.
6
 

1
2
3
.
7

△
 
2
.
4
 

1
2
.
9

6
.
4
 

1
6
.
7

6
.
2
 

7
.
7

2
.
7
 

9
.
5

1
2
.
7
 

資
料

出
所

　
厚

生
労

働
省

「
毎

月
勤

労
統

計
調

査
」

（
注

）
１

　
再

集
計

さ
れ

た
平

成
2
4
年

以
降

の
公

表
値

を
掲

載
し

て
い

る
。

　
　

　
２

　
常

用
労

働
者

で
あ

り
、

パ
ー

ト
タ

イ
ム

労
働

者
を

含
ん

で
い

る
。

　
　

　
３

　
各

年
（

月
）

の
前

年
比

の
数

値
は

、
指

数
の

対
前

年
（

同
月

）
増

減
率

で
あ

る
。

前
年

比
前

年
比

前
年

比
前

年
比

年
・

期

所
定

内
労

働
時

間
所

定
外

労
働

時
間

3
0
人

以
上

５
～

2
9
人

3
0
人

以
上

５
～

2
9
人

調
査

産
業

計
調

査
産

業
計

調
査

産
業

計
製

造
業

調
査

産
業

計
製

造
業

前
年

比
前

年
比

-
1
1
-

114114



４
　
春
季
賃
上
げ
妥
結
状
況

　
(
1
)
　
春
季
賃
上
げ
妥
結
状
況
（
令
和
４
年
）

連
合

第
7
回

(
最

終
)
 
回

答
集

計
結

果
(令

和
４
年
７
月
５
日
)

経
団
連
(
大
手
企
業
)
第

１
回

集
計

(令
和
4年

5月
20
日
)

30
4組

合
1,

48
0,

05
0人

30
組

合
99
,3
10
人

29
組

合
1
2
1
,
0
2
6
人

8
9
社

6,
63

7円
(6

,0
51

円
)

2,
30
8円

(2
,5
18
円

)
1,
14
7円

(
3
5
6
円
)

7
,
4
3
0
円

(
6
,
0
4
0
円
)

2
.1

8
%

(2
.0

2%
)

0
.6

7
%

(0
.7
4%
)

0
.4

0
%

(
0
.
1
3
%
)

2
.2

7
%

(
1
.
8
2
%
)

53
3組

合
29

1,
46

2人
53
組

合
30
,2
49
人

42
組

合
2
2
,
6
2
6
人

(
注

)
１

　
原

則
と

し
て

,
従

業
員

数
5
0
0
人

以
上

の

6,
09

3円
(5

,5
22

円
)

3,
00
2円

(1
,6
18
円

)
1,
66
6円

(
9
1
7
円
)

　
　

　
企

業
を

対
象

。

2
.2

5
%

(2
.0

6%
)

1
.0

2
%

(0
.5
6%
)

0
.6

7
%

(
0
.
3
7
%
)

　
　

２
　

1
5
8
社

(
6
2
.
7
%
)
の

回
答

を
把

握
し

た
が

、

74
0組

合
13

5,
27

0人
68
組

合
12
,2
71
人

69
組

合
1
2
,
1
1
2
人

　
　

　
こ

の
う

ち
7
7
社

は
平

均
金

額
不

明
等

の
た

め
、

5,
84

2円
(5

,2
91

円
)

1,
86
1円

(8
44
円

)
1,
71
9円

(
5
5
8
円
)

　
　

　
集

計
よ

り
除

外
。

2
.2

7
%

(2
.0

5%
)

0
.7

0
%

(0
.3
2%
)

0
.7

1
%

(
0
.
2
4
%
)

　
　

３
　

（
　

）
内

の
数

値
は

、
令

和
3
年

5
月

2
8
日

付

63
6組

合
32

,1
28

人
86
組

合
4,
12
2人

94
組

合
4
,
4
7
9
人

　
　

　
第

1
回

集
計

結
果

。

5,
46

1円
(4

,8
85

円
)

1,
63
3円

(8
55
円

)
1,
46
4円

(
7
5
5
円
)

2
.2

4
%

(2
.0

1%
)

0
.6

4
%

(0
.3
5%
)

0
.6

2
%

(
0
.
3
3
%
)

2,
21

3組
合

1,
93

8,
91

0人
23
7組

合
14
5,
95
2人

23
4組

合
1
6
0
,
2
4
3
人

6,
47

4円
(5

,8
31

円
)

2,
09
0円

(1
,1
97
円

)
1,
53
6円

(
6
7
9
円
)

2
.2

0
%

(2
.0

3%
)

0
.7

5
%

(0
.4
4%
)

0
.6

2
%

(
0
.
2
8
%
)

経
団
連
(
中
小
企
業
)
第

１
回

集
計

(令
和
4年

6月
10
日
)

(
注

)
１

　
(
　

)
内

の
数

値
は

、
令

和
３

年
7
月

5
日

付
　

第
7
回

(
最

終
)
集

計
結

果
。

　
　

２
　

平
均

賃
上

げ
方

式
は

、
賃

上
げ

分
が

明
確

に
分

か
る

組
合

を
対

象
に

集
計

。

　
　

３
　

個
別

賃
金

方
式

は
「

純
ベ

ア
」

と
「

定
昇

込
み

」
方

式
が

あ
る

が
、

表
中

は
「

純
ベ

ア
」

方
式

の
数

値
で

あ
る

。
2
4
9
社

　
　

４
　

個
別

賃
金

方
式

の
規

模
別

の
伸

び
率

は
労

働
基

準
局

賃
金

課
が

計
算

。
5
,
2
1
9
円

(
4
,
4
4
4
円
)

1
.9

7
%

(
1
.
7
2
%
)

連
合
(
有
期
・
短
時
間
・
契
約
等
労
働
者
)

第
7
回

(
最

終
)
 
回

答
集

計
結

果
(
令

和
４

年
７

月
５

日
)

(
注

)
１

　
従

業
員

数
5
0
0
人

未
満

の
企

業
を

対
象

。

　
　

２
　

2
5
2
社

(
3
3
.
4
%
)
か

ら
回

答
を

把
握

し
た

が
、

賃
上

げ
額

21
.3
7円

(1
6.
38
円

)
23
.4
3円

(
1
9
.
9
1
円
)

　
　

　
こ

の
う

ち
３

社
は

平
均

金
額

不
明

等
の

た
め

、

平
均

時
給

1,
05
7.
31
円

(1
,0
23
.9
6円

)
1,
04
7.
00
円

(
1
,
0
3
8
.
7
7
円
)

　
　

　
集

計
よ

り
除

外
。

賃
上

げ
額

3,
72
8円

(3
,4
80
円

)
3,
99
7円

(
3
,
6
6
7
円
）

　
　

３
　

了
承

、
妥

結
を

含
む

。

賃
上

げ
率

1.
75
%
(1
.6
4%
)

1.
85
%
(
1
.
7
2
%
)

　
　

４
　

（
　

）
の

数
値

は
、

令
和

３
年

6
月

1
1
日

付

(
注

)
１

　
(
　

)
内

の
数

値
は

、
令

和
３

年
７

月
５

日
付

　
第

７
回

(
最

終
)
回

答
集

計
結

果
。

　
　

　
第

1
回

集
計

結
果

。

規
模
計

平
均

賃
上

げ
方

式
個

別
賃

金
方

式
（

組
合

数
に

よ
る

単
純

平
均
）

平
均
賃
上
げ
方
式

（
加

重
平

均
）

35
歳

30
歳

（
加
重
平
均
）

1,
00

0人
以
上

主
要
2
1
業
種

大
手
2
5
2
社

30
0～

99
9人

10
0～

29
9人

～
99

人

月
給

10
0組

合
27

,4
25

人

平
均
賃
上
げ
方
式

（
加
重
平
均
）

1
7
業
種

7
5
4
社

単
純

平
均

加
重

平
均

時
給

33
7組

合
75

4,
00

4人

-1
2
-

115115



　
（

２
）

賃
上

げ
額

・
率

の
推

移

　
　
イ
　
１
人
当
た
り
平
均
賃
金
の
改
定
額
及
び
改
定
率
の
推
移

　
　
ロ
　
賃
金
の
改
定
の
状
況
、
賃
金
の
改
定
の
決
定
に
当
た
り
最
も
重
視
し
た

　
　
　
要
素
別
企
業
割
合
（
令
和
３
年
）

（
単
位
：
％
）

加
重

平
均

単
純

平
均

加
重

平
均

単
純

平
均

平
成

2
4

年
4
,
0
3
6

3
,
3
4
4

1
.
4

1
.
2

2
5

年
4
,
3
7
5

3
,
9
1
1

1
.
5

1
.
5

(
8
7
.
9
)

(
1
.
1
)

(
1
1
.
0
)

2
6

年
5
,
2
5
4

4
,
0
9
3

1
.
8

1
.
5

1
0
0
.
0

1
0
0
.
0

1
0
0
.
0

2
7

年
5
,
2
8
2

4
,
2
3
1

1
.
9

1
.
7

企
業

業
績

4
6
.
8

6
7
.
4

3
4
.
0

2
8

年
5
,
1
7
6

4
,
5
5
9

1
.
9

1
.
8

世
間

相
場

3
.
2

-
0
.
5

2
9

年
5
,
6
2
7

4
,
9
2
0

2
.
0

1
.
9

雇
用

の
維

持
8
.
8

1
2
.
9

5
.
4

3
0

年
5
,
6
7
5

4
,
9
5
2

2
.
0

1
.
9

労
働

力
の

確
保

・
定

着
8
.
5

-
1
.
9

令
和

元
年

5
,
5
9
2

5
,
0
8
0

2
.
0

1
.
9

物
価

の
動

向
0
.
1

-
-

２
年

4
,
9
4
0

4
,
2
5
0

1
.
7

1
.
6

労
使

関
係

の
安

定
2
.
0

4
.
9

2
.
2

３
年

4
,
6
9
4

4
,
0
8
7

1
.
6

1
.
5

親
会

社
又

は
関

連
（

グ
ル

ー
プ

）
会

社
の

改
定

の
動

向
4
.
9

-
-

資
料

出
所

　
厚

生
労

働
省

「
賃

金
引

上
げ

等
の

実
態

に
関

す
る

調
査

」
前

年
度

の
改

定
の

実
績

3
.
6

1
.
2

1
.
6

（
注

）
１

　
１

人
当

た
り

平
均

賃
金

の
改

定
額

及
び

改
定

率
は

、
１

か
月

当
た

り
の

そ
の

他
4
.
5

4
.
1

0
.
6

　
　

　
　

１
人

平
均

所
定

内
賃

金
の

改
定

額
、

改
定

率
で

あ
る

。
重

視
し

た
要

素
は

な
い

1
7
.
0

5
.
4

4
9
.
7

　
　

　
２

　
加

重
平

均
と

は
常

用
労

働
者

数
に

よ
る

加
重

平
均

、
単

純
平

均
と

は
不

明
0
.
7

4
.
2

4
.
2

　
　

　
　

企
業

数
に

よ
る

平
均

で
あ

る
。

資
料

出
所

　
厚

生
労

働
省

「
賃

金
引

上
げ

等
の

実
態

に
関

す
る

調
査

」
（

注
）

1
 
（

　
）

内
は

賃
金

の
改

定
を

実
施

又
は

予
定

し
て

い
る

企
業

及
び

賃
金

の
改

定
を

実
施

　
　

　
 
し

な
い

企
業

に
占

め
る

賃
金

の
改

定
状

況
そ

れ
ぞ

れ
の

企
業

割
合

で
あ

る
。

 
 
 
 
 
 
2
 
 
表

中
の

 
―

 
は

当
該

集
計

値
が

な
い

も
の

を
示

す
。

賃
金

の
改

定
を

実
施

し
な

い
企

業

計

年
賃

金
の

改
定

額
（

円
）

賃
金

の
改

定
率

（
％

）
１

人
当

た
り

平
均

賃
金

を
引

き
上

げ
た

・
引

き
上

げ
る

企
業

１
人

当
た

り
平

均
賃

金
を

引
き

下
げ

た
・

引
き

下
げ

る
企

業

-
1
3
-
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５
　
夏
季
賞
与
・
一
時
金
妥
結
状
況

第
7
回

(最
終

) 
回

答
集

計
結

果
(令

和
４

年
７

月
５

日
)

集
計

対
象

組
合

対
象

組
合

員
数

（参
考

）昨
年

対
比

集
計

対
象

組
合

対
象

組
合

員
数

2,
50

9組
合

1,
82

0,
75

7人
2
,4

3
5
組

合
1
,4

0
6
,1

9
9
人

1,
86

2組
合

1,
03

0,
27

4人
1
,8

1
4
組

合
1
,0

7
8
,6

2
0
人

2,
01

8組
合

1,
82

7,
42

8人
1
,9

3
3
組

合
1
,7

8
1
,1

3
0
人

1,
23

7組
合

1,
08

0,
22

1人
1
,1

3
6
組

合
1
,1

8
3
,1

2
1
人

注
　

１
 △

は
マ

イ
ナ

ス
を

表
す

。
以

下
同

じ
。

　
　

 ２
 数

値
は

組
合

員
一

人
当

た
り

の
加

重
平

均
。

　
　

 ３
 2

02
1年

回
答

の
数

値
は

令
和

３
年

7月
5日

付
第

7回
(最

終
)集

計
結

果
。

経
団

連
第

1
回

集
計

(令
和

4
年

6
月

2
1
日

)

社
　

　
数

妥
結

額
増

減
率

社
　

　
数

妥
結

額
増

減
率

総
平

均
10
5社

92
9,
2
59
円

13
.8
1％

10
4社

84
1,
15
0円

△
 7
.2
8％

製
造

業
平

均
93
社

93
0,
4
75
円

15
.1
1％

99
社

84
2,
11
5円

△
 6
.5
2％

非
製

造
業

平
均

12
社

92
2,
5
12
円

6.
99
％

5社
83
2,
48
5円

△
 1
3.
46
％

注
 １

　
調

査
対

象
は

原
則

と
し

て
従

業
員

50
0人

以
上

、
主

要
21

業
種

大
手

25
3社

。
　

　
２

　
20

業
種

16
4社

（6
4.

8％
）の

妥
結

を
把

握
し

て
い

る
が

、
う

ち
59

社
は

平
均

額
不

明
な

ど
の

た
め

集
計

よ
り

除
外

。
　

　
３

　
数

値
は

組
合

員
一

人
当

た
り

の
加

重
平

均
（一

部
従

業
員

平
均

含
む

）。
　

　
４

　
増

減
率

は
、

各
年

の
集

計
企

業
の

前
年

の
妥

結
額

か
ら

の
増

減
率

を
示

し
た

も
の

（同
対

象
比

較
）
。

一
時

金
20

22
年

回
答

2
0
2
1
年

回
答

夏 　 季

回
答

月
数

2.
33

ヶ
月

0
.1

5
ヶ

月
2
.1

8
ヶ

月

回
答

額
70

8,
31

9円

２
０

２
２

年
夏

季
２

０
２

１
年

夏
季

4
8
,0

7
0
円

6
6
0
,2

4
9
円

年 　 間

回
答

月
数

4.
87

ヶ
月

0
.2

5
ヶ

月
4
.6

2
ヶ

月

回
答

額
1,

56
0,

04
5円

3
9
,9

2
1
円

1
,5

2
0
,1

2
4
円

-1
4
-
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６

　
消

費
者

物
価

指
数

の
対

前
年

上
昇

率
の

推
移

（
全

国
・

ラ
ン

ク
別

）

（
単
位
：
％
）

年

区
分

１
月

２
月

３
月

４
月

５
月

 
全

 
 
国

0
.
0
 

0
.
5
 

3
.
3
 

1
.
0
 

△
 
0
.
1
 

0
.
6
 

1
.
2
 

0
.
6
 

0
.
0
 

△
 
0
.
3
 

0
.
6
 

1
.
1
 

1
.
5
 

3
.
0
 

2
.
9
 

Ａ
ラ

ン
ク

△
 
0
.
1
 

0
.
4
 

3
.
1
 

1
.
2
 

△
 
0
.
1
 

0
.
3
 

1
.
1
 

0
.
7
 

△
 
0
.
1
 

△
 
0
.
6
 

0
.
4
 

1
.
0
 

1
.
3
 

3
.
0
 

2
.
9
 

Ｂ
ラ

ン
ク

0
.
0
 

0
.
5
 

3
.
3
 

1
.
2
 

△
 
0
.
1
 

0
.
6
 

1
.
2
 

0
.
5
 

0
.
0
 

△
 
0
.
4
 

0
.
5
 

1
.
0
 

1
.
4
 

2
.
8
 

2
.
7
 

Ｃ
ラ

ン
ク

△
 
0
.
1
 

0
.
4
 

3
.
3
 

1
.
1
 

△
 
0
.
1
 

0
.
6
 

1
.
2
 

0
.
6
 

0
.
0
 

△
 
0
.
2
 

0
.
4
 

0
.
8
 

1
.
2
 

2
.
7
 

2
.
7
 

Ｄ
ラ

ン
ク

0
.
0
 

0
.
3
 

3
.
2
 

0
.
9
 

0
.
0
 

0
.
7
 

1
.
2
 

0
.
5
 

△
 
0
.
2
 

△
 
0
.
3
 

0
.
3
 

0
.
7
 

1
.
1
 

2
.
9
 

2
.
8
 

資
料

出
所

　
総

務
省

「
消

費
者

物
価

指
数

」

（
注

）
１

　
指

数
は

、
「

持
家

の
帰

属
家

賃
を

除
く

総
合

」
を

用
い

た
。

　
　

　
２

　
各

ラ
ン

ク
の

数
値

は
都

道
府

県
の

県
庁

所
在

地
に

お
け

る
指

数
を

労
働

基
準

局
賃

金
課

に
て

単
純

平
均

し
、

そ
の

対
前

年
上

昇
率

を
算

出
し

た
も

の
で

あ
る

。

　
　

　
３

　
各

ラ
ン

ク
は

、
各

年
に

お
け

る
適

用
ラ

ン
ク

で
あ

る
。

2
5
年

平
成

2
4
年

２
年

３
年

令
和

４
年

2
6
年

2
7
年

2
8
年

2
9
年

3
0
年

令
和

元
年

-
1
5
-
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７
　

地
域

別
最

低
賃

金
額

（時
間

額
）
、

未
満

率
及

び
影

響
率

の
推

移

平
成
24

年
25

年
26
年

27
年

28
年

29
年

3
0
年

令
和
元
年

２
年

３
年

７
４
９

７
６
４

７
８

０
７

９
８

８
２

３
８

４
８

８
７
４

９
０
１

９
０
２

９
３
０

２
．
１

１
．
９

２
．

０
１

．
９

２
．

７
１

．
７

１
．
９

１
．
６

２
．
０

１
．
７

４
．
９

７
．
４

７
．

３
９

．
０

１
１

．
１

１
１

．
９

１
３
．
８

１
６
．
３

４
．
７

１
６
．
２

資
料
出
所
　
厚
生
労
働
省
「
最
低
賃
金
に
関
す
る
基
礎
調
査
」

（
注
）
１
　
最
低
賃
金
額
は
、
全
国
加
重
平
均
で
あ
る
。

　
　
　
２
　
「
未
満
率
」
と
は
、
最
低
賃
金
額
を
改
定
す
る
前
に
、
最
低
賃
金
額
を
下
回
っ
て
い
る
労
働
者
割
合
で
あ
る
。

　
　
　
３
　
「
影
響
率
」
と
は
、
最
低
賃
金
額
を
改
定
し
た
後
に
、
改
定
後
の
最
低
賃
金
額
を
下
回
る
こ
と
と
な
る
労
働
者
割
合
で
あ
る
。

　
　
　
４
　
事
業
所
規
模
30
人
未
満
（
製
造
業
等
は
10
0人

未
満
）
を
調
査
対
象
と
し
て
い
る
。

地
域

別
最

低
賃

金
（

円
）

未
満

率
（

％
）

影
響

率
（

％
）

-
1
6
-
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８
　

賃
金

構
造

基
本

統
計

調
査

特
別

集
計

に
よ

る
未

満
率

及
び

影
響

率
未
満

率
及

び
影

響
率

の
イ

メ
ー

ジ
図

従
来
の
特
別
集
計
値

（
単
位
：
％
）

平
成
24
年

25
年

26
年

27
年

28
年

29
年

30
年

令
和
元
年

２
年

３
年

未
満
率

１
．
８

２
．
０

１
．
９

１
．
９

１
．
５

１
．
５

１
．
６

１
．
９

－
－

影
響
率

２
．
８

３
．
６

３
．
６

４
．
０

４
．
５

４
．
９

５
．
１

６
．
０

－
－

資
料
出
所
　
厚
生
労
働
省
「
賃
金
構
造
基
本
統
計
調
査
特
別
集
計
」

（
注
）
１
　
「
未
満
率
」
と
は
、
最
低
賃
金
額
を
改
定
す
る
前
に
、
最
低
賃
金
額
を
下
回
っ
て
い
る
労
働
者
割
合
で
あ
る
。

　
　
　
２
　
「
影
響
率
」
と
は
、
最
低
賃
金
額
を
改
定
し
た
後
に
、
改
定
後
の
最
低
賃
金
額
を
下
回
る
こ
と
と
な
る
労
働
者
割
合
で
あ
る
。

　
　
　
３
　
賃
金
構
造
基
本
統
計
調
査
の
調
査
対
象
事
業
所
に
は
、
事
業
所
規
模
１
～
４
人
は
含
ま
れ
て
い
な
い
。

　
　
　
４
　
未
満
率
及
び
影
響
率
の
算
定
の
基
礎
と
な
る
賃
金
額
は
、
所
定
内
給
与
額
（
一
部
の
産
業
・
事
業
所
規
模
で

　
　
　
　
　
通
勤
手
当
、
精
皆
勤
手
当
、
家
族
手
当
を
除
く
。
）
を
所
定
内
実
労
働
時
間
数
で
除
し
た
も
の
で
あ
る
。

　
　
　
５
　
賃
金
構
造
基
本
統
計
調
査
で
は
、
令
和
２
年
よ
り
、
通
勤
手
当
、
精
皆
勤
手
当
、
家
族
手
当
が
調
査
事
項
か
ら
廃
止
さ
れ
、

　
　
　
　
　
な
お
か
つ
集
計
方
法
も
変
更
さ
れ
た
た
め
、
従
来
の
特
別
集
計
値
と
同
じ
集
計
を
行
う
こ
と
が
不
可
能
と
な
っ
た
。

令
和
２
年
に
変
更
さ
れ
た
集
計
方
法
に
基
づ
く
特
別
集
計
値

（
単
位
：
％
）

平
成
24
年

25
年

26
年

27
年

28
年

29
年

30
年

令
和
元
年

２
年

３
年

※
曲
線
は
、
賃
金
額
を
横
軸
に
と
っ
た
と
き
の
労
働
者
分
布
を
表
し
て
い
る
。

未
満
率

１
．
７

１
．
９

１
．
８

１
．
７

１
．
３

１
．
３

１
．
３

１
．
８

２
．
０

１
．
９

影
響
率

２
．
７

３
．
５

３
．
４

４
．
０

４
．
３

４
．
８

４
．
８

６
．
１

２
．
５

５
．
９

資
料
出
所
　
厚
生
労
働
省
「
賃
金
構
造
基
本
統
計
調
査
特
別
集
計
」

（
注
）
１
　
未
満
率
及
び
影
響
率
の
算
定
の
基
礎
と
な
る
賃
金
額
は
、
所
定
内
給
与
額
（
全
て
の
産
業
・
事
業
所
規
模
で

　
　
　
　
　
通
勤
手
当
、
精
皆
勤
手
当
、
家
族
手
当
を
含
む
。
）
を
所
定
内
実
労
働
時
間
数
で
除
し
た
も
の
で
あ
る
。

　
　
　
２
　
平
成
24
年
～
令
和
元
年
の
値
は
、
時
系
列
比
較
を
行
う
た
め
、
令
和
２
年
調
査
と
同
じ
集
計
方
法
で
集
計
を
行
っ
た
も
の
で
あ
る
。

改 定 前 最 低 賃 金 額

改 定 後 最 低 賃 金 額

賃
金
額

労 働 者 数

影
響
率

未
満
率

-
1
7
-
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９
　

地
域

別
最

低
賃

金
と

賃
金

水
準

と
の

関
係

（
一

般
労

働
者

）
（
１

）
一

般
労

働
者

（
暦

年
、

全
国

・
産

業
計

（
企

業
規

模
1
0
人

以
上

・
1
0
～

9
9
人

）
）

項
目

地
域

別
最

低
賃

金

（
全

国
加

重
平

均
額

）

年
①

②
③

④
＝

②
／

③
①

／
④

⑤
⑥

⑦
＝

⑤
／

⑥
①

／
⑦

（
円

）
（

千
円

）
（

時
間

）
（

円
）

（
％

）
（

千
円

）
（

時
間

）
（

円
）

（
％

）

平
成

2
4
年

7
4
9

2
9
7
.
7

1
6
5

1
,
8
0
4

4
1
.
5

2
5
8
.
2

1
7
2

1
,
5
0
1

4
9
.
9

2
5
年

7
6
4

2
9
5
.
7

1
6
3

1
,
8
1
4

4
2
.
1

2
6
1
.
5

1
7
0

1
,
5
3
8

4
9
.
7

2
6
年

7
8
0

2
9
9
.
6

1
6
3

1
,
8
3
8

4
2
.
4

2
6
2
.
4

1
7
1

1
,
5
3
5

5
0
.
8

2
7
年

7
9
8

3
0
4
.
0

1
6
4

1
,
8
5
4

4
3
.
1

2
6
4
.
4

1
7
2

1
,
5
3
7

5
1
.
9

2
8
年

8
2
3

3
0
4
.
0

1
6
4

1
,
8
5
4

4
4
.
4

2
6
6
.
4

1
7
1

1
,
5
5
8

5
2
.
8

2
9
年

8
4
8

3
0
4
.
3

1
6
5

1
,
8
4
4

4
6
.
0

2
6
9
.
0

1
7
1

1
,
5
7
3

5
3
.
9

3
0
年

8
7
4

3
0
6
.
2

1
6
4

1
,
8
6
7

4
6
.
8

2
6
8
.
3

1
7
1

1
,
5
6
9

5
5
.
7

令
和

元
年

9
0
1

3
0
7
.
7

1
6
0

1
,
9
2
3

4
6
.
9

2
7
3
.
2

1
6
8

1
,
6
2
6

5
5
.
4

平
成

2
4
年

7
4
9

2
9
6
.
9

1
6
5

1
,
7
9
9

4
1
.
6

2
5
9
.
6

1
7
2

1
,
5
0
9

4
9
.
6

2
5
年

7
6
4

2
9
4
.
8

1
6
4

1
,
7
9
8

4
2
.
5

2
6
2
.
8

1
7
0

1
,
5
4
6

4
9
.
4

2
6
年

7
8
0

3
0
0
.
0

1
6
4

1
,
8
2
9

4
2
.
6

2
6
5
.
5

1
7
1

1
,
5
5
3

5
0
.
2

2
7
年

7
9
8

3
0
3
.
5

1
6
5

1
,
8
3
9

4
3
.
4

2
6
7
.
1

1
7
2

1
,
5
5
3

5
1
.
4

2
8
年

8
2
3

3
0
3
.
6

1
6
5

1
,
8
4
0

4
4
.
7

2
6
8
.
7

1
7
1

1
,
5
7
1

5
2
.
4

2
9
年

8
4
8

3
0
3
.
8

1
6
5

1
,
8
4
1

4
6
.
1

2
7
1
.
6

1
7
1

1
,
5
8
8

5
3
.
4

3
0
年

8
7
4

3
0
5
.
3

1
6
4

1
,
8
6
2

4
6
.
9

2
7
0
.
7

1
7
1

1
,
5
8
3

5
5
.
2

令
和

元
年

9
0
1

3
0
6
.
0

1
6
1

1
,
9
0
1

4
7
.
4

2
7
6
.
2

1
6
8

1
,
6
4
4

5
4
.
8

２
年

9
0
2

3
0
7
.
7

1
6
5

1
,
8
6
5

4
8
.
4

2
7
8
.
0

1
7
0

1
,
6
3
5

5
5
.
2

３
年

9
3
0

3
0
7
.
4

1
6
5

1
,
8
6
3

4
9
.
9

2
7
9
.
9

1
6
9

1
,
6
5
6

5
6
.
2

資
料

出
所

　
厚

生
労

働
省

「
賃

金
構

造
基

本
統

計
調

査
」

（
注

）
１

　
時

間
当

た
り

所
定

内
給

与
及

び
時

間
額

比
は

、
労

働
基

準
局

賃
金

課
に

て
算

出
。

見 直 し 前 の 集 計 方 法 見 直 し 後 の 集 計 方 法 　
　

　
２

　
賃

金
構

造
基

本
統

計
調

査
は

、
令

和
２

年
調

査
よ

り
、

復
元

倍
率

算
出

方
法

に
つ

い
て

、
回

収
率

等
の

影
響

を
受

け
な

い
よ

う
見

直
し

が
行

わ
れ

て
お

り
、

　
　

　
　

令
和

２
年

以
降

の
調

査
結

果
と

令
和

元
年

以
前

の
調

査
結

果
を

比
較

す
る

こ
と

が
で

き
な

い
。

こ
の

た
め

、
こ

こ
で

は
、

平
成

2
4
年

～
令

和
元

年
の

数
値

に
つ

　
　

　
　

い
て

、
見

直
し

後
の

集
計

方
法

で
遡

及
集

計
し

た
結

果
も

掲
載

し
て

い
る

。

一
般

労
働

者
（

男
女

計
）

産
業

計
・

企
業

規
模

1
0
人

以
上

産
業

計
・

企
業

規
模

1
0
～

9
9
人

時
間

額
所

定
内

給
与

(
月

額
)

所
定

内
実

労
働

時
間

時
間

当
た

り
所

定
内

給
与

時
間

額
比

所
定

内
給

与
(
月

額
)

所
定

内
実

労
働

時
間

時
間

当
た

り
所

定
内

給
与

時
間

額
比

-
1
8
-
 

121121



（
２

）
短

時
間

労
働

者
（

暦
年

、
全

国
・

産
業

計
（

企
業

規
模

1
0
人

以
上

・
1
0
～

9
9
人

）
）

項
目

地
域

別
最

低
賃

金

（
全

国
加

重
平

均
額

）

所
定

内
給

与
所

定
内

給
与

所
定

内
給

与
所

定
内

給
与

（
時

間
額

）
（

時
間

額
）

（
時

間
額

）
（

時
間

額
）

（
男

女
計

）
（

女
性

）
（

男
女

計
）

（
女

性
）

年
①

②
①

／
②

③
①

／
③

④
①

／
④

⑤
①

／
⑤

（
円

）
（

円
）

（
％

）
（

円
）

（
％

）
（

円
）

（
％

）
（

円
）

（
％

）

平
成

2
4
年

7
4
9

1
,
0
2
6

7
3
.
0

1
,
0
0
1

7
4
.
8

1
,
0
3
8

7
2
.
2

1
,
0
0
2

7
4
.
8

2
5
年

7
6
4

1
,
0
3
0

7
4
.
2

1
,
0
0
7

7
5
.
9

1
,
0
2
9

7
4
.
2

9
9
7

7
6
.
6

2
6
年

7
8
0

1
,
0
4
1

7
4
.
9

1
,
0
1
2

7
7
.
1

1
,
0
4
4

7
4
.
7

1
,
0
0
1

7
7
.
9

2
7
年

7
9
8

1
,
0
5
9

7
5
.
4

1
,
0
3
2

7
7
.
3

1
,
0
6
9

7
4
.
6

1
,
0
3
2

7
7
.
3

2
8
年

8
2
3

1
,
0
7
5

7
6
.
6

1
,
0
5
4

7
8
.
1

1
,
0
6
8

7
7
.
1

1
,
0
3
7

7
9
.
4

2
9
年

8
4
8

1
,
0
9
6

7
7
.
4

1
,
0
7
4

7
9
.
0

1
,
0
8
9

7
7
.
9

1
,
0
5
5

8
0
.
4

3
0
年

8
7
4

1
,
1
2
8

7
7
.
5

1
,
1
0
5

7
9
.
1

1
,
1
1
7

7
8
.
2

1
,
0
8
2

8
0
.
8

令
和

元
年

9
0
1

1
,
1
4
8

7
8
.
5

1
,
1
2
7

7
9
.
9

1
,
1
4
7

7
8
.
6

1
,
1
1
5

8
0
.
8

平
成

2
4
年

7
4
9

1
,
1
7
1

6
4
.
0

1
,
0
5
9

7
0
.
7

1
,
1
1
9

6
6
.
9

1
,
0
3
1

7
2
.
6

2
5
年

7
6
4

1
,
1
5
7

6
6
.
0

1
,
0
5
9

7
2
.
1

1
,
1
2
2

6
8
.
1

1
,
0
3
9

7
3
.
5

2
6
年

7
8
0

1
,
1
8
8

6
5
.
7

1
,
0
7
4

7
2
.
6

1
,
1
5
5

6
7
.
5

1
,
0
5
2

7
4
.
1

2
7
年

7
9
8

1
,
2
0
0

6
6
.
5

1
,
0
8
9

7
3
.
3

1
,
1
5
4

6
9
.
2

1
,
0
7
0

7
4
.
6

2
8
年

8
2
3

1
,
2
3
8

6
6
.
5

1
,
1
1
6

7
3
.
7

1
,
1
8
0

6
9
.
7

1
,
0
8
6

7
5
.
8

2
9
年

8
4
8

1
,
2
3
5

6
8
.
7

1
,
1
3
0

7
5
.
0

1
,
1
7
2

7
2
.
4

1
,
0
9
1

7
7
.
7

3
0
年

8
7
4

1
,
2
8
0

6
8
.
3

1
,
1
7
1

7
4
.
6

1
,
2
3
4

7
0
.
8

1
,
1
3
2

7
7
.
2

令
和

元
年

9
0
1

1
,
3
0
4

6
9
.
1

1
,
1
8
4

7
6
.
1

1
,
2
5
6

7
1
.
7

1
,
1
5
3

7
8
.
1

２
年

9
0
2

1
,
4
1
2

6
3
.
9

1
,
3
2
1

6
8
.
3

1
,
3
7
8

6
5
.
5

1
,
3
0
6

6
9
.
1

３
年

9
3
0

1
,
3
8
4

6
7
.
2

1
,
2
9
0

7
2
.
1

1
,
3
6
6

6
8
.
1

1
,
2
7
4

7
3
.
0

資
料

出
所

　
厚

生
労

働
省

「
賃

金
構

造
基

本
統

計
調

査
」

（
注

）
１

　
時

間
額

比
は

、
労

働
基

準
局

賃
金

課
に

て
算

出
。

見 直 し 前 の 集 計 方 法 見 直 し 後 の 集 計 方 法 　
　

　
２

　
賃

金
構

造
基

本
統

計
調

査
は

、
令

和
２

年
調

査
よ

り
①

、
②

の
と

お
り

集
計

方
法

の
見

直
し

が
行

わ
れ

て
お

り
、

そ
の

ま
ま

で
は

令
和

２
年

以
降

の
調

査
結

果
と

令
和

元
年

　
　

　
　

以
前

の
調

査
結

果
を

比
較

す
る

こ
と

が
で

き
な

い
。

こ
の

た
め

、
こ

こ
で

は
、

平
成

2
4
年

～
令

和
元

年
の

数
値

に
つ

い
て

、
見

直
し

後
の

集
計

方
法

で
遡

及
集

計
し

た
結

果
も

　
　

　
　

掲
載

し
て

い
る

。
　

　
　

　
①

　
復

元
倍

率
算

出
方

法
に

つ
い

て
、

回
収

率
等

の
影

響
を

受
け

な
い

よ
う

見
直

し
を

行
う

。
　

　
　

　
②

　
短

時
間

労
働

者
の

集
計

範
囲

に
つ

い
て

、
医

師
、

歯
科

医
師

、
大

学
教

授
等

特
定

の
職

種
で

１
時

間
当

た
り

所
定

内
給

与
額

が
3
,
0
0
0
円

を
超

え
て

い
る

者
を

除
外

し
て

　
　

　
　

　
い

た
が

、
見

直
し

後
は

こ
れ

ら
の

者
を

除
外

せ
ず

集
計

範
囲

に
含

め
る

。

短
時

間
労

働
者

産
業

計
・

企
業

規
模

1
0
人

以
上

産
業

計
・

企
業

規
模

1
0
～

9
9
人

時
間

額
時

間
額

比
時

間
額

比
時

間
額

比
時

間
額

比

-
1
9
-

122122



　
（

３
）

毎
月

勤
労

統
計

調
査

（
暦

年
、

全
国

・
産

業
計

、
事

業
所

規
模

3
0
人

以
上

）

項
目

地
域

別
最

低
賃

金

（
全

国
加

重
平

均
額

）

年
①

②
③

④
 
②

／
③

⑤
＝

②
／

④
①

／
⑤

（
円

）
（

円
）

（
日

）
（

時
間

）
（

円
）

（
円

）
（

％
）

平
成

2
6
年

7
8
0

2
6
8
,
8
8
1

1
8
.
9

1
3
6
.
3

1
4
,
2
2
7

1
,
9
7
3

3
9
.
5

2
7
年

7
9
8

2
6
5
,
5
4
0

1
8
.
8

1
3
5
.
8

1
4
,
1
2
4

1
,
9
5
5

4
0
.
8

2
8
年

8
2
3

2
6
7
,
2
1
0

1
8
.
8

1
3
5
.
8

1
4
,
2
1
3

1
,
9
6
8

4
1
.
8

2
9
年

8
4
8

2
6
8
,
7
3
6

1
8
.
7

1
3
5
.
7

1
4
,
3
7
1

1
,
9
8
0

4
2
.
8

3
0
年

8
7
4

2
7
0
,
6
9
4

1
8
.
6

1
3
4
.
9

1
4
,
5
5
3

2
,
0
0
7

4
3
.
6

令
和

元
年

9
0
1

2
7
0
,
8
4
7

1
8
.
2

1
3
2
.
0

1
4
,
8
8
2

2
,
0
5
2

4
3
.
9

２
年

9
0
2

2
7
1
,
0
2
5

1
7
.
9

1
2
9
.
6

1
5
,
1
4
1

2
,
0
9
1

4
3
.
1

３
年

9
3
0

2
7
3
,
1
8
6

1
8
.
0

1
3
0
.
8

1
5
,
1
7
7

2
,
0
8
9

4
4
.
5

資
料

出
所

　
厚

生
労

働
省

「
毎

月
勤

労
統

計
調

査
」

（
注

）
１

　
再

集
計

さ
れ

た
平

成
2
4
年

以
降

の
公

表
値

を
掲

載
し

て
い

る
。

　
　

　
２

　
常

用
労

働
者

で
あ

り
、

パ
ー

ト
タ

イ
ム

労
働

者
を

含
ん

で
い

る
。

　
　

　
３

　
一

日
当

た
り

所
定

内
給

与
、

時
間

当
た

り
所

定
内

給
与

及
び

時
間

額
比

は
労

働
基

準
局

賃
金

課
に

て
算

出
。

厚
生

労
働

省
「

毎
月

勤
労

統
計

調
査

」

産
業

計
・

事
業

所
規

模
３

０
人

以
上

時
間

額
所

定
内

給
与

（
月

額
）

月
間

出
勤

日
数

所
定

内
労

働
時

間
一

日
当

た
り

所
定

内
給

与
時

間
当

た
り

所
定

内
給

与
時

間
額

比

-
2
0
-

123123



1
0
　

企
業

の
業

況
判

断
及

び
収

益
　
(1
)
　
日
銀
短
観
に
よ
る
企
業
の
業
況
判
断
及
び
収
益

　
イ
　
業
況
判
断
（
Ｄ
Ｉ
）

（
「

良
い

」
－

「
悪

い
」

・
％

ポ
イ

ン
ト

）

平
成
31
年

令
和
元
年

３
月

６
月

９
月

12
月

３
月

６
月

９
月

12
月

３
月

６
月

９
月

12
月

最
近

先
行

き

製
造
業

7
3

-1
-4

-1
2

-3
9

-3
7

-2
0

-6
2

5
6

2
0

非
製
造
業

15
14

14
11

1
-2

5
-2

1
-1

1
-9

-7
-7

0
-2

-
5

製
造
業

12
7

5
0

-8
-3

4
-2

7
-1

0
5

14
18

18
14

9

非
製
造
業

21
23

21
20

8
-1

7
-1

2
-5

-1
1

2
9

9
7

製
造
業

7
5

2
1

-8
-3

6
-3

4
-1

7
-2

5
6

6
3

1

非
製
造
業

18
18

18
14

0
-2

7
-2

3
-1

4
-1

1
-8

-6
1

0
-
3

製
造
業

6
-1

-4
-9

-1
5

-4
5

-4
4

-2
7

-1
3

-7
-3

-1
-4

-
5

非
製
造
業

12
10

10
7

-1
-2

6
-2

2
-1

2
-1

1
-9

-1
0

-4
-6

-
1
0

資
料
出
所
　
日
本
銀
行
「
全
国
企
業
短
期
経
済
観
測
調
査
」
（

日
銀

短
観

）

（
注
）
１
 調

査
対
象

調
査
対
象
企
業
は
下
表
の
と
お
り

で
あ

る
。

な
お

、
総

務
省

「
母

集
団

デ
ー

タ
ベ

ー
ス

」
に

基
づ

き
調

査
対

象
企

業
の

選
定

を
行

っ
て

い
る

。

調
査
対
象
企
業
数
は
、
令
和
４
年

３
月

調
査

の
時

点
で

、
約

9,
40

0社
で

あ
る

。

大
企
業

中
堅
企
業

中
小
企
業

　
　
　
２
　
業
況
判
断
（
Ｄ
Ｉ
）

(1
)　

回
答
企
業
の
収
益
を
中
心
と
し
た
、
業
況

に
つ

い
て

の
全

般
的

な
判

断
を

、
「

最
近

（
回

答
時

点
）

の
状

況
」

お
よ

び
「

先
行

き
（

３
か

月
後

）
の

状
況

」
に

つ
い

て
、

　
　
季
節
変
動
要
因
を
除
い
た
実
勢

ベ
ー
ス
で

、
３

つ
の

選
択

肢
（

「
１

．
良

い
」

、
「

２
．

さ
ほ

ど
良

く
な

い
」

、
「

３
．

悪
い

」
）

の
中

か
ら

１
つ

を
選

び
回

答
し

て
も

ら
う

。

(2
)　

３
つ
の
選
択
肢
毎
の
回
答
社
数
を
単
純
集

計
し

、
全

回
答

社
数

に
対

す
る

「
回

答
社

数
構

成
百

分
比

」
を

算
出

す
る

。

　
　
そ
し
て
、
次
式
に
よ
り
デ
ィ
フ
ュ
ー
ジ
ョ
ン

・
イ

ン
デ

ッ
ク

ス
（

Di
ff

us
io

n 
In

de
x）

を
算

出
す

る
。

Ｄ
Ｉ＝

（
第
１
選
択
肢
の
回
答
者
数
構
成
百
分

比
）

－
（

第
３

選
択

肢
の

回
答

者
数

構
成

百
分

比
）

2千
万
円
以
上
1億

円
未
満

令
和

４
年

３
月

規
模
計

大
企
業

中
堅

企
業

1億
円
以
上
10

億
円
未
満

中
小

企
業

令
和

３
年

令
和

２
年

資
本

金

10
億

円
以

上

-
2
1
-

124124



　
　
ロ
　
経
常
利
益
増
減

　
　
ハ
　
売
上
高
経
常
利
益
率

（
前

年
度

比
・

％
）

（
％

）

令
和

元
年

度
令

和
2
年

度
令

和
3
年

度
令

和
4
年

度
令

和
元

年
度

令
和

2
年

度
令

和
3
年

度
令

和
4
年

度

（
計

画
）

（
計

画
）

（
計

画
）

（
計

画
）

製
造

業
-
1
5
.
9

-
3
.
8

3
9
.
7

-
2
.
8

製
造

業
6
.
1
4

6
.
3
9

8
.
1
6

7
.
7
1

非
製

造
業

-
5
.
1

-
3
0
.
4

2
5
.
3

1
.
0

非
製

造
業

4
.
7
8

3
.
6
1

4
.
4
7

4
.
4
5

製
造

業
-
1
7
.
5

-
1
.
4

4
2
.
0

-
2
.
9

製
造

業
7
.
0
0

7
.
4
8

9
.
7
0

9
.
2
1

非
製

造
業

-
7
.
8

-
3
7
.
9

3
4
.
1

0
.
5

非
製

造
業

6
.
1
8

4
.
2
2

5
.
9
3

5
.
9
0

製
造

業
-
3
.
1

-
1
1
.
5

2
8
.
1

-
0
.
6

製
造

業
5
.
2
2

4
.
9
3

5
.
7
9

5
.
4
6

非
製

造
業

-
2
.
8

-
2
3
.
9

2
1
.
9

3
.
7

非
製

造
業

3
.
7
0

3
.
0
3

3
.
3
4

3
.
3
6

製
造

業
-
1
8
.
1

-
1
0
.
2

3
7
.
1

-
4
.
9

製
造

業
3
.
8
0

3
.
7
0

4
.
6
4

4
.
3
0

非
製

造
業

0
.
7

-
1
6
.
1

1
0
.
3

0
.
0

非
製

造
業

3
.
5
3

3
.
1
8

3
.
3
8

3
.
3
4

資
料

出
所

　
日

本
銀

行
「

全
国

企
業

短
期

経
済

観
測

調
査

」
（

日
銀

短
観

）
資

料
出

所
　

日
本

銀
行

「
全

国
企

業
短

期
経

済
観

測
調

査
」

（
日

銀
短

観
）

（
注

）
経

常
利

益
増

減
（

注
）

売
上

高
経

常
利

益
率

　
　

回
答

企
業

の
経

常
損

益
（

損
益

計
算

書
を

作
成

す
る

場
合

の
経

常
損

益
。

財
務

　
　

回
答

企
業

の
総

売
上

高
（

財
務

諸
表

等
規

則
に

準
拠

し
、

回
答

企
業

の

　
諸

表
等

規
則

に
準

拠
し

、
回

答
企

業
の

個
別

決
算

ベ
ー

ス
。

）
に

つ
い

て
、

年
度

　
個

別
決

算
ベ

ー
ス

。
）

に
つ

い
て

、
経

常
利

益
増

減
と

同
様

に
母

集
団

推

　
の

実
績

計
数

、
お

よ
び

計
画

（
予

測
）

計
数

を
回

答
し

て
も

ら
い

、
層

別
に

１
社

　
計

値
を

算
出

し
、

こ
れ

で
経

常
損

益
の

母
集

団
推

計
値

を
除

し
て

、
売

上

　
当

た
り

の
平

均
値

を
出

し
た

上
で

、
層

別
の

母
集

団
数

を
乗

じ
、

こ
れ

を
合

計
し

　
高

経
常

利
益

率
を

算
出

す
る

。

　
た

推
計

値
を

前
期

値
と

比
較

し
て

率
を

算
出

す
る

。

　

中
堅

企
業

中
堅

企
業

中
小

企
業

中
小

企
業

規
模

計
規

模
計

大
企

業
大

企
業

-
2
2
-
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（
注
）
1.
 シ

ャ
ド
ー
は
、
景
気
後
退
期
（
内
閣
府
調
べ
）
。
以
下
同
じ
。

  
  
  
2.
 2
00
4年

3月
調
査
よ
り
調
査
対
象
企
業
等
の
見
直
し
を
行
な
っ
た
こ
と
か
ら
、
20
03
年
12
月
調
査
以
前
と
20
04
年
3月

調
査
以
降
の
計
数
は
連
続
し
な
い
(2
00
3年

12
月
調
査

  
  
  
  
に
つ
い
て
は
、
新
ベ
ー
ス
に
よ
る
再
集
計
結
果
を
併
記
）
。
以
下
同
じ
。

▽
業
況
判

断
の

推
移

資
料
出
所
　
日
本
銀
行

「
全

国
企

業
短

期
経

済
観

測
調

査
（

日
銀

短
観

）
」

（
2
02

2
年

３
月

調
査

）

「
良
い
」
超

「
悪
い
」
超

（
参

考
）

「
良
い
」
超

「
悪
い
」
超

「
良
い
」
超

「
悪
い
」
超

（
参

考
）

「
良
い
」
超

「
悪
い
」
超

「
良
い
」
超

「
悪
い
」
超

（
参

考
）

「
良
い
」
超

「
悪
い
」
超

-
2
3
-

126126



▽
売
上
高
経
常
利
益
率
の
推
移

製
  
造
  
業

非
 製

 造
 業

資
料

出
所

　
日

本
銀

行
「

全
国

企
業

短
期

経
済

観
測

調
査

（
日

銀
短

観
）

」
（

20
22
年
３
月
調
査
）

-
2
4
-

127127



　
(2

)　
法
人
企

業
統
計
に
よ
る
企
業
収
益

（
単

位
：

億
円

、
％

）

0
.4

▲
 1

4.
9

▲
 1

2.
0

26
.0

93
.9

35
.1

24
.7

13
.7

　
資

本
金

規
模

10
億

円
以

上

　
　

前
年

同
期

比
4
.2

▲
 1

3.
6

▲
 1

1.
1

48
.9

61
.7

41
.3

25
.4

18
.2

　
　

〃
　

１
億

円
～

10
億

円

　
　

前
年

同
期

比
5
.1

▲
 1

5.
6

▲
 9

.6
21

.7
18

4.
9

28
.8

32
.0

19
.3

　
　

〃
　

1,
00

0万
円

～
１

億
円

　
　

前
年

同
期

比
▲

 1
1.

2
▲

 1
6.

0
▲

 1
8.

4
1.

6
27

8.
6

26
.9

19
.8

3.
1

5
.5

4.
8

4.
6

6.
0

7.
7

5.
2

6.
6

6.
3

　
資

本
金

規
模

10
億

円
以

上
8
.2

7.
4

7.
2

7.
3

12
.7

7.
3

8.
2

8.
3

　
　

〃
　

１
億

円
～

10
億

円
4
.6

4.
0

3.
9

4.
9

4.
8

4.
4

5.
4

5.
2

　
　

〃
　

1,
00

0万
円

～
１

億
円

3
.6

3.
1

2.
7

5.
1

3.
9

3.
4

5.
4

4.
8

資
料

出
所

　
財

務
省

「
法

人
企

業
統

計
」

（
注

）
1
　

金
融

業
、

保
険

業
を

除
く

全
産

業
。

　
　

　
2
　

年
次

別
調

査
は

規
模

計
に

資
本

金
規

模
10

00
万

円
未

満
を

含
む

（
四

半
期

別
調

査
は

含
ま

ず
。

）
。

令
和

元
年

度
平

成
3
0年

度

23
0,

14
5

令
和

３
年

令
和

４
年

１
～

３
月

期
４

～
６

月
期

７
～

９
月

期
10

～
12

月
期

１
～

３
月

期

30
,9

47

22
8,

32
3

前
年

同
期

比

48
2,

37
8

4
16

,9
95

10
5,

02
7

16
3,

11
3

83
9,

17
7

7
14

,3
85

20
0,

74
6

24
0,

73
6

16
7,

50
8

61
,9

47
45

,6
08

41
,4

54
18

3,
78

9

95
,1

07

71
,1

13
63

,8
93

1
54

,4
38

売 上 高 経 常 利 益 率

規
模

計

経 常 利 益

規
模

計

11
7,

61
6

12
4,

14
1

13
6,

61
7

1
15

,3
06

33
,7

73
40

,2
89

41
,4

16
32

,0
15

令
和

２
年

度

62
8,

53
8

37
0,

70
5

10
4,

22
2

12
6,

04
3

-
2
5
-

128128



　
(
3
)
　
中
小
企
業
景
況
調
査
に
よ
る
業
況
判
断
（
Ｄ
Ｉ
）

（
「

好
転

」
－

「
悪

化
」

・
％

ポ
イ

ン
ト

、
前

年
同

期
比

）

４
－

６
月

７
－

９
月

1
0
－

1
2
月

１
－

３
月

４
－

６
月

７
－

９
月

1
0
－

1
2
月

１
－

３
月

４
－

６
月

７
－

９
月

1
0
－

1
2
月

１
－

３
月

４
－

６
月

合
計

-
1
7
.
3

-
1
9
.
7

-
2
3
.
9

-
3
2
.
6

-
6
6
.
7

-
5
7
.
2

-
4
6
.
4

-
4
4
.
7

-
2
5
.
6

-
3
1
.
3

-
2
3
.
6

-
3
4
.
6

-
1
9
.
4

製
造

業
-
1
7
.
2

-
2
1
.
9

-
2
5
.
9

-
3
7
.
3

-
7
0
.
3

-
6
5
.
2

-
5
4
.
2

-
4
4
.
5

-
1
8
.
6

-
1
6
.
8

-
1
3
.
7

-
2
1
.
6

-
1
4
.
6

建
設

業
-
1
.
9

-
1
.
9

-
3
.
4

-
1
1
.
6

-
3
8
.
1

-
3
1
.
7

-
2
3
.
9

-
1
9
.
0

-
1
6
.
2

-
1
8
.
2

-
1
4
.
6

-
2
2
.
6

-
2
0
.
6

卸
売

業
-
2
0
.
2

-
2
2
.
2

-
2
8
.
1

-
3
7
.
9

-
6
9
.
8

-
6
2
.
7

-
5
0
.
0

-
4
4
.
6

-
2
0
.
2

-
2
7
.
4

-
1
7
.
3

-
2
5
.
2

-
1
2
.
5

小
売

業
-
2
9
.
2

-
3
0
.
4

-
3
6
.
2

-
4
1
.
0

-
7
0
.
4

-
5
7
.
5

-
4
6
.
6

-
4
7
.
7

-
3
5
.
5

-
4
5
.
3

-
3
7
.
4

-
4
7
.
6

-
3
1
.
0

サ
ー

ビ
ス

業
-
1
3
.
9

-
1
6
.
6

-
2
0
.
6

-
2
9
.
9

-
7
2
.
0

-
6
0
.
4

-
4
8
.
5

-
5
3
.
3

-
2
8
.
3

-
3
7
.
7

-
2
5
.
4

-
4
1
.
4

-
1
5
.
2

資
料

出
所

　
中

小
企

業
庁

「
中

小
企

業
景

況
調

査
」

（
注

）
１

　
本

調
査

の
調

査
対

象
企

業
は

以
下

の
と

お
り

（
全

国
で

約
１

万
９

千
社

）
で

あ
る

。

　
　

　
　

製
造

業
、

建
設

業
：

資
本

金
３

億
円

以
下

又
は

従
業

員
３

０
０

人
以

下
卸

売
業

：
資

本
金

１
億

円
以

下
又

は
従

業
員

１
０

０
人

以
下

　
　

　
　

小
売

業
：

資
本

金
５

千
万

円
以

下
又

は
従

業
員

５
０

人
以

下
サ

ー
ビ

ス
業

：
資

本
金

５
千

万
円

以
下

又
は

従
業

員
１

０
０

人
以

下

　
　

　
２

　
「

Ｄ
Ｉ

」
と

は
、

D
i
f
f
u
s
i
o
n
 
I
n
d
e
x
の

略
で

、
「

増
加

」
・

「
好

転
」

し
た

な
ど

と
す

る
企

業
の

割
合

（
百

分
率

）
か

ら
、

　
　

　
　

「
減

少
」

・
「

悪
化

」
し

た
な

ど
と

す
る

企
業

の
割

合
（

百
分

率
）

を
引

い
た

値
で

あ
る

。

令
和

元
年

令
和

２
年

令
和

３
年

令
和

４
年

-2
6
-

129129



▲
8
0

▲
7
0

▲
6
0

▲
5
0

▲
4
0

▲
3
0

▲
2
0

▲
1
00

1
0

Ⅱ
Ⅲ

Ⅳ
Ⅰ

Ⅱ
Ⅲ

Ⅳ
Ⅰ

Ⅱ
Ⅲ

Ⅳ
Ⅰ

Ⅱ
Ⅲ

Ⅳ
Ⅰ

Ⅱ
Ⅲ

Ⅳ
Ⅰ

Ⅱ
Ⅲ

Ⅳ
Ⅰ

Ⅱ

平
成

2
8
年

2
9
年

3
0
年

3
1
年

令
和

元
年

2
年

３
年

４
年

業
況

判
断

D
Iの

推
移

（５
業

種
別

）

製
造

業

建
設

業

卸
売

業

小
売

業

サ
ー

ビ
ス

業

（
期

）

（
年

）

資
料

出
所

中
小

企
業

庁
「
中

小
企

業
景

況
調

査
」

（
％

ポ
イ

ン
ト

）

（
注

）
前

年
同

期
比

「
好

転
」
－

「
悪

化
」

-2
7
-

130130



１
１

　
法

人
企

業
統

計
で

み
た

労
働

生
産

性
の

推
移

年
度

前
年

度
比

前
年

度
比

前
年

度
比

前
年

度
比

前
年

度
比

前
年

度
比

前
年

度
比

平
成

23
年

度
66

8
▲

 0
.4

 
1,

01
7

▲
 2

.8
 

54
4

▲
 0

.7
 

43
8

5
.0

 
9
1
6

▲
 1

.4
 

5
5
5

0
.5

 
4
8
6

9
.2

 

24
年

度
66

6
▲

 0
.3

 
1,

02
3

0.
6 

53
5

▲
 1

.7
 

43
4

▲
 0

.9
 

9
3
6

2
.2

 
5
5
0

▲
 0

.9
 

4
7
9

▲
 1

.4
 

25
年

度
69

0
3.

6 
1,

13
5

10
.9

 
54

3
1.

5 
45

3
4
.4

 
9
6
4

3
.0

 
5
5
9

1
.6

 
4
7
8

▲
 0

.2
 

26
年

度
70

5
2.

2 
1,

14
9

1.
2 

54
7

0.
7 

44
6

▲
 1

.5
 

9
7
2

0
.8

 
5
7
0

2
.0

 
4
9
0

2
.5

 

27
年

度
72

5
2.

8 
1,

13
7

▲
 1

.0
 

55
5

1.
5 

52
1

1
6
.8

 
1
,0

0
7

3
.6

 
5
8
6

2
.8

 
4
9
1

0
.2

 

28
年

度
72

7
0.

3 
1,

15
8

1.
8 

55
4

▲
 0

.2
 

52
7

1
.2

 
1
,0

3
3

2
.6

 
5
8
2

▲
 0

.7
 

5
0
3

2
.4

 

29
年

度
73

9
1.

7 
1,

22
7

6.
0 

57
2

3.
2 

48
4

▲
 8

.2
 

1
,0

3
6

0
.3

 
5
9
1

1
.5

 
5
0
2

▲
 0

.2
 

30
年

度
73

0
▲

 1
.2

 
1,

20
1

▲
 2

.1
 

57
0

▲
 0

.3
 

48
5

0
.2

 
1
,0

5
9

2
.2

 
5
6
6

▲
 4

.2
 

4
9
4

▲
 1

.6
 

令
和

元
年

度
71

5
▲

 2
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8

福
岡

5
.2

5
.0

4.
5

4.
1

3.
5

3.
3

2.
9

2.
8

3.
0

3.
0

2.
9

山
口

3
.5

3
.4

3.
0

2.
8

2.
4

2.
0

1.
8

1.
8

1.
9

2.
0

1.
6

岐
阜

3
.4

3
.0

2.
5

2.
3

2.
1

1.
9

1.
3

1.
3

1.
6

1.
7

1.
2

福
井

2
.6

2
.6

2.
4

1.
8

1.
9

1.
6

1.
4

1.
4

1.
6

1.
6

1.
7

和
歌

山
3
.6

3
.1

2.
7

2.
4

2.
2

1.
8

1.
9

1.
6

2.
3

2.
5

2.
6

北
海

道
5
.2

4
.6

4.
1

3.
5

3.
6

3.
3

2.
9

2.
6

2.
9

3.
0

3.
1

新
潟

3
.7

3
.5

3.
3

2.
9

2.
8

2.
6

2.
1

2.
1

2.
3

2.
3

2.
8

徳
島

4
.1

3
.5

3.
3

3.
0

2.
7

2.
7

2.
2

1.
9

2.
2

2.
5

2.
5

福
島

4
.0

3
.6

3.
1

3.
1

2.
7

2.
4

2.
1

2.
1

2.
4

2.
3

2.
2

大
分

4
.0

3
.8

3.
3

2.
9

2.
5

2.
3

2.
0

2.
0

2.
0

2.
2

2.
0

山
形

3
.4

3
.1

2.
9

2.
7

2.
4

1.
9

1.
7

1.
7

2.
2

2.
2

2.
3

愛
媛

3
.8

3
.4

3.
2

2.
8

2.
6

2.
3

1.
7

1.
7

2.
0

2.
0

2.
2

島
根

2
.5

2
.8

2.
5

2.
6

1.
7

1.
1

1.
4

1.
6

1.
4

1.
7

1.
1

鳥
取

3
.7

3
.4

2.
7

2.
7

2.
3

2.
0

2.
0

2.
3

2.
3

2.
0

2.
4

熊
本

4
.3

4
.2

3.
9

3.
5

3.
1

2.
9

2.
7

2.
7

2.
8

2.
8

2.
7

長
崎

4
.4

4
.2

3.
6

3.
2

2.
8

2.
6

2.
2

2.
2

2.
5

2.
4

2.
2

高
知

3
.8

3
.3

3.
3

3.
0

3.
3

3.
0

2.
2

1.
9

2.
5

2.
5

2.
5

岩
手

3
.9

3
.3

2.
9

2.
9

2.
5

2.
1

1.
8

2.
1

2.
5

2.
4

2.
4

鹿
児

島
4
.5

4
.3

3.
9

3.
5

2.
8

2.
8

2.
4

2.
4

2.
7

2.
7

1.
8

佐
賀

3
.8

3
.4

3.
4

3.
0

2.
3

2.
0

1.
8

1.
9

2.
0

1.
6

1.
4

青
森

5
.3

4
.9

4.
2

4.
2

3.
6

3.
1

2.
7

2.
5

3.
0

3.
0

3.
3

秋
田

4
.4

4
.0

3.
7

3.
5

3.
0

2.
8

2.
6

2.
6

2.
8

2.
6

2.
7

宮
崎

4
.3

3
.7

3.
1

3.
2

2.
3

2.
0

1.
4

1.
4

1.
9

2.
3

2.
5

沖
縄

6
.8

5
.7

5.
4

5.
1

4.
3

3.
7

3.
4

2.
7

3.
3

3.
7

3.
9

資
料

出
所

　
総

務
省

統
計

局
「

労
働

力
調

査
都

道
府

県
別

結
果

（
モ

デ
ル

推
計

値
）

」
（

注
）

１
　

数
値

は
、

労
働

力
調

査
の

結
果

を
都

道
府

県
別

に
モ

デ
ル

に
よ

っ
て

推
計

し
た

値
。

（
北

海
道

、
東

京
都

、
神

奈
川

県
、

愛
知

県
、

大
阪

府
、

沖
縄

県
は

比
推

定
に

よ
っ

て
推

計
）

　
　

　
２

　
都

道
府

県
別

に
表

章
す

る
よ

う
に

標
本

設
計

を
行

っ
て

お
ら

ず
（

北
海

道
、

沖
縄

県
を

除
く

）
、

標
本

規
模

も
小

さ
い

こ
と

な
ど

か
ら

、
標

本
誤

差
が

大
き

く
、

利
用

に
際

し
て

　
　

　
　

注
意

が
必

要
。

Ａ ラ ン ク Ｂ ラ ン ク Ｃ ラ ン ク Ｄ ラ ン ク

  
 
  

 
３

　
毎

年
１

～
３

月
期

平
均

公
表

時
に

，
新

た
な

結
果

を
追

加
し

て
再

計
算

を
行

い
，

前
年

ま
で

の
過

去
５

年
間

の
四

半
期

平
均

及
び

年
平

均
結

果
を

遡
っ

て
一

部
改

定
し

て
い

る
。

-
3
2
-
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４
　

賃
金

・
労

働
時

間
の

実
情

と
推

移
　
(1
)　

賃
金

　
　
イ
　
定
期
給
与
の
推
移

(単
位

：
円

)
ラ

ン
ク

都
道

府
県

平
成

24
年

2
5年

2
6年

27
年

28
年

29
年

30
年

令
和

元
年

２
年

３
年

東
京

36
3,

26
7

36
3
,9

8
2

3
65

,
2
03

35
8,

96
3

35
7,

89
2

35
9,

25
5

36
1,

00
9

36
1,

56
2

35
8,

39
0

－
神

奈
川

29
4,

61
4

29
4
,6

6
7

2
96

,
7
17

30
1,

15
3

30
1,

20
5

30
4,

77
7

31
1,

75
8

30
9,

00
3

30
0,

19
8

－
大

阪
30

2,
99

7
29

9
,3

0
2

3
01

,
1
42

30
0,

75
1

30
1,

15
3

29
8,

03
1

29
8,

47
0

29
7,

35
3

29
5,

19
9

－
愛

知
29

4,
81

3
29

8
,0

9
3

3
02

,
8
17

30
5,

27
8

30
8,

27
1

30
7,

63
9

30
9,

84
2

30
9,

45
7

30
3,

42
2

－
埼

玉
25

8,
80

3
25

8
,1

3
9

2
58

,
4
51

25
0,

62
9

25
2,

46
7

25
5,

92
0

26
7,

49
3

26
7,

48
0

25
7,

74
8

－
千

葉
26

4,
87

2
26

4
,1

0
7

2
60

,
6
75

26
3,

35
4

26
4,

58
1

26
7,

51
2

26
9,

05
0

27
5,

33
0

27
1,

34
5

－
京

都
25

4,
27

2
25

6
,0

7
9

2
60

,
8
40

26
6,

27
2

26
8,

47
4

27
1,

02
6

26
8,

38
0

27
1,

01
1

26
6,

44
3

－
兵

庫
27

0,
56

9
27

3
,2

1
2

2
76

,
0
55

26
4,

31
1

26
8,

13
5

27
0,

60
1

28
2,

49
7

28
4,

18
4

27
0,

45
0

－
静

岡
27

6,
56

1
27

7
,7

1
3

2
79

,
5
70

27
3,

18
8

27
4,

15
7

27
4,

83
9

27
4,

63
1

27
6,

85
1

27
4,

97
2

－
滋

賀
27

5,
52

4
27

5
,2

1
4

2
74

,
6
47

28
7,

62
4

29
0,

23
1

28
8,

40
0

28
5,

70
0

29
0,

32
1

27
8,

54
3

－
茨

城
28

3,
53

9
28

1
,9

4
0

2
83

,
3
74

27
9,

69
9

28
2,

91
9

28
4,

83
1

29
0,

22
0

29
1,

25
7

28
8,

64
2

－
栃

木
28

6,
93

0
28

6
,3

5
7

2
85

,
2
48

28
1,

69
8

28
4,

33
6

28
7,

27
1

28
1,

88
0

27
9,

69
6

27
7,

56
0

－
広

島
26

6,
03

1
26

8
,0

1
1

2
73

,
0
70

28
3,

56
0

28
6,

96
2

29
0,

00
2

28
8,

11
3

28
9,

70
5

28
2,

37
6

－
長

野
26

8,
85

6
26

7
,5

1
5

2
67

,
7
91

27
4,

11
3

27
4,

31
2

27
6,

18
3

27
4,

73
8

27
4,

96
4

27
2,

54
2

－
富

山
27

1,
06

9
27

1
,7

7
6

2
73

,
5
90

27
1,

96
6

27
4,

81
0

27
3,

58
2

27
3,

64
6

27
2,

53
6

26
9,

88
0

－
三

重
28

2,
50

5
28

5
,7

9
8

2
89

,
3
56

27
5,

49
5

27
7,

99
3

28
1,

53
7

28
5,

76
0

28
7,

08
4

29
0,

27
0

－
山

梨
26

3,
27

4
26

3
,6

0
8

2
66

,
2
74

26
5,

27
4

26
6,

47
6

26
9,

77
8

27
3,

43
3

26
5,

39
5

26
5,

39
2

－
群

馬
27

1,
60

3
27

2
,3

1
3

2
74

,
9
18

27
2,

58
5

27
3,

94
3

28
0,

35
0

28
1,

06
2

26
8,

39
9

27
0,

13
0

－
岡

山
27

2,
85

8
27

6
,1

6
3

2
77

,
9
28

28
1,

69
8

28
1,

31
6

28
5,

78
9

26
9,

31
1

26
4,

82
8

26
9,

35
8

－
石

川
25

9,
45

2
25

9
,8

5
3

2
64

,
9
69

27
7,

96
8

27
9,

70
8

27
9,

83
4

27
8,

38
7

27
0,

27
1

27
1,

70
5

－
香

川
26

7,
40

7
26

5
,1

9
3

2
67

,
7
55

26
7,

76
6

26
6,

42
5

26
4,

92
8

27
5,

13
0

27
1,

07
3

26
4,

35
7

－
奈

良
25

2,
76

3
24

8
,6

8
8

2
49

,
9
08

24
9,

52
9

24
7,

71
6

25
0,

71
9

24
6,

58
5

24
5,

58
4

24
7,

53
0

－
宮

城
26

9,
22

2
26

9
,4

4
5

2
76

,
6
02

25
8,

08
4

25
9,

70
9

26
2,

28
3

26
9,

79
9

26
8,

95
4

26
8,

97
0

－
福

岡
27

1,
60

0
27

1
,1

7
6

2
78

,
4
59

27
5,

66
9

27
7,

90
3

28
0,

59
0

27
4,

89
3

26
9,

11
0

27
1,

27
0

－
山

口
26

7,
58

2
26

7
,7

5
3

2
71

,
1
21

27
1,

65
3

27
2,

01
3

27
2,

88
9

26
7,

64
9

26
0,

02
2

25
6,

76
9

－
岐

阜
25

6,
70

5
25

9
,9

4
3

2
66

,
4
75

26
3,

76
3

26
3,

14
3

26
3,

73
0

25
7,

31
8

26
3,

71
2

26
2,

69
0

－
福

井
26

7,
59

3
26

5
,6

6
3

2
67

,
5
74

27
7,

73
1

27
9,

57
8

28
2,

06
0

27
7,

40
7

27
9,

46
3

27
3,

55
8

－
和

歌
山

25
4,

86
8

25
2
,9

3
5

2
55

,
4
71

25
2,

88
6

25
2,

74
2

24
8,

30
7

25
6,

37
4

25
4,

27
1

25
2,

58
9

－
北

海
道

24
4,

72
9

24
4
,8

6
1

2
48

,
6
41

24
5,

19
1

24
6,

08
3

25
0,

40
6

26
1,

64
9

26
8,

98
8

26
4,

92
4

－
新

潟
26

3,
48

7
26

4
,8

6
2

2
68

,
2
93

25
8,

33
2

26
0,

72
2

26
4,

72
5

26
0,

12
0

25
0,

65
6

25
6,

32
1

－
徳

島
27

0,
69

8
26

5
,2

3
8

2
69

,
3
58

26
5,

22
4

26
6,

25
3

26
7,

23
6

26
6,

72
6

26
3,

21
7

26
5,

35
1

－
福

島
27

0,
24

0
26

8
,1

9
9

2
69

,
0
19

26
8,

83
8

27
0,

35
4

27
0,

46
2

27
0,

10
7

27
0,

60
1

26
7,

66
5

－
大

分
25

4,
26

7
25

2
,8

6
5

2
55

,
1
84

25
7,

00
0

25
8,

25
1

26
0,

74
4

25
3,

86
1

25
2,

01
9

25
8,

21
0

－
山

形
24

1,
84

2
24

3
,8

9
8

2
47

,
0
33

25
3,

75
9

25
4,

37
5

25
7,

28
7

26
0,

67
8

25
8,

97
5

24
6,

31
1

－
愛

媛
25

3,
56

2
25

3
,7

4
0

2
55

,
1
74

26
0,

26
5

26
2,

60
8

26
5,

11
7

25
0,

09
8

24
7,

72
3

25
0,

93
2

－
島

根
25

0,
29

9
25

3
,1

2
0

2
58

,
0
29

25
4,

88
3

25
8,

03
8

26
0,

04
2

26
0,

06
2

26
0,

84
1

26
1,

70
2

－
鳥

取
24

5,
03

0
24

5
,0

6
8

2
48

,
1
19

25
7,

03
0

25
9,

36
8

26
0,

37
4

25
1,

11
5

24
4,

31
9

24
5,

50
4

－
熊

本
25

3,
38

3
25

5
,5

0
4

2
58

,
5
76

25
9,

80
4

26
0,

63
0

26
4,

27
5

25
7,

68
0

25
6,

77
3

24
7,

24
7

－
長

崎
23

8,
81

6
23

5
,9

0
5

2
38

,
1
85

24
7,

42
1

24
7,

94
5

24
8,

93
7

24
4,

04
3

24
8,

75
1

25
6,

40
6

－
高

知
26

9,
02

4
26

6
,8

3
0

2
68

,
4
13

26
9,

47
1

26
6,

90
7

26
6,

31
5

24
7,

01
3

25
9,

22
0

25
4,

55
0

－
岩

手
24

1,
48

4
24

4
,6

5
9

2
47

,
2
74

23
9,

79
4

24
3,

46
3

24
2,

58
7

24
6,

89
5

25
0,

86
7

24
9,

56
3

－
鹿

児
島

23
6,

19
4

23
3
,1

0
9

2
32

,
7
59

22
6,

79
3

22
8,

37
2

23
0,

60
3

22
9,

38
8

23
3,

03
8

24
2,

69
9

－
佐

賀
24

1,
83

5
24

2
,3

7
6

2
43

,
1
05

25
2,

26
6

25
2,

62
5

25
5,

73
8

26
0,

74
8

24
6,

92
4

24
0,

84
4

－
青

森
22

7,
43

7
22

8
,8

9
9

2
25

,
8
11

23
7,

49
4

23
7,

20
2

23
7,

53
3

22
4,

89
6

23
0,

56
2

22
7,

72
0

－
秋

田
23

5,
25

8
23

4
,9

8
3

2
40

,
6
52

24
0,

19
9

24
3,

52
5

24
9,

04
0

25
0,

85
1

24
5,

12
7

24
1,

40
8

－
宮

崎
22

8,
36

5
22

6
,9

2
4

2
29

,
4
22

24
4,

15
8

24
5,

75
4

24
4,

29
8

23
4,

93
1

23
7,

61
2

23
8,

65
6

－
沖

縄
22

4,
69

9
22

6
,9

0
7

2
30

,
5
25

23
5,

52
4

23
8,

66
2

24
0,

67
1

23
3,

58
8

23
6,

19
4

24
0,

68
3

－

資
料

出
所

　
厚

生
労

働
省

「
毎

月
勤

労
統

計
調

査
地

方
調

査
」

（
注

）
１

　
事

業
所

規
模

3
0
人

以
上

の
数

値
で

あ
る

。
　

　
　

２
　

令
和

３
年

結
果

は
、

令
和

４
年

６
月

下
旬

公
表

予
定

。

Ａ ラ ン ク Ｂ ラ ン ク Ｃ ラ ン ク Ｄ ラ ン ク

-
3
3
-

137137
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平
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平
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年

平
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令
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元
年

平
均

令
和

２
年

平
均

令
和

３
年

平
均

令
和

４
年

３
月

令
和

４
年

４
月
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7
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6
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,
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奈

川
1
,
1
5
2
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9
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0
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0
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1
,
0
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8

1
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0
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1
,
0
5
9

1
,
0
8
2

1
,
0
9
2

1
,
1
0
1

1
,
0
9
5

資
料

出
所

　
厚

生
労

働
省

「
職

業
安

定
業

務
統

計
」

（
注

）
１

　
公

共
職

業
安

定
所

で
受

理
し

た
パ

ー
ト

タ
イ

ム
労

働
者

の
求

人
票

に
記

載
さ

れ
た

時
給

の
平

均
を

算
出

し
た

も
の

で
あ

る
。

な
お

、
時

給
制

以
外

の
も

の
に

つ
い

て
は

、
時

給
換

算
額

を
算

出
に

用
い

て
い

る
。

　
　

　
２

　
常

用
的

雇
用

（
雇

用
契

約
に

お
い

て
雇

用
期

間
の

定
め

が
な

い
か

又
は

４
か

月
以

上
の

雇
用

期
間

が
定

め
ら

れ
て

い
る

も
の

（
季

節
労

働
を

除
く

。
）

）
の

パ
ー

ト
タ

イ
ム

労
働

者
を

対
象

と
し

て
い

る
。

　
　

　
３

　
１

求
人

票
当

た
り

１
募

集
賃

金
と

し
て

算
出

。
な

お
、

求
人

票
に

は
募

集
賃

金
の

上
限

と
下

限
を

記
載

す
る

こ
と

と
な

っ
て

お
り

、
そ

の
平

均
額

を
１

募
集

賃
金

と
し

て
算

出
し

て
い

る
。

ロ
　

パ
ー

ト
タ

イ
ム

労
働

者
の

１
求

人
票

あ
た

り
の

募
集

賃
金

平
均

額

A ラ ン ク B ラ ン ク C ラ ン ク D ラ ン ク

-
3
4
-
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令
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年
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年
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和
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年
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均
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和

４
年

3
月
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和

４
年
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月
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京
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2

9
1
6

9
5
3

9
3
0

沖
縄

8
7
8

8
9
9

9
2
8

9
5
7

9
7
3

9
8
8

9
7
4

全
国

9
6
2

9
8
2

1
,
0
0
3

1
,
0
2
5

1
,
0
3
5

1
,
0
4
5

1
,
0
4
1

資
料

出
所

　
厚

生
労

働
省

「
職

業
安

定
業

務
統

計
」

（
注

）
１

　
公

共
職

業
安

定
所

で
受

理
し

た
パ

ー
ト

タ
イ

ム
労

働
者

の
求

人
票

に
記

載
さ

れ
た

時
給

の
平

均
を

算
出

し
た

も
の

で
あ

る
。

な
お

、
時

給
制

以
外

の
も

の
に

つ
い

て
は

、
時

給
換

算
額

を
算

出
に

用
い

て
い

る
。

　
　

　
２

　
常

用
的

雇
用

（
雇

用
契

約
に

お
い

て
雇

用
期

間
の

定
め

が
な

い
か

又
は

４
か

月
以

上
の

雇
用

期
間

が
定

め
ら

れ
て

い
る

も
の

（
季

節
労

働
を

除
く

。
）

）
の

パ
ー

ト
タ

イ
ム

労
働

者
を

対
象

と
し

て
い

る
。

　
　

　
３

　
１

求
人

票
当

た
り

１
募

集
賃

金
と

し
て

算
出

。
な

お
、

求
人

票
に

は
募

集
賃

金
の

上
限

と
下

限
を

記
載

す
る

こ
と

と
な

っ
て

お
り

、
そ

の
下

限
額

を
１

募
集

賃
金

と
し

て
算

出
し

て
い

る
。

ハ
　

パ
ー

ト
タ

イ
ム

労
働

者
の

１
求

人
票

あ
た

り
の

募
集

賃
金

下
限

額

A ラ ン ク B ラ ン ク C ラ ン ク D ラ ン ク

-
3
5
-
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(2
)　

労
働
時
間

　
　
常
用
労
働
者
１
人
平
均
月
間
総
実
労
働
時
間
と
所
定
外
労
働
時
間
の
推
移
（
調
査
産
業
計
、
事
業
所
規
模
30
人
以
上
）

（
単

位
：

時
間

）
ラ

ン
ク

都
道
府
県

平
成
24
年

25
年

26
年

27
年

2
8年

2
9年

30
年

令
和

元
年

２
年

３
年

平
成

2
4
年

25
年

26
年

27
年

28
年

29
年

30
年

令
和

元
年

２
年

３
年

東
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2
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7
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.0
12

.1
12

.7
13

.5
13

.1
12

.6
12
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.6
10

.7
-

大
阪

14
7
.8

14
6.

4
14

7.
1

14
6.

6
14

6
.7

14
5
.
2

14
3
.8

14
1.

9
13

7.
0

-
11
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岩
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9
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0
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.4

97
.6

佐
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.
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9
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5
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青
森

99
.
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9
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5
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.0
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.9
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.9
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秋
田

97
.
3

9
7.

3
98

.
1

98
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97
.7
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.1
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98
.2

98
.1

98
.6

宮
崎

97
.
3

9
7.

1
96

.
8

97
.3

96
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.4
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.8

96
.7

96
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96
.9

沖
縄

1
00
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1
01

.
2

99
.
1

98
.9

99
.1

98
.9

99
.2

99
.6

99
.1

99
.6

資
料

出
所

　
総

務
省

「
小

売
物

価
統

計
調

査
（

構
造

編
）

」
（

平
成

25
年

以
前

は
総

務
省

「
消

費
者

物
価

指
数

」
に

よ
る

）
（

注
）

１
　

各
都

道
府

県
の

数
値

は
、

都
道

府
県

庁
所

在
都

市
の

も
の

で
あ

る
。

　
　

　
２

　
指

数
は

「
総

合
」

で
あ

る
。

な
お

、
消

費
者

物
価

地
域

格
差

指
数

に
お

け
る

「
総

合
」

は
、

持
家

の
帰

属
家

賃
を

含
ま

な
い

。

消
費

者
物

価
地

域
差

指
数

（
全

国
平

均
＝

10
0）

Ａ ラ ン ク Ｂ ラ ン ク Ｃ ラ ン ク Ｄ ラ ン ク
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成
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令
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２
年

３
年
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令
和
元
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２
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３
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.
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△
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△
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△
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.
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0
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資
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出
所
　
厚
生
労
働
省
「
毎
月
勤
労
統
計
調
査
地
方
調
査
」

（
注
）
１
　
事
業
所
規
模
５
人
以
上
の
数
値
で
あ
る
。

　
　
　
２
　
全
国
計
の
数
値
は
、
毎
月
勤
労
統
計
調
査
全
国
調
査
の
結
果
で
あ
り
、
都
道
府

県
別
の
数
値
の
合
計
と
は
一
致
し
な
い
。

　
　
　
４
　
令
和
３
年
結
果
は
、
令
和
４
年
６
月
下
旬
公
表
予
定
。

Ａ ラ ン ク B ラ ン ク Ｃ ラ ン ク D ラ ン ク

全
国
計

　
　
　
３
　
各
都
道
府
県
の
増
減
率
は
労
働
基
準
局
賃
金
課
に
て
常
用
労
働
者
数
か
ら
算
出

。

　
６
　
労
働
者
数
等
の
推
移

　
　

(
1
)
　

常
用

労
働

者
数

［
事

業
所

規
模

５
人

以
上

］
（

ラ
ン

ク
別

・
都

道
府

県
別

・
暦

年
）

ラ
ン
ク

都
道
府
県

人
数

（
万

人
）

増
減

（
％

）

-
3
9
-
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平
成

2
9
年

3
0
年

令
和

元
年

２
年

３
年

平
成

2
9
年

3
0
年

令
和

元
年

２
年

３
年

東
　

京
98
3

1,
00
6

1,
02
8

1,
03
9

1,
05
6

3.
1

2.
3

2.
2

1.
0

1.
6

神
奈

川
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5

22
0

22
3

22
6

22
8

3.
2

2.
0

1.
4

1.
3

1.
0

大
　

阪
35
4

36
2

36
8

37
0

37
3

2.
8

2.
2

1.
7

0.
7

0.
9

愛
　

知
28
1

28
6

29
1

29
3

29
4

3.
1

1.
9

1.
8

0.
5

0.
4

埼
　

玉
14
8

15
1

15
4

15
6

15
9

4.
1

2.
4

1.
7

1.
5

1.
7

千
　

葉
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9

12
2

12
4

12
6

12
8

4.
6

2.
4

2.
0

1.
5

1.
3

京
　

都
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2.
6

1.
4

1.
3

0.
8

0.
1

兵
　

庫
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8
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1
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2
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3

14
4

3.
3

1.
8

1.
3

0.
6

0.
3

静
　

岡
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5
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7
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8

11
8

11
9

3.
0

1.
5

1.
2

0.
2

0.
5

滋
　

賀
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39
40

40
40

3.
6

2.
1

1.
8

0.
3

△
 
0.
0

茨
　

城
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79
80

81
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3.
1

1.
8

1.
3

0.
9

1.
0

栃
　

木
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57
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58
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2.
9

1.
8

1.
3

0.
8

1.
0

広
　

島
99
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1
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2
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2
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3
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縄
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（
注

）
１

　
労

働
者

が
雇

用
さ

れ
る

事
業

所
ご

と
に

適
用

事
業

所
と

し
て

届
け

出
る

こ
と

が
原

則
で

あ
る

が
、

本
社

の
み

で
労

務
管

理
を

行
っ

て
い

る
場

合
な

ど
は

、
本

社
が

支
社

を
一

括
し

て
適

用
事

業
所

の
届

出
を

行
う

場
合

が
あ

る
。

Ａ ラ ン ク

(
2
)
 
雇

用
保

険
の

被
保

険
者

数
（

ラ
ン

ク
別

・
都

道
府

県
別

・
暦

年
）

ラ
ン

ク
都

道
府

県
人
数
（
万
人
）

増
減
（
％
）

　
　

　
２

　
一

括
適

用
事

業
所

と
な

っ
た

場
合

、
雇

用
保

険
デ

ー
タ

に
お

け
る

被
保

険
者

数
の

計
上

は
、

届
出

の
あ

っ
た

都
道

府
県

の
み

で
計

上
さ

れ
る

。
　

　
　

３
　

被
保

険
者

に
は

、
一

般
被

保
険

者
の

他
、

高
年

齢
継

続
被

保
険

者
、

短
期

雇
用

特
例

被
保

険
者

、
日

雇
労

働
被

保
険

者
を

含
む

。
　

　
　

４
　

一
般

被
保

険
者

の
雇

用
保

険
加

入
要

件
に

つ
い

て
は

、
一

週
間

の
所

定
労

働
時

間
が

2
0
時

間
以

上
及

び
3
1
日

以
上

の
雇

用
見

込
み

。

B ラ ン ク Ｃ ラ ン ク D ラ ン ク

全
国

計

資
料

出
所

　
厚

生
労

働
省

「
雇

用
保

険
事

業
月

報
」

　
　

　
　

　
（

＝
雇

用
保

険
に

お
け

る
一

括
適

用
）

　
　

　
　

　
　

-
4
0
-
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平
成

2
9
年

3
0
年

令
和

元
年

２
年

３
年

平
成

2
9
年

3
0
年

令
和

元
年

２
年

３
年

東
　

京
7
7
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7
9
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8
1
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8
1
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8
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2
.
3
 

3
.
2
 

1
.
9
 

0
.
7
 

0
.
9
 

神
奈

川
4
8
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4
9
6

5
0
9

5
0
5

5
0
0

1
.
6
 

2
.
3
 

2
.
6
 

△
 
0
.
8
 

△
 
1
.
0
 

大
　

阪
4
3
5

4
4
3

4
5
9

4
6
3

4
6
3

1
.
1
 

2
.
0
 

3
.
6
 

0
.
7
 

0
.
0
 

愛
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3
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6

4
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4
1
4

4
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4
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1
7

1
.
1
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.
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.
6
 

0
.
0
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埼
　

玉
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9
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△
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Ａ ラ ン ク

(3
)　

就
業

者
数

（
ラ
ン

ク
別

・
都

道
府

県
別

・
暦

年
）

ラ
ン

ク
都

道
府

県
人

数
（

万
人

）
増

減
（

％
）

 
 
 
 
 
 
２

　
毎

年
１

～
３

月
期

平
均

公
表

時
に

，
新

た
な

結
果

を
追

加
し

て
再

計
算

を
行

い
，

前
年

ま
で

の
過

去
５

年
間

の
四

半
期

平
均

及
び

年
平

均
結

果
を

遡
っ

て
一

部
改

定
し

て
い

る
。

 
 
 
 
 
 
３

　
全

国
計

の
数

値
は

労
働

力
調

査
結

果
の

数
値

で
あ

り
、

都
道

府
県

別
の

数
値

の
合

計
と

は
一

致
し

な
い

。

B ラ ン ク Ｃ ラ ン ク D ラ ン ク

全
国

計

資
料

出
所

　
総

務
省

統
計

局
「

労
働

力
調

査
都

道
府

県
別

結
果

（
モ

デ
ル

推
計

値
）

」
、

「
労

働
力

調
査

」
（

注
）

１
　

都
道

府
県

別
に

表
章

す
る

よ
う

に
標

本
設

計
を

行
っ

て
お

ら
ず

(
北

海
道

、
沖

縄
県

を
除

く
)
、

標
本

規
模

も
小

さ
い

こ
と

な
ど

か
ら

、
標

本
誤

差
が

大
き

く
、

利
用

に
際

し
て

注
意

が
必

要
。

　
　

　
　

　
　

　
-
4
1
-
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Ⅲ
　

業
 務

 統
 計

 資
 料

 編

146146



(
1
)
 
 
令

和
３

年
度

　
地

域
別

最
低

賃
金

の
審

議
・

決
定

状
況

最
低

賃
金

額
(
円

)
前

年
度

比
（

％
）

引
上

げ
額

(
円

)
引

上
げ

率
（

％
）

A
東

 
 京

1
01

3
1
04

1
10

3
28

2.
76

%
7月

21
日

■
使

側
退

席
３

使
側

棄
権

３
10
月

1日

A
神

奈
川

1
01

2
1
04

0
10

3
28

2.
77

%
8月

4日
●

10
月

1日

A
大

　
阪

9
64

9
92

10
3

28
2.

90
%

8月
4日

●
10
月

1日

A
愛

　
知

9
27

9
55

10
3

28
3.

02
%

8月
5日

●
10
月

1日

A
埼

　
玉

9
28

9
56

10
3

28
3.

02
%

8月
5日

○
10
月

1日

A
千

　
葉

9
25

9
53

10
3

28
3.

03
%

8月
5日

◐
使

側
棄

権
１

10
月

1日

B
京

　
都

9
09

9
37

10
3

28
3.

08
%

8月
5日

●
10
月

1日

B
兵

　
庫

9
00

9
28

10
3

28
3.

11
%

8月
5日

●
10
月

1日

B
静

　
岡

8
85

9
13

10
3

28
3.

16
%

8月
6日

●
10
月

2日

B
滋

　
賀

8
68

8
96

10
3

28
3.

23
%

8月
4日

●
10
月

1日

B
茨

　
城

8
51

8
79

10
3

28
3.

29
%

8月
5日

○
10
月

1日

B
栃

　
木

8
54

8
82

10
3

28
3.

28
%

8月
5日

●
10
月

1日

B
広

　
島

8
71

8
99

10
3

28
3.

21
%

8月
5日

●
10
月

1日

B
長

 
 野

8
49

8
77

10
3

28
3.

30
%

8月
5日

●
10
月

1日

B
富

　
山

8
49

8
77

10
3

28
3.

30
%

8月
5日

●
10
月

1日

B
三

　
重

8
74

9
02

10
3

28
3.

20
%

8月
5日

●
10
月

1日

B
山

　
梨

8
38

8
66

10
3

28
3.

34
%

8月
5日

●
10
月

1日

C
群

　
馬

8
37

8
65

10
3

28
3.

35
%

8月
6日

●
10
月

2日

C
岡

　
山

8
34

8
62

10
3

28
3.

36
%

8月
6日

●
10
月

2日

C
石

　
川

8
33

8
61

10
3

28
3.

36
%

8月
11
日

○
10
月

7日

C
香

　
川

8
20

8
48

10
3

28
3.

41
%

8月
5日

●
10
月

1日

C
奈

　
良

8
38

8
66

10
3

28
3.

34
%

8月
5日

●
10
月

1日

C
宮

　
城

8
25

8
53

10
3

28
3.

39
%

8月
5日

●
10
月

1日

C
福

　
岡

8
42

8
70

10
3

28
3.

33
%

8月
5日

●
10
月

1日

C
山

　
口

8
29

8
57

10
3

28
3.

38
%

8月
5日

●
10
月

1日

C
岐

　
阜

8
52

8
80

10
3

28
3.

29
%

8月
3日

●
10
月

1日

C
福

　
井

8
30

8
58

10
3

28
3.

37
%

8月
5日

●
10
月

1日

C
和

歌
山

8
31

8
59

10
3

28
3.

37
%

8月
5日

●
10
月

1日

C
北

海
道

8
61

8
89

10
3

28
3.

25
%

8月
5日

●
10
月

1日

C
新

　
潟

8
31

8
59

10
3

28
3.

37
%

8月
5日

●
10
月

1日

C
徳

　
島

7
96

8
24

10
4

28
3.

52
%

8月
5日

●
10
月

1日

D
福

　
島

8
00

8
28

10
4

28
3.

50
%

8月
5日

◐
使

側
棄

権
１

10
月

1日

D
大

　
分

7
92

8
22

10
4

30
3.

79
%

8月
10
日

●
10
月

6日

D
山

　
形

7
93

8
22

10
4

29
3.

66
%

8月
6日

●
10
月

2日

D
愛

　
媛

7
93

8
21

10
4

28
3.

53
%

8月
5日

●
10
月

1日

D
島

　
根

7
92

8
24

10
4

32
4.

04
%

8月
6日

◐
10
月

2日

D
鳥

　
取

7
92

8
21

10
4

29
3.

66
%

8月
10
日

●
10
月

6日

D
熊

　
本

7
93

8
21

10
4

28
3.

53
%

8月
5日

●
10
月

1日

D
長

　
崎

7
93

8
21

10
4

28
3.

53
%

8月
6日

●
10
月

2日

D
高

　
知

7
92

8
20

10
4

28
3.

54
%

8月
6日

●
10
月

2日

D
岩

　
手

7
93

8
21

10
4

28
3.

53
%

8月
6日

●
10
月

2日

D
鹿

児
島

7
93

8
21

10
4

28
3.

53
%

8月
6日

●
10
月

2日

D
佐

　
賀

7
92

8
21

10
4

29
3.

66
%

8月
10
日

▲
10
月

6日

D
青

　
森

7
93

8
22

10
4

29
3.

66
%

8月
10
日

●
10
月

6日

D
秋

　
田

7
92

8
22

10
4

30
3.

79
%

8月
5日

●
10
月

1日

D
宮

　
崎

7
93

8
21

10
4

28
3.

53
%

8月
10
日

●
10
月

6日

D
沖

　
縄

7
92

8
20

10
4

28
3.

54
%

8月
12
日

▲
10
月

8日

9
02

9
30

10
3

28
3.

12
%

ー
ー

-42-

　
１

　
全

国
加
重
平
均
額
　
9
3
0円

　
２

　
答

申
時
の
裁
決
状
況
　
○
全
会
一
致
３

件
　

　
●

使
用

者
側

反
対

38
件

　
　

▲
労

働
者

側
反

対
 ２

件

　
　

　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
◐使

側
一
部
反

対
 
３

件
　

■
使

用
者

側
退

席
 １

件

　
３

　
答

申
時
期
　
前
年
よ
り
早
い
 2

0件
　

　
前

年
よ

り
遅

い
 1

5件
　

　
前

年
と

同
じ

 1
2件

　
４

　
発

効
日
　
前
年
よ
り
早
い
 1

4
件
　
　

前
年

よ
り

遅
い

 2
5件

　
　

前
年

と
同

じ
 8

件
　

（
前

年
据
え

置
き

で
あ

っ
た

場
合

は
、

前
々

年
と

比
較

）

　
５

　
目

安
と
の
比
較
　
目
安
を
上
回
る
 
7件

（
前

年
度

引
き

上
げ

は
40

）

改
定

最
低

賃
金

額
結

審
月

日
(
答

申
日

)

　
６

　
異

議
申
出
状
況
　
44

局
（
前
年
度
4
6
局

）

採
決

状
況

発
効

日

全
国
加
重
平
均
額

備
考

ラ
ン

ク
都

道
府

県
名

前
年

度
決

定
金

額
(
円

)
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(
2)

　
目

安
と

改
定

額
と

の
関

係
の

推
移

（
都

道
府

県
別

）
（
単

位
：

円
）

年
度

平
成
２
４

２
５

２
６

２
７

２
８

２
９

３
０

令
和
元

２
３

都
道

府
県

名
 
 
 

都
道

府
県

名
　

東
　

京
東

　
京

Ａ
神

奈
川

－
１

＋
１

神
奈

川
ラ

大
　

阪
＋
１

大
　

阪
ン

愛
　

知
＋
３

＋
３

＋
１

＋
１

＋
１

愛
　

知
ク

埼
　

玉
＋
２

＋
２

＋
１

＋
２

埼
　

玉
千

　
葉

＋
２

＋
２

＋
２

＋
２

千
　

葉
京

　
都

＋
２

＋
１

京
　

都
兵

　
庫

＋
１

＋
１

＋
１

＋
１

兵
　

庫
Ｂ

静
　

岡
＋
３

＋
２

＋
１

静
　

岡
滋

　
賀

＋
３

＋
２

＋
１

＋
２

滋
　

賀
ラ

茨
　

城
＋
３

＋
２

＋
１

＋
２

茨
　

城
栃

　
木

＋
１

＋
１

＋
１

栃
　

木
ン

広
　

島
＋
２

＋
２

＋
１

広
　

島
長

　
野

＋
２

＋
１

＋
１

長
　

野
ク

富
　

山
＋
４

＋
１

＋
１

富
　

山
三

　
重

＋
３

＋
１

＋
１

＋
１

三
　

重
　

山
　

梨
＋
１

＋
１

＋
１

＋
１

山
　

梨
群

　
馬

＋
２

＋
１

＋
１

＋
２

群
　

馬
岡

　
山

＋
２

＋
２

＋
２

＋
１

＋
１

岡
　

山
Ｃ

石
　

川
＋
２

＋
１

＋
１

＋
１

石
　

川
香

　
川

＋
３

＋
２

＋
２

＋
１

＋
１

＋
１

＋
２

香
　

川
　

奈
　

良
＋
２

＋
１

＋
１

奈
　

良
ラ

宮
　

城
＋
１

＋
１

＋
１

宮
　

城
福

　
岡

＋
２

＋
１

＋
１

＋
１

＋
１

福
　

岡
　

山
　

口
＋
２

＋
１

＋
１

山
　

口
ン

岐
　

阜
＋
２

＋
１

＋
１

岐
　

阜
　

福
　

井
＋
２

＋
１

＋
１

＋
１

福
　

井
和

歌
山

＋
１

＋
１

＋
１

＋
１

＋
１

和
歌

山
ク

北
海

道
北

海
道

　
新

　
潟

＋
２

＋
２

＋
１

＋
１

＋
１

新
　

潟
　

徳
　

島
＋
３

＋
２

＋
１

＋
１

＋
３

徳
　

島
福

　
島

＋
２

＋
１

＋
１

＋
１

＋
２

福
　

島
大

　
分

＋
２

＋
１

＋
１

＋
２

＋
２

＋
２

＋
２

大
　

分
山

　
形

＋
３

＋
１

＋
２

＋
１

＋
１

＋
３

＋
１

山
　

形
Ｄ

愛
　

媛
＋
３

＋
２

＋
１

＋
２

＋
３

愛
　

媛
島

　
根

＋
２

＋
２

＋
２

＋
１

＋
１

＋
１

＋
２

＋
４

島
　

根
鳥

　
取

＋
３

＋
１

＋
１

＋
１

＋
１

＋
２

＋
２

＋
１

鳥
　

取
ラ

熊
　

本
＋
２

＋
１

＋
１

＋
２

＋
２

＋
３

熊
　

本
　

長
　

崎
＋
３

＋
１

＋
１

＋
２

＋
２

＋
３

長
　

崎
高

　
知

＋
３

＋
２

＋
１

＋
２

＋
２

＋
２

高
　

知
ン

岩
　

手
＋
４

＋
２

＋
１

＋
１

＋
２

＋
３

岩
　

手
　

鹿
児

島
＋
３

＋
１

＋
１

＋
３

＋
３

鹿
児

島
佐

　
賀

＋
３

＋
１

＋
１

＋
２

＋
２

＋
２

＋
１

佐
　

賀
ク

青
　

森
＋
２

＋
１

＋
１

＋
１

＋
２

＋
３

＋
１

青
　

森
秋

　
田

＋
３

＋
１

＋
１

＋
１

＋
２

＋
２

＋
２

秋
　

田
宮

　
崎

＋
３

＋
１

＋
１

＋
２

＋
２

＋
３

宮
　

崎
　

沖
　

縄
＋
４

＋
１

＋
１

＋
２

＋
２

＋
２

沖
　

縄
（

注
）

令
和

２
年

度
中

央
最

低
賃

金
審

議
会

の
答

申
で

は
「

引
上

げ
額

の
目

安
を

示
す

こ
と

は
困

難
で

あ
り

、
現

行
水

準
を

維
持

す
る

こ
と

が
適

当
」

と
さ

れ
た

が
、

　
　

 
表

で
は

便
宜

的
に

引
上

げ
額

を
記

載
し

て
い

る
。

-
 4

3
 -
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(
3
)
　

効
力

発
生

年
月

日
の

推
移

都
道
府
県

東
　

京
10
.1

10
.1
9

10
.1

10
.1

10
.1

10
.1

10
.1

10
.1

10
.1

東
　

京

Ａ
神

奈
川

10
.1

10
.2
0

10
.1

10
.1
8

10
.1

10
.1

10
.1

10
.1

10
.1

10
.1

神
奈

川

ラ
大

　
阪

9.
30

10
.1
8

10
.5

10
.1

10
.1

9.
30

10
.1

10
.1

10
.1

大
　

阪

ン
愛

　
知

10
.1

10
.2
6

10
.1

10
.1

10
.1

10
.1

10
.1

10
.1

10
.1

10
.1

愛
　

知

ク
埼

　
玉

10
.1

10
.2
0

10
.1

10
.1

10
.1

10
.1

10
.1

10
.1

10
.1

10
.1

埼
　

玉

千
　

葉
10
.1

10
.1
8

10
.1

10
.1

10
.1

10
.1

10
.1

10
.1

10
.1

10
.1

千
　

葉

京
　

都
10
.1
4

10
.2
4

10
.2
2

10
.7

10
.2

10
.1

10
.1

10
.1

10
.1

京
　

都

兵
　

庫
10
.1

10
.1
9

10
.1

10
.1

10
.1

10
.1

10
.1

10
.1

10
.1

10
.1

兵
　

庫

Ｂ
静

　
岡

10
.1
2

10
.1
2

10
.5

10
.3

10
.5

10
.4

10
.3

10
.4

10
.2

静
　

岡

滋
　

賀
10
.6

10
.2
5

10
.9

10
.8

10
.6

10
.5

10
.1

10
.3

10
.1

10
.1

滋
　

賀

ラ
茨

　
城

10
.6

10
.1
9

10
.4

10
.4

10
.1

10
.1

10
.1

10
.1

10
.1

10
.1

茨
　

城

栃
　

木
10
.1

10
.1
9

10
.1

10
.1

10
.1

10
.1

10
.1

10
.1

10
.1

10
.1

栃
　

木

ン
広

　
島

10
.1

10
.2
4

10
.1

10
.1

10
.1

10
.1

10
.1

10
.1

10
.1

広
　

島

長
　

野
10
.1

10
.2
0

10
.1

10
.1

10
.1

10
.1

10
.1

10
.4

10
.1

10
.1

長
　

野

ク
富

　
山

11
.4

10
.6

10
.1

10
.1

10
.1

10
.1

10
.1

10
.1

10
.1

10
.1

富
　

山

三
　

重
9.
30

10
.1
9

10
.1

10
.1

10
.1

10
.1

10
.1

10
.1

10
.1

10
.1

三
　

重

山
　

梨
10
.1

10
.1
8

10
.1

10
.1

10
.1

10
.1
4

10
.3

10
.1

10
.9

10
.1

山
　

梨

群
　

馬
10
.1
0

10
.1
3

10
.5

10
.8

10
.6

10
.7

10
.6

10
.6

10
.3

10
.2

群
　

馬

岡
　

山
10
.2
4

10
.3
0

10
.5

10
.2

10
.1

10
.1

10
.3

10
.2

10
.3

10
.2

岡
　

山

Ｃ
石

　
川

10
.6

10
.1
9

10
.5

10
.1

10
.1

10
.1

10
.1

10
.2

10
.7

10
.7

石
　

川

香
　

川
10
.5

10
.2
4

10
.1

10
.1

10
.1

10
.1

10
.1

10
.1

10
.1

10
.1

香
　

川

奈
　

良
10
.6

10
.2
0

10
.3

10
.7

10
.6

10
.1

10
.4

10
.5

10
.1

10
.1

奈
　

良

ラ
宮

　
城

10
.1
9

10
.3
1

10
.1
6

10
.3

10
.5

10
.1

10
.1

10
.1

10
.1

10
.1

宮
　

城

福
　

岡
10
.1
3

10
.1
8

10
.5

10
.4

10
.1

10
.1

10
.1

10
.1

10
.1

10
.1

福
　

岡

山
　

口
10
.1

10
.1
0

10
.1

10
.1

10
.1

10
.1

10
.1

10
.5

10
.1

山
　

口

ン
岐

　
阜

10
.1

10
.1
9

10
.1

10
.1

10
.1

10
.1

10
.1

10
.1

10
.1

10
.1

岐
　

阜

福
　

井
10
.6

10
.1
3

10
.4

10
.1

10
.1

10
.1

10
.1

10
.4

10
.2

10
.1

福
　

井

和
歌

山
10
.1

10
.1
9

10
.1
7

10
.2

10
.1

10
.1

10
.1

10
.1

10
.1

10
.1

和
歌

山

ク
北

海
道

10
.1
8

10
.1
8

10
.8

10
.8

10
.1

10
.1

10
.1

10
.3

10
.1

北
海

道

新
　

潟
10
.5

10
.2
6

10
.4

10
.3

10
.1

10
.1

10
.1

10
.6

10
.1

10
.1

新
　

潟

徳
　

島
10
.1
9

10
.3
0

10
.1

10
.4

10
.1

10
.5

10
.1

10
.1

10
.4

10
.1

徳
　

島

福
　

島
10
.1

10
.6

10
.4

10
.3

10
.1

10
.1

10
.1

10
.1

10
.2

10
.1

福
　

島

大
　

分
10
.4

10
.2
0

10
.4

10
.1
7

10
.1

10
.1

10
.1

10
.1

10
.1

10
.6

大
　

分

山
　

形
10
.2
4

10
.2
4

10
.1
7

10
.1
6

10
.7

10
.6

10
.1

10
.1

10
.3

10
.2

山
　

形

Ｄ
愛

　
媛

10
.2
4

10
.3
1

10
.1
2

10
.3

10
.1

10
.1

10
.1

10
.1

10
.3

10
.1

愛
　

媛

島
　

根
10
.1
4

11
.6

10
.5

10
.4

10
.1

10
.1

10
.1

10
.1

10
.1

10
.2

島
　

根

鳥
　

取
10
.2
0

10
.2
5

10
.8

10
.4

10
.1
2

10
.6

10
.5

10
.5

10
.2

10
.6

鳥
　

取

ラ
熊

　
本

10
.1

10
.3
0

10
.1

10
.1
7

10
.1

10
.1

10
.1

10
.1

10
.1

10
.1

熊
　

本

長
　

崎
10
.2
4

10
.2
0

10
.1

10
.7

10
.6

10
.6

10
.6

10
.3

10
.3

10
.2

長
　

崎

高
　

知
10
.2
6

10
.2
6

10
.2
6

10
.1
8

10
.1
6

10
.1
3

10
.5

10
.5

10
.3

10
.2

高
　

知

ン
岩

　
手

10
.2
0

10
.2
7

10
.4

10
.1
6

10
.5

10
.1

10
.1

10
.4

10
.3

10
.2

岩
　

手

鹿
児

島
10
.1
3

10
.2
7

10
.1
9

10
.8

10
.1

10
.1

10
.1

10
.3

10
.3

10
.2

鹿
児

島

佐
　

賀
10
.2
1

10
.2
6

10
.4

10
.4

10
.2

10
.6

10
.4

10
.4

10
.2

10
.6

佐
　

賀

ク
青

　
森

10
.1
2

10
.2
4

10
.2
4

10
.1
8

10
.2
0

10
.6

10
.4

10
.4

10
.3

10
.6

青
　

森

秋
　

田
10
.1
3

10
.2
6

10
.5

10
.7

10
.6

10
.1

10
.1

10
.3

10
.1

10
.1

秋
　

田

宮
　

崎
10
.2
6

11
.2

10
.1
6

10
.1
6

10
.1

10
.6

10
.5

10
.4

10
.3

10
.6

宮
　

崎

沖
　

縄
10
.2
5

10
.2
6

10
.2
4

10
.9

10
.1

10
.1

10
.3

10
.3

10
.3

10
.8

沖
　

縄

　
　
　
　
　
　
 年

度
都
道
府
県
名

平
成
24

25
26

27
28

29
30

令
和
元

２
３

-
 4

4
 -

149149



（
4）

　
加
重

平
均
額
と
引
上
げ
率
の
推
移
（
全
国
・
ラ
ン
ク
別
）

(単
位

：円
）

　
　

全
　

　
国

74
9

76
4

78
0

79
8

82
3

84
8

8
7
4

9
0
1

9
0
2

9
3
0

(1
.6

3)
(2

.0
0)

(2
.0

9)
(2

.3
1)

(3
.1

3)
(3

.0
4)

(3
.0

7)
(3

.0
9)

(0
.1

1)
(3

.1
0)

A
ラ

ン
ク

81
7

83
6

85
5

87
5

90
0

92
0

9
4
7

9
7
5

9
7
6

1
,0

0
4

(1
.6

2)
(2

.3
3)

(2
.2

7)
(2

.3
4)

(2
.8

6)
(2

.2
2)

(2
.9

3)
(2

.9
6)

(0
.1

0)
(2

.8
7)

B
ラ

ン
ク

73
4

74
7

76
3

78
1

80
6

82
1

8
4
7

8
7
4

8
7
5

9
0
3

(1
.2

4)
(1

.7
7)

(2
.1

4)
(2

.3
6)

(3
.2

0)
(1

.8
6)

(3
.1

7)
(3

.1
9)

(0
.1

1)
(3

.2
0)

C
ラ

ン
ク

69
9

71
1

72
5

74
2

76
4

78
7

8
1
2

8
3
8

8
3
9

8
6
7

(1
.1

6)
(1

.7
2)

(1
.9

7)
(2

.3
4)

(2
.9

6)
(3

.0
1)

(3
.1

8)
(3

.2
0)

(0
.1

2)
(3

.3
4)

D
ラ

ン
ク

65
4

66
6

67
9

69
5

71
7

73
9

7
6
3

7
9
1

7
9
3

8
2
2

(0
.9

3)
(1

.8
3)

(1
.9

5)
(2

.3
6)

(3
.1

7)
(3

.0
7)

(3
.2

5)
(3

.6
7)

(0
.2

5)
(3

.6
6)

(注
）

１
　

金
額

は
適

用
労

働
者

数
に

よ
る

加
重

平
均

時
間

額
で

あ
る

。
２

　
（　

　
)内

は
引

上
げ

率
（％

）を
示

す
。

３
　

各
ラ

ン
ク

は
、

各
年

度
に

お
け

る
適

用
ラ

ン
ク

で
あ

る
。

４
　

平
成

23
年

度
と

平
成

29
年

度
は

ラ
ン

ク
区

分
の

入
替

え
（例

え
ば

平
成

29
年

度
は

、
埼

玉
Ｂ

→
Ａ

、
山

梨
Ｃ

→
Ｂ

、
徳

島
Ｄ

→
Ｃ

）
が

あ
っ

た
た

め
、

　
　

引
上

げ
率

等
の

比
較

に
は

注
意

が
必

要
。

　
　

　
　

　
　

　
　

年
度

ラ
ン

ク
３

０
令

和
元

２
３

平
成

 ２
４

２
５

２
６

２
７

２
８

２
９

-
 4

5
 -

150150



(5
)　

最
高
額
と
最
低
額
及
び
格
差
の
推
移

①
　
最
高
額

　
　
　
(円

）
7
0
8

7
0
8

7
1
0

7
1
4

7
1
9

7
3
9

7
6
6

7
9
1

8
2
1

8
3
7

東
京

東
京

東
京

東
京

東
京

東
京

東
　
　
京

神
 奈

 川
東

京
東

京
東

京

②
　
最
低
額

　
　
　
(円

）
6
0
4

6
0
5

6
0
6

6
0
8

6
1
0

6
1
8

6
2
7

6
2
9

6
4
2

6
4
5

沖
縄

青
森
 岩

手
 秋

田
佐
賀
 長

崎
 宮

崎
鹿
児
島
 沖

縄
 ●

青
森
 岩

手
 秋

田
佐
賀
 長

崎
 宮

崎
鹿
児
島
 沖

縄
 
●

青
森
 岩

手
 秋

田
佐
賀
 長

崎
 宮

崎
鹿
児
島
 沖

縄
 ●

青
森
 岩

手
秋
田
 沖

縄
秋
田

沖
縄

宮
崎
 鹿

児
島

沖
縄
 ●

　
●

佐
賀
 長

崎
宮
崎
 沖

縄

鳥
取
 島

根
 高

知
佐
賀
 長

崎
 宮

崎
鹿
児
島
 沖

縄
 ●

岩
手
 高

知
沖
縄
 ●

●

　
格
差

　
②
／
①
×
10
0

8
5
.3

8
5
.5

8
5
.4

8
5
.2

8
4
.8

8
3
.6

8
1
.9

7
9
.5

7
8
.2

7
7
.1

①
　
最
高
額

　
　
　
(円

）
8
5
0

8
6
9

8
8
8

9
0
7

9
3
2

9
5
8

9
8
5

1
,0

1
3

1
,0

1
3

1
,0

4
1

東
京

東
京

東
京

東
京

東
京

東
京

東
京

東
京

東
京

東
京

②
　
最
低
額

　
　
　
(円

）
6
5
2

6
6
4

6
7
7

6
9
3

7
1
4

7
3
7

7
6
1

7
9
0

7
9
2

8
2
0

島
根

高
知

鳥
取
 島

根
 高

知
佐
賀
 長

崎
 熊

本
大
分
 宮

崎
 沖

縄

鳥
取
 高

知
 長

崎
熊
本
 大

分
 宮

崎
沖
縄
　
　
　
　

●

鳥
取
 高

知
宮
崎
 沖

縄
宮
崎

沖
縄

高
知
 佐

賀
 長

崎
熊
本
 大

分
 宮

崎
鹿
児
島
 沖

縄
 
●

鹿
児
島

青
森
 岩

手
 秋

田
山
形
 鳥

取
 島

根
愛
媛
 高

知
 佐

賀
長
崎
 熊

本
 大

分
宮
崎
 鹿

児
島
 ●

沖
縄
　
　
　
　
●

秋
田
 鳥

取
 島

根
高
知
 佐

賀
 大

分
沖
縄
　
　
　
　
●

高
知
 沖

縄

　
格
差

　
②
／
①
×
10
0

7
6
.7

7
6
.4

7
6
.2

7
6
.4

7
6
.6

7
6
.9

7
7
.3

7
8
.0

7
8
.2

7
8
.8

30
令
和
元

２
３

20
21

22
23

　
　
　
　
年
度

ラ
ン
ク

　
　
　
　
年
度

ラ
ン
ク

29

平
成
14

15
16

17
18

19

24
25

26
27

28

- 
46

 -

151151



(
6
)
　

地
域

別
最

低
賃

金
引

上
げ

率
の

推
移

（
単

位
：

％
）

　
東

　
京

1
.
5
5

2
.
2
4

2
.
1
9

2
.
1
4

2
.
7
6

2
.
7
9

2
.
8
2

2
.
8
4

0
.
0
0

2
.
7
6

Ａ
神

奈
川

1
.
5
6

2
.
2
4

2
.
1
9

2
.
0
3

2
.
7
6

2
.
8
0

2
.
8
2

2
.
8
5

0
.
1
0

2
.
7
7

ラ
大

　
阪

1
.
7
8

2
.
3
8

2
.
3
2

2
.
3
9

2
.
9
1

2
.
9
4

2
.
9
7

2
.
9
9

0
.
0
0

2
.
9
0

ン
愛

　
知

1
.
0
7

2
.
9
0

2
.
5
6

2
.
5
0

3
.
0
5

3
.
0
8

3
.
1
0

3
.
1
2

0
.
1
1

3
.
0
2

ク
埼

　
玉

1
.
5
8

1
.
8
2

2
.
1
7

2
.
2
4

3
.
0
5

3
.
0
8

3
.
1
0

3
.
1
2

0
.
2
2

3
.
0
2

千
　

葉
1
.
0
7

2
.
7
8

2
.
7
0

2
.
3
8

3
.
0
6

3
.
0
9

3
.
1
1

3
.
1
3

0
.
2
2

3
.
0
3

京
　

都
1
.
0
7

1
.
8
4

2
.
0
7

2
.
2
8

2
.
9
7

3
.
0
1

3
.
0
4

3
.
0
6

0
.
0
0

3
.
0
8

Ｂ
兵

　
庫

1
.
3
5

1
.
6
0

1
.
9
7

2
.
3
2

3
.
1
5

3
.
0
5

3
.
2
0

3
.
2
1

0
.
1
1

3
.
1
1

　
静

　
岡

0
.
9
6

1
.
9
0

2
.
1
4

2
.
3
5

3
.
0
7

3
.
1
0

3
.
1
3

3
.
1
5

0
.
0
0

3
.
1
6

ラ
滋

　
賀

0
.
9
9

1
.
9
6

2
.
1
9

2
.
4
1

3
.
1
4

3
.
1
7

3
.
2
0

3
.
2
2

0
.
2
3

3
.
2
3

茨
　

城
1
.
0
1

2
.
0
0

2
.
2
4

2
.
4
7

3
.
2
1

3
.
2
4

3
.
2
7

3
.
2
8

0
.
2
4

3
.
2
9

ン
栃

　
木

0
.
7
1

1
.
8
4

2
.
0
9

2
.
4
6

3
.
2
0

3
.
2
3

3
.
2
5

3
.
2
7

0
.
1
2

3
.
2
8

広
　

島
1
.
2
7

1
.
9
5

2
.
3
2

2
.
5
3

3
.
1
2

3
.
1
5

3
.
1
8

3
.
2
0

0
.
0
0

3
.
2
1

ク
長

　
野

0
.
8
6

1
.
8
6

2
.
1
0

2
.
4
7

3
.
2
2

3
.
2
5

3
.
2
7

3
.
2
9

0
.
1
2

3
.
3
0

富
　

山
1
.
1
6

1
.
7
1

2
.
2
5

2
.
4
7

3
.
2
2

3
.
2
5

3
.
2
7

3
.
2
9

0
.
1
2

3
.
3
0

　
三

　
重

0
.
9
8

1
.
8
0

2
.
1
7

2
.
3
9

3
.
1
1

3
.
1
4

3
.
1
7

3
.
1
9

0
.
1
1

3
.
2
0

山
　

梨
0
.
7
2

1
.
5
8

2
.
1
2

2
.
2
2

2
.
9
9

3
.
2
9

3
.
3
2

3
.
3
3

0
.
1
2

3
.
3
4

群
　

馬
0
.
8
7

1
.
5
8

1
.
9
8

2
.
2
2

2
.
9
9

3
.
1
6

3
.
3
2

3
.
2
1

0
.
2
4

3
.
3
5

Ｃ
岡

　
山

0
.
8
8

1
.
7
4

2
.
2
8

2
.
2
3

2
.
9
9

3
.
1
7

3
.
3
3

3
.
2
2

0
.
1
2

3
.
3
6

石
　

川
0
.
8
7

1
.
5
9

1
.
9
9

2
.
3
7

2
.
9
9

3
.
1
7

3
.
2
0

3
.
2
3

0
.
1
2

3
.
3
6

香
　

川
1
.
0
5

1
.
7
8

2
.
3
3

2
.
4
2

3
.
2
0

3
.
2
3

3
.
3
9

3
.
2
8

0
.
2
4

3
.
4
1

ラ
奈

　
良

0
.
8
7

1
.
5
7

1
.
9
7

2
.
2
1

2
.
9
7

3
.
1
5

3
.
1
8

3
.
2
1

0
.
1
2

3
.
3
4

宮
　

城
1
.
4
8

1
.
6
1

2
.
0
1

2
.
2
5

3
.
0
3

3
.
2
1

3
.
3
7

3
.
2
6

0
.
1
2

3
.
3
9

福
　

岡
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（２）業種別法違反の状況（令和４年１月～３月、全国計）

監督実施
事業場数

違　　反
事業場数

違反率％
監督実施
事業場数

違　　反
事業場数

違反率％
監督実施
事業場数

違　　反
事業場数

違反率％

01  製造業 4,616 506 11.0% 4,269 467 10.9% 347 39 11.2%

　01　食料品製造業 　 1,292 131 10.1% 1,285 131 10.2% 7 0 0.0%

  02  繊維工業 276 35 12.7% 276 35 12.7% 0 0 -

  03  衣服その他の繊維製品製造業 413 42 10.2% 413 42 10.2% 0 0 -

  04  木材・木製品製造業 114 9 7.9% 113 9 8.0% 1 0 0.0%

  05  家具・装備品製造業 70 6 8.6% 70 6 8.6% 0 0 -

  06  パルプ・紙・紙加工品製造業 122 15 12.3% 122 15 12.3% 0 0 -

  07  印刷・製本業 171 20 11.7% 171 20 11.7% 0 0 -

  08  化学工業 367 49 13.4% 365 49 13.4% 2 0 0.0%

  09  窯業土石製品製造業 94 10 10.6% 79 8 10.1% 15 2 13.3%

  10  鉄鋼業 16 1 6.3% 10 1 10.0% 6 0 0.0%

  11  非鉄金属製造業 24 3 12.5% 18 2 11.1% 6 1 16.7%

  12  金属製品製造業 230 13 5.7% 228 13 5.7% 2 0 0.0%

  13  一般機械器具製造業 175 18 10.3% 128 12 9.4% 47 6 12.8%

  14  電気機械器具製造業 328 40 12.2% 132 16 12.1% 196 24 12.2%

  15  輸送用機械等製造業 111 9 8.1% 51 5 9.8% 60 4 6.7%

  16  電気・ガス・水道業 1 0 0.0% 1 0 0.0% 0 0 -

  17  その他の製造業 812 105 12.9% 807 103 12.8% 5 2 40.0%

02  鉱業 2 0 0.0% 2 0 0.0% 0 0 -

03  建設業  174 15 8.6% 174 15 8.6% 0 0 -

  01　土木木工事業 43 5 11.6% 43 5 11.6% 0 0 -

  02　建築工事業 80 7 8.8% 80 7 8.8% 0 0 -

  03　その他の建設業 51 3 5.9% 51 3 5.9% 0 0 -

04  運輸交通業 45 10 22.2% 45 10 22.2% 0 0 -

  02  道路旅客運送業 9 2 22.2% 9 2 22.2% 0 0 -

  03  道路貨物運送業 36 8 22.2% 36 8 22.2% 0 0 -

05  貨物取扱業 8 3 37.5% 8 3 37.5% 0 0 -

１号～５号  計 4,845 534 11.0% 4,498 495 11.0% 347 39 11.2%

06  農林業 114 17 14.9% 114 17 14.9% 0 0 -

　01　農業 109 17 15.6% 109 17 15.6% 0 0 -

　02　林業 5 0 0.0% 5 0 0.0% 0 0 -

07  畜産･水産業 33 6 18.2% 33 6 18.2% 0 0 -

　01　畜産業 21 4 19.0% 21 4 19.0% 0 0 -

　02　水産業 12 2 16.7% 12 2 16.7% 0 0 -

08  商業 5,655 598 10.6% 5,611 589 10.5% 44 9 20.5%

  01  卸売業 985 88 8.9% 985 88 8.9% 0 0 -

  02  小売業 3,849 442 11.5% 3,805 433 11.4% 44 9 20.5%

  03  理美容業 721 61 8.5% 721 61 8.5% 0 0 -

  04  その他の商業 100 7 7.0% 100 7 7.0% 0 0 -

09  金融・広告業 67 5 7.5% 67 5 7.5% 0 0 -

　01　金融業 5 1 20.0% 5 1 20.0% 0 0 -

　02　広告・あっせん業 62 4 6.5% 62 4 6.5% 0 0 -

10  映画・演劇業 6 2 33.3% 6 2 33.3% 0 0 -

11  通信業 1 0 0.0% 1 0 0.0% 0 0 -

12  教育・研究業 79 5 6.3% 79 5 6.3% 0 0 -

13  保健衛生業 740 79 10.7% 740 79 10.7% 0 0 -

  01  医療保健業 212 24 11.3% 212 24 11.3% 0 0 -

  02  社会福祉施設 494 50 10.1% 494 50 10.1% 0 0 -

  03  その他の保健衛生業 34 5 14.7% 34 5 14.7% 0 0 -

14  接客娯楽業 2,752 292 10.6% 2,752 292 10.6% 0 0 -

  01  旅館業 507 53 10.5% 507 53 10.5% 0 0 -

  02  飲食店 2,120 226 10.7% 2,120 226 10.7% 0 0 -

  03  その他の接客娯楽業 125 13 10.4% 125 13 10.4% 0 0 -

15  清掃・と畜業 321 26 8.1% 321 26 8.1% 0 0 -

16  官公署 2 1 50.0% 2 1 50.0% 0 0 -

17  その他の事業 350 42 12.0% 350 42 12.0% 0 0 -

  01  派遣業 29 1 3.4% 29 1 3.4% 0 0 -

  02  その他の事業 321 41 12.8% 321 41 12.8% 0 0 -

６号～１７号  計 10,120 1,073 10.6% 10,076 1,064 10.6% 44 9 20.5%

合計 14,965 1,607 10.7% 14,574 1,559 10.7% 391 48 12.3%

業　　　　種
合計 地域別最低賃金適用事業場 特定最低賃金適用事業場
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資料№５－１

順位 ランク 都道府県名 答申金額 前年度決定額 引上額 目安比較 発効年月日

1 A 東　京 1,041円 1,013円 28円 0 令和3年10月1日

2 A 神奈川 1,040円 1,012円 28円 0 令和3年10月1日

3 A 大　阪 992円 964円 28円 0 令和3年10月1日

4 A 埼　玉 956円 928円 28円 0 令和3年10月1日

5 A 愛　知 955円 927円 28円 0 令和3年10月1日

6 A 千　葉 953円 925円 28円 0 令和3年10月1日

7 B 京　都 937円 909円 28円 0 令和3年10月1日

8 B 兵　庫 928円 900円 28円 0 令和3年10月1日

9 B 静　岡 913円 885円 28円 0 令和3年10月2日

10 B 三　重 902円 874円 28円 0 令和3年10月1日

11 B 広　島 899円 871円 28円 0 令和3年10月1日

12 B 滋　賀 896円 868円 28円 0 令和3年10月1日

14 B 栃　木 882円 854円 28円 0 令和3年10月1日

16 B 茨　城 879円 851円 28円 0 令和3年10月1日

17 B 富　山 877円 849円 28円 0 令和3年10月1日

17 B 長　野 877円 849円 28円 0 令和3年10月1日

20 B 山　梨 866円 838円 28円 0 令和3年10月1日

13 C 北海道 889円 861円 28円 0 令和3年10月1日

15 C 岐　阜 880円 852円 28円 0 令和3年10月1日

19 C 福　岡 870円 842円 28円 0 令和3年10月1日

20 C 奈　良 866円 838円 28円 0 令和3年10月1日

22 C 群　馬 865円 837円 28円 0 令和3年10月2日

23 C 岡　山 862円 834円 28円 0 令和3年10月2日

24 C 石　川 861円 833円 28円 0 令和3年10月7日

25 C 新　潟 859円 831円 28円 0 令和3年10月1日

25 C 和歌山 859円 831円 28円 0 令和3年10月1日

27 C 福　井 858円 830円 28円 0 令和3年10月1日

28 C 山　口 857円 829円 28円 0 令和3年10月1日

29 C 宮　城 853円 825円 28円 0 令和3年10月1日

30 C 香　川 848円 820円 28円 0 令和3年10月1日

32 C 徳　島 824円 796円 28円 0 令和3年10月1日

31 D 福　島 828円 800円 28円 0 令和3年10月1日

32 D 島　根 824円 792円 32円 +4 令和3年10月2日

34 D 山　形 822円 793円 29円 +1 令和3年10月2日

34 D 青　森 822円 793円 29円 +1 令和3年10月6日

34 D 秋　田 822円 792円 30円 +2 令和3年10月1日

34 D 大　分 822円 792円 30円 +2 令和3年10月6日

38 D 岩　手 821円 793円 28円 0 令和3年10月2日

38 D 鳥　取 821円 792円 29円 +1 令和3年10月6日

38 D 愛　媛 821円 793円 28円 0 令和3年10月1日

38 D 佐　賀 821円 792円 29円 +1 令和3年10月6日

38 D 長　崎 821円 793円 28円 0 令和3年10月2日

38 D 熊　本 821円 793円 28円 0 令和3年10月1日

38 D 宮　崎 821円 793円 28円 0 令和3年10月6日

38 D 鹿児島 821円 793円 28円 0 令和3年10月2日

46 D 高　知 820円 792円 28円 0 令和3年10月2日

46 D 沖　縄 820円 792円 28円 0 令和3年10月8日

令和３年度　全国の地域別最低賃金答申状況（時間額順）
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資料№５－２

（単位：円）

年度

Ｈ21 Ｈ22 Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｒ１ Ｒ2(※2) Ｒ３ 都道府県名

東　京 東　京

神奈川 +1 -1 +1 神奈川

大　阪 +1 +1 大　阪

愛　知 +1 +3 +1 +3 +3 +1 +1 +1 愛　知

埼　玉 +1～2 +1 +2 +2 +1 +2 埼　玉

千　葉 +6 +2 +2 +2 +2 千　葉

京　都 +1 +2 +1 京　都

兵　庫 +1 +2 +1 +1 +1 +1 兵　庫

静　岡 +2 +2 +2 +3 +2 +1 静　岡

滋　賀 +2 +3 +2 +3 +2 +1 +2 滋　賀

茨　城 +2 +2 +1 +3 +2 +1 +2 茨　城

栃　木 +2 +2 +2 +1 +1 +1 栃　木

広　島 +1 +2 +2 +1 広　島

長　野 +1 +2 +2 +1 +1 長　野

富　山 +2 +2 +4 +1 +1 富　山

三　重 +1 +2 +2 +3 +1 +1 +1 三　重

山　梨 +1 +2 +1 +1 +1 +1 山　梨

群　馬 +1 +2 +1 +2 +1 +1 +2 群　馬

岡　山 +1 +3 +1 +2 +2 +2 +1 +1 岡　山

石　川 +1 +2 +2 +1 +1 +1 石　川

香　川 +1 +2 +2 +3 +2 +2 +1 +1 +1 +2 香　川

奈　良 +1 +2 +1 +2 +1 +1 奈　良

宮　城 -1 +2 ※１ +1 +1 +1 宮　城

福　岡 +5 +2 +2 +2 +1 +1 +1 +1 福　岡

山　口 +1 +2 +2 +2 +1 +1 山　口

岐　阜 +2 +1 +1 岐　阜

福　井 +1 +2 +2 +1 +1 +1 福　井

和歌山 +1 +1 +1 +1 +1 +1 和歌山

北海道 +1～2 北海道

新　潟 +2 +1 +2 +2 +1 +1 +1 新　潟

徳　島 +1 +2 +1 +3 +2 +1 +1 +3 徳　島

福　島 +3 +3 ※１ +2 +1 +1 +1 +2 福　島

大　分 +1 +2 +3 +2 +1 +1 +2 +2 +2 +2 大　分

山　形 +2 +4 +1 +3 +1 +2 +1 +1 +3 +1 山　形

愛　媛 +1 +2 +2 +3 +2 +1 +2 +3 愛　媛

島　根 +1 +2 +3 +2 +2 +2 +1 +1 +1 +2 +4 島　根

鳥　取 +1 +2 +3 +3 +1 +1 +1 +1 +2 +2 +1 鳥　取

熊　本 +2 +3 +3 +2 +1 +1 +2 +2 +3 熊　本

長　崎 +1 +3 +3 +3 +1 +1 +2 +2 +3 長　崎

高　知 +1 +1 +2 +3 +2 +1 +2 +2 +2 高　知

岩　手 +3 +3 ※１ +4 +2 +1 +1 +2 +3 岩　手

鹿児島 +3 +2 +4 +3 +1 +1 +3 +3 鹿児島

佐　賀 +1 +3 +3 +3 +1 +1 +2 +2 +2 +1 佐　賀

青　森 +2 +1 +2 +1 +1 +1 +2 +3 +1 青　森

秋　田 +3 +1 +3 +1 +1 +1 +2 +2 +2 秋　田

宮　崎 +2 +3 +3 +3 +1 +1 +2 +2 +3 宮　崎

沖　縄 +2 +3 +2 +4 +1 +1 +2 +2 +2 沖　縄

地域別最低賃金額と目安額との関係の推移（平成21～令和３年度）

（注１）　平成23年度の岩手、宮城及び福島の３県については、同年度の目安が、「各県ごとの被害状況等に十分に配慮」等した審議を求め
　　　　　た経緯を踏まえ、目安と改定額との差額を記載していない。

都道府県

（注２）　令和２年度中央最低賃金審議会の答申では「引上げ額の目安を示すことは困難であり、現行水準を維持することが適当」とされた
　　　　　が、表では便宜的に引上げ額を記載している。
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資料№５－３

Ｈ21 Ｈ22 Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｒ1 Ｒ2 Ｒ3 都道府県

東　京 10.1 10.24 10.1 10.1 10.19 10.1 10.1 10.1 10.1 10.1 10.1 10.1 東　京

神奈川 10.25 10.21 10.1 10.1 10.2 10.1 10.18 10.1 10.1 10.1 10.1 10.1 10.1 神奈川

大　阪 9.3 10.15 9.3 9.3 10.18 10.5 10.1 10.1 9.3 10.1 10.1 10.1 大　阪

愛　知 10.11 10.24 10.7 10.1 10.26 10.1 10.1 10.1 10.1 10.1 10.1 10.1 10.1 愛　知

埼　玉 10.17 10.16 10.1 10.1 10.2 10.1 10.1 10.1 10.1 10.1 10.1 10.1 10.1 埼　玉

千　葉 10.3 10.24 10.1 10.1 10.18 10.1 10.1 10.1 10.1 10.1 10.1 10.1 10.1 千　葉

京　都 10.17 10.17 10.16 10.14 10.24 10.22 10.7 10.2 10.1 10.1 10.1 10.1 京　都

兵　庫 10.8 10.17 10.1 10.1 10.19 10.1 10.1 10.1 10.1 10.1 10.1 10.1 10.1 兵　庫

静　岡 10.26 10.14 10.14 10.12 10.12 10.5 10.3 10.5 10.4 10.3 10.4 10.2 静　岡

滋　賀 10.1 10.21 10.2 10.6 10.25 10.9 10.8 10.6 10.5 10.1 10.3 10.1 10.1 滋　賀

茨　城 10.8 10.16 10.8 10.6 10.19 10.4 10.4 10.1 10.1 10.1 10.1 10.1 10.1 茨　城

栃　木 10.1 10.7 10.1 10.1 10.19 10.1 10.1 10.1 10.1 10.1 10.1 10.1 10.1 栃　木

広　島 10.8 10.3 10.1 10.1 10.24 10.1 10.1 10.1 10.1 10.1 10.1 10.1 広　島

長　野 10.1 10.29 10.1 10.1 10.2 10.1 10.1 10.1 10.1 10.1 10.4 10.1 10.1 長　野

富　山 10.18 10.27 10.1 11.4 10.6 10.1 10.1 10.1 10.1 10.1 10.1 10.1 10.1 富　山

三　重 10.1 10.22 10.1 9.3 10.19 10.1 10.1 10.1 10.1 10.1 10.1 10.1 10.1 三　重

山　梨 10.1 10.17 10.2 10.1 10.18 10.1 10.1 10.1 10.14 10.3 10.1 10.9 10.1 山　梨

群　馬 10.4 10.9 10.7 10.1 10.13 10.5 10.8 10.6 10.7 10.6 10.6 10.3 10.2 群　馬

岡　山 10.8 11.5 10.27 10.24 10.3 10.5 10.2 10.1 10.1 10.3 10.2 10.3 10.2 岡　山

石　川 10.1 10.3 10.2 10.6 10.19 10.5 10.1 10.1 10.1 10.1 10.2 10.7 10.7 石　川

香　川 10.1 10.16 10.5 10.5 10.24 10.1 10.1 10.1 10.1 10.1 10.1 10.1 10.1 香　川

奈　良 10.17 10.24 10.7 10.6 10.2 10.3 10.7 10.6 10.1 10.4 10.5 10.1 10.1 奈　良

宮　城 10.24 10.24 10.29 10.19 10.31 10.16 10.3 10.5 10.1 10.1 10.1 10.1 10.1 宮　城

福　岡 10.16 10.22 10.15 10.13 10.18 10.5 10.4 10.1 10.1 10.1 10.1 10.1 10.1 福　岡

山　口 10.4 10.29 10.6 10.1 10.1 10.1 10.1 10.1 10.1 10.1 10.5 10.1 山　口

岐　阜 10.19 10.17 10.1 10.1 10.19 10.1 10.1 10.1 10.1 10.1 10.1 10.1 10.1 岐　阜

福　井 10.1 10.21 10.1 10.6 10.13 10.4 10.1 10.1 10.1 10.1 10.4 10.2 10.1 福　井

和歌山 10.31 10.29 10.13 10.1 10.19 10.17 10.2 10.1 10.1 10.1 10.1 10.1 10.1 和歌山

北海道 10.1 10.15 10.6 10.18 10.18 10.8 10.8 10.1 10.1 10.1 10.3 10.1 北海道

新　潟 10.26 10.21 10.7 10.5 10.26 10.4 10.3 10.1 10.1 10.1 10.6 10.1 10.1 新　潟

徳　島 10.1 10.16 10.15 10.19 10.3 10.1 10.4 10.1 10.5 10.1 10.1 10.4 10.1 徳　島

福　島 10.18 10.24 11.2 10.1 10.6 10.4 10.3 10.1 10.1 10.1 10.1 10.2 10.1 福　島

大　分 10.1 10.24 10.2 10.4 10.2 10.4 10.17 10.1 10.1 10.1 10.1 10.1 10.6 大　分

山　形 10.18 10.29 10.29 10.24 10.24 10.17 10.16 10.7 10.6 10.1 10.1 10.3 10.2 山　形

愛　媛 10.1 10.27 10.2 10.24 10.31 10.12 10.3 10.1 10.1 10.1 10.1 10.3 10.1 愛　媛

島　根 10.4 10.24 11.6 10.14 11.6 10.5 10.4 10.1 10.1 10.1 10.1 10.1 10.2 島　根

鳥　取 10.8 10.31 10.29 10.2 10.25 10.8 10.4 10.12 10.6 10.5 10.5 10.2 10.6 鳥　取

熊　本 10.18 11.5 10.2 10.1 10.3 10.1 10.17 10.1 10.1 10.1 10.1 10.1 10.1 熊　本

長　崎 10.1 11.4 10.12 10.24 10.2 10.1 10.7 10.6 10.6 10.6 10.3 10.3 10.2 長　崎

高　知 10.1 10.27 10.26 10.26 10.26 10.26 10.18 10.16 10.13 10.5 10.5 10.3 10.2 高　知

岩　手 10.4 10.3 11.11 10.2 10.27 10.4 10.16 10.5 10.1 10.1 10.4 10.3 10.2 岩　手

鹿児島 10.14 10.28 10.29 10.13 10.27 10.19 10.8 10.1 10.1 10.1 10.3 10.3 10.2 鹿児島

佐　賀 10.1 10.29 10.6 10.21 10.26 10.4 10.4 10.2 10.6 10.4 10.4 10.2 10.6 佐　賀

青　森 10.1 10.29 10.16 10.12 10.24 10.24 10.18 10.2 10.6 10.4 10.4 10.3 10.6 青　森

秋　田 10.1 11.3 10.3 10.13 10.26 10.5 10.7 10.6 10.1 10.1 10.3 10.1 10.1 秋　田

宮　崎 10.14 11.4 11.2 10.26 11.2 10.16 10.16 10.1 10.6 10.5 10.4 10.3 10.6 宮　崎

沖　縄 10.18 11.5 11.6 10.25 10.26 10.24 10.9 10.1 10.1 10.3 10.3 10.3 10.8 沖　縄

地域別最低賃金の発効状況の推移（平成21～令和３年度）
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資料№５－４

 

　　　年度都道府県年度

Ｈ21 Ｈ22 Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｒ1 Ｒ2 Ｒ3 都道府県

東 京 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 東 京

神奈川 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 神奈川

大 阪 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 大 阪

愛 知 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 愛 知

埼 玉 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 埼 玉

千 葉 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 千 葉

京 都 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 京 都

兵 庫 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 兵 庫

静 岡 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 静 岡

滋 賀 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 滋 賀

茨 城 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 茨 城

栃 木 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 栃 木

広 島 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 広 島

長 野 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 長 野

富 山 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 富 山

三 重 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 三 重

山 梨 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 山 梨

群 馬 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 群 馬

岡 山 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 岡 山

石 川 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 石 川

香 川 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 香 川

奈 良 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 奈 良

宮 城 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 宮 城

福 岡 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 福 岡

山 口 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 山 口

岐 阜 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 岐 阜

福 井 ◯ ◯ ◯ 福 井

和歌山 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 和歌山

北 海 道 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 北 海 道

新　潟 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 新　潟

徳 島 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 徳 島

福 島 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 福 島

大 分 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 大 分

山 形 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ○ 山 形

愛 媛 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 愛 媛

島 根 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 島 根

鳥 取 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 鳥 取

熊 本 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 熊 本

長 崎 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 長 崎

高 知 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 高 知

岩 手 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 岩 手

鹿児島 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 鹿児島

佐 賀 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 佐 賀

青 森 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 青 森

秋 田 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 秋 田

宮 崎 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 宮 崎

沖 縄 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 沖 縄

地域別最低賃金の異議申出状況の推移（平成21～令和３年度）
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県名（ランク） R3最賃額 改正前 引上額 本審① 本審② 本審③ 本審④ 専門部会① 専門部会② 専門部会③ 専門部会④ 専門部会⑤ 専門部会⑥

8月5日 7月28日 8月2日 8月3日 8月4日 8月5日

15:30 15:00 13:30 13:30 13:30 13:30

8月5日 7月19日 8月1日 8月2日 8月3日 8月4日

13:30 13:30 13:30 14:00 13:30 13:30

8月10日 7月25日 7月29日 8月1日 8月3日 8月8日 8月9日

10:00 13:30 13:15 13:30 13:30 13:30 10:00

8月9日 7月28日 8月4日 8月5日 8月8日 8月9日

13:30 15:00 10:30 13:30 15:00 10:30

8月5日 8月1日 8月3日 8月5日

15:00 14:30 15:00 13:30

8月5日 8月1日 8月3日 8月4日

13:30 13:30 15:00 10:00

8月5日 8月1日 8月3日 8月5日

16:00 10:30 14:00 13:30

8月5日 7月13日 7月19日 7月27日 8月1日 8月3日 8月5日

16:00 10:00 13:30 13:30 14:30 10:00 10:00

8月8日 7月29日 8月2日 8月4日 8月8日

15:00 11:00 10:00 15:00 10:00

8月5日 8月1日 8月3日 8月5日

15:30 15:30 10:00 13:00

8月5日 8月1日 8月3日 8月5日

15:00 13:30 13:30 13:30

8月5日 8月1日 8月4日 8月5日

15:00 15:30 9:30 13:30

8月5日 7月27日 7月29日 8月2日 8月4日 8月5日

14:00 10:30 10:00 9:30 9:30 9:30

8月10日 8月2日 8月4日 8月10日

15:30 15:30 15:30 13:30

8月5日 7月22日 8月1日 8月5日

15:00 14:00 14:00 10:00

8月5日 8月1日 8月2日 8月3日 8月4日 8月5日

13:00 10:30 9:30 9:30 9:30 9:30

8月5日 7月21日 7月25日 7月29日 8月1日 8月3日 8月5日

16:00 15:00 13:00 16:00 15:00 15:00 15:00

答申日

秋田（Ｄ） 822 792 +30 6月29日 8月1日 8月23日

大分（Ｄ） 822 792 +30 6月29日 8月1日 8月23日

7月1日 7月29日

6月30日 8月23日

宮崎（Ｄ） 821 793 +28 7月7日 8月2日 8月26日

8月1日

8月23日高知（Ｄ） 820 792 +28 6月28日

8月23日

鳥取（Ｄ） 821 792 +29 7月4日 7月29日 8月24日

島根（Ｄ） 824 792 +32 7月6日

愛媛（Ｄ） 821 793 +28

鹿児島（Ｄ） 821 793 +28 7月4日 7月29日

佐賀（Ｄ） 821 792 +29 7月6日 7月29日

+28

821 793 +28

8月23日

8月23日

8月23日

6月28日 7月29日 8月26日

7月7日 8月1日 8月25日

8月23日

8月23日

8月23日

7月29日

8月1日7月15日

7月7日 7月29日

7月4日

8月1日

8月1日

800 +28

822 793 +29

822 793 +29

821 793 +28

東北６県・全国Ｄランク県の審議日程（令和４年度）

沖縄（Ｄ)

長崎（Ｄ）

山形（Ｄ）

青森（Ｄ）

岩手（Ｄ）

熊本（Ｄ）

宮城（Ｃ）

福島（Ｄ）

853 825 +28

828

820 792 +28

821 793

6月29日 7月28日 8月23日

7月4日 7月28日 8月23日
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2021年

5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2022年

1月 2月 3月 4月 5月

指　数 99.5 99.5 99.8 100.0 100.3 99.9 100.2 100.2 100.6 100.6 101.3 101.8 102.2

前月比
　（％）

0.3 0.0 0.3 0.2 0.3 ▲ 0.4 0.4 0.0 0.4 0.0 0.7 0.6 0.4

前　 年
同月比
（％）

▲ 0.3 ▲ 0.2 0.0 0.2 0.4 0.0 0.5 0.7 0.2 0.4 0.9 2.6 2.7

指　数 99.6 99.5 100.0 100.0 100.2 100.0 100.5 100.3 100.4 100.4 101.0 101.6 101.9

前月比
　（％）

0.3 ▲ 0.1 0.5 0.0 0.2 ▲ 0.1 0.4 ▲ 0.2 0.1 0.0 0.6 0.6 0.2

前　 年
同月比
　（％）

▲ 0.1 ▲ 0.3 0.2 0.4 0.4 0.1 0.5 0.4 0.0 0.1 0.5 2.3 2.2

指数 99.1 98.9 99.1 99.0 99.2 98.8 99.0 98.9 98.8 98.5 98.8 99.5 99.8

前月比
　（％）

0.2 ▲ 0.2 0.3 ▲ 0.1 0.2 ▲ 0.4 0.2 ▲ 0.1 ▲ 0.1 ▲ 0.4 0.4 0.7 0.2

前　 年
同月比
　（％）

▲ 0.9 ▲ 1.0 ▲ 0.7 ▲ 0.5 ▲ 0.6 ▲ 1.3 ▲ 1.3 ▲ 1.2 ▲ 1.7 ▲ 1.9 ▲ 1.5 0.6 0.7

生鮮食品及び
エネルギー
を除く総合

  　　2020年(令和2年)を100として

　　　(1)  総合指数は102.2

※　前月比・前年同月比は端数処理前の指数により計算しているため、公表上の指数による計算とは一致しない場合があります。

　　　　　　 前年同月比は2.2％の上昇　　 　　前月比は0.2％の上昇　　

　　　(3)  生鮮食品及びエネルギーを除く総合指数は99.8

　　　　　　 前年同月比は0.7％の上昇  　　　 前月比は0.2％の上昇  

　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

総　　　　合

１　概　　況
　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

 表１　総合、生鮮食品を除く総合、生鮮食品及びエネルギーを除く総合の前月比及び前年同月比

生鮮食品を
除く総合

　　　　　　 前年同月比は2.7％の上昇  　     前月比は0.4％の上昇

　　　(2)  生鮮食品を除く総合指数は101.9

2020年基準   消 費 者 物 価 指 数

山 形 市  2022年(令和4年)5月分

95

96

97

98

99

100

101

102

103

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12月

2020年=100

2019年

2020年

2021年

2022年

令和 4年 7月11日
山形県統計企画課

図１ 総合指数の動き

95

96

97

98

99

100

101

102

103

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12月

2020年=100

2019年

2020年

2021年

2022年

図２ 生鮮食品を除く総合指数の動き

95

96

97

98

99

100

101

102

103

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12月

2020年=100

2019年

2020年

2021年

2022年

図３ 生鮮食品及びエネルギーを除く
総合指数の動き
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2020年＝100　

指数
前　年
同月比

寄与度

（％） 上　昇 下　落

102.2 2.7 2.67 ― ―

食　　料 103.7 4.0 1.04
野菜・海藻　      9.8％(0.30)
果物　　　　　　 13.6％(0.17)

酒類　　　　　▲1.5％(▲0.02)
飲料　　　　　▲1.5％(▲0.02)

住　　居 103.0 1.8 0.35
家賃　　　　　　　1.5％(0.25)
設備修繕・維持　  3.9％(0.10)

光熱・水道 115.4 13.6 1.27
電気代　　　　　 18.7％(0.78)
他の光熱　　　   29.6％(0.40)

家具・家事用品 104.6 1.7 0.07
家庭用耐久財      4.5％(0.06)
寝具類　　　　　　3.0％(0.01)

室内装備品　  ▲4.7％(▲0.01)
家事用消耗品　▲0.4％(　0.00)

被服及び履物 101.3 ▲ 0.1 0.00
シャツ・セーター・下着類
　　　　　　　　　1.8％(0.02)
他の被服　　　　　5.3％(0.01)

履物類　　　　▲7.2％(▲0.03)
衣料　　　　　▲0.7％(▲0.01)

保健医療 99.5 ▲ 0.4 ▲ 0.02

保健医療用品・器具
　　　　　　　　　0.9％(0.01)
医薬品・健康保持用摂取品
　　　　　　　　　0.4％(0.00)

保健医療サービス
　　　　　　　▲1.3％(▲0.03)

交通・通信 92.9 ▲ 1.1 ▲ 0.19 自動車等関係費　　2.2％(0.25)
通信　　　　 ▲11.4％(▲0.43)
交通　　　　  ▲0.9％(▲0.01)

教　　育 99.5 0.7 0.02
補習教育　　　　　0.8％(0.01)
授業料等　　  　　0.5％(0.01)

教養娯楽 102.6 1.2 0.10
教養娯楽サービス　1.2％(0.05)
教養娯楽用耐久財　3.3％(0.02)

諸 雑 費 101.7 0.6 0.03
理美容用品　  　　1.8％(0.03)
たばこ　　　　　　6.3％(0.02)

他の諸雑費　　▲1.2％(▲0.03)

　      他の光熱　　　　　　・・・　灯油

　

〔総合指数の前年同月比に寄与した主な内訳〕

　上昇　電気代　　　　　　　・・・　電気代

　　　　履物類　　　　　　　・・・　運動靴、子供靴

　下落　通信　　　　　　　　・・・　通信料（携帯電話）

　　　　（ただし端数処理の関係で一致しない場合があります。）

　　　全費目の寄与度を合計すると、総合指数の変化率に一致します。

（注）寄与度とは、その費目の指数の変動が、総合指数の変化率のうちどの程度寄与したかを示したものであり、

 総　　  合

２　10大費目指数の動き（2022年 (令和4年)5月分）

（１）前年同月との比較

　 表２　10大費目の前年同月比及び寄与度

主 な 動 き　　※寄与度順
中分類、前年同月比(寄与度)

費　　目
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2020年＝100　

指数 前月比 寄与度

（％） 上　昇 下　落

102.2 0.4 0.37 ― ―

食　　料 103.7 0.9 0.23
果物　　　　　　 11.9％(0.14)
菓子類　　　　　　2.6％(0.07)

飲料　　　　　 ▲1.3％(▲0.02)
肉類　　　　   ▲0.9％(▲0.02)

住　　居 103.0 ▲ 0.1 ▲ 0.01 設備修繕・維持　　0.3％(0.01) 家賃　　　　　 ▲0.1％(▲0.02)

光熱・水道 115.4 0.7 0.07
電気代　       　 1.2％(0.06)
他の光熱　　　　　0.6％(0.01)

家具・家事用品 104.6 1.3 0.05
家事雑貨　　　　　5.7％(0.04)
家庭用耐久財　　　2.2％(0.03)

寝具類　　　　 ▲2.9％(▲0.01)
家事用消耗品　 ▲0.7％(▲0.01)

被服及び履物 101.3 ▲ 0.7 ▲ 0.02 被服関連サービス　3.2％(0.01)
履物類　　　　 ▲3.3％(▲0.01)
衣料　　　　　 ▲0.6％(▲0.01)

保健医療 99.5 ▲ 0.1 ▲ 0.01
医薬品・健康保持用摂取品
                  0.1％(0.00)

保健医療用品・器具
　　　　　　　 ▲0.7％(▲0.01)

交通・通信 92.9 ▲ 0.3 ▲ 0.04 交通　　　　　　　0.1％(0.00) 自動車等関係費 ▲0.4％(▲0.04)

教　　育 99.5 0.9 0.03 授業料等　　　　　1.2％(0.03)

教養娯楽 102.6 0.8 0.06
教養娯楽サービス  0.9％(0.04)
教養娯楽用品　　　1.3％(0.03)

教養娯楽用耐久財
　　　　　　　 ▲1.1％(▲0.01)

諸 雑 費 101.7 0.2 0.01
理美容用品　  　　0.5％(0.01)
身の回り用品　　　0.9％(0.00)

〔総合指数の前月比に寄与した主な内訳〕

　上昇　果物　　　　　　　　　　　・・・　すいか、メロン　など

　下落　自動車等関係費　　　　　　・・・　ガソリン

　　　　菓子類　　　　　　　　　　・・・　チョコレート、まんじゅう　など

　　　　飲料　　　　　　　　　　　・・・　茶飲料、ノンアルコールビール　など

費　　目

   表３　10大費目指数、前月比及び寄与度

（２）前月からの動き

主 な 動 き　　※寄与度順
中分類、前月比(寄与度)

 総　　  合
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（％） （％） （％） （％）

10000 102.2 0.4 2.7 101.8 0.6 2.6

9595 101.9 0.2 2.2 101.6 0.6 2.3

8615 102.2 0.4 2.8 101.8 0.4 2.8

8210 101.8 0.3 2.3 101.5 0.4 2.4

8662 99.8 0.2 0.7 99.5 0.7 0.6

6563 98.8 0.2 0.1 98.6 0.8 0.1

2627 103.7 0.9 4.0 102.8 0.1 3.2

405 110.2 3.2 13.4 106.7 ▲ 0.8 9.6

2222 102.5 0.4 2.3 102.1 0.3 2.1

213 103.0 ▲ 0.7 5.8 103.6 1.6 4.4

199 103.4 ▲ 0.8 4.3 104.3 2.3 4.9

生鮮魚介 95 108.8 0.9 10.9 107.8 2.7 7.2

257 98.3 ▲ 0.9 ▲ 0.9 99.2 ▲ 0.8 0.0

125 104.2 1.8 4.4 102.3 ▲ 0.9 2.2

309 106.5 0.2 9.8 106.3 2.2 7.9

生鮮野菜 196 109.0 ▲ 0.7 14.3 109.8 4.0 12.2

124 112.4 11.9 13.6 100.4 ▲ 10.4 7.0

生鮮果物 114 113.4 12.7 14.0 100.6 ▲ 11.1 7.3

123 105.4 ▲ 0.1 5.9 105.5 2.0 6.0

245 107.2 2.6 5.7 104.5 0.3 3.5

333 104.6 1.1 3.6 103.4 0.4 3.3

156 100.0 ▲ 1.3 ▲ 1.5 101.4 ▲ 0.6 2.7

124 97.8 ▲ 0.6 ▲ 1.5 98.4 ▲ 0.1 ▲ 0.9

419 102.7 0.9 1.1 101.8 0.4 0.2

1910 103.0 ▲ 0.1 1.8 103.0 1.5 1.9

524 105.5 ▲ 0.1 2.0 105.6 0.8 2.1

1668 101.8 ▲ 0.1 1.5 101.9 1.6 1.7

持家の帰属家賃を除く家賃 282 100.4 ▲ 0.5 0.2 100.9 0.8 0.8

242 111.3 0.3 3.9 111.0 0.9 3.5

918 115.4 0.7 13.6 114.7 0.6 14.4

414 118.1 1.2 18.7 116.8 1.1 20.8

156 105.8 0.3 6.1 105.5 1.8 6.3

118 148.7 0.6 29.6 147.9 ▲ 1.4 29.4

230 100.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0

374 104.6 1.3 1.7 103.2 2.6 1.0

127 108.0 2.2 4.5 105.7 8.0 3.9

22 95.8 0.4 ▲ 4.7 95.4 5.6 ▲ 5.1

29 102.3 ▲ 2.9 3.0 105.4 1.2 6.2

67 105.1 5.7 1.8 99.5 ▲ 3.8 ▲ 2.2

108 103.6 ▲ 0.7 ▲ 0.4 104.3 0.9 ▲ 0.2

22 100.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0

寝具類

家事雑貨

家事用消耗品

家事サービス

2022年(令和4年）5月 （前月）2022年(令和4年）4月

中　　分　　類 前　 年
同月比

指　 数 前月比

ガス代

他の光熱

上下水道料

 家具・家事用品

家庭用耐久財

室内装備品

 住　　　居

持家の帰属家賃を除く住居

家賃

設備修繕・維持

 光熱・水道

電気代

油脂・調味料

菓子類

調理食品

飲料

酒類

外食

魚介類

生鮮食品（生鮮魚介、生鮮野菜、生鮮果物）

肉類

乳卵類

野菜・海藻

果物

持家の帰属家賃を除く総合

持家の帰属家賃及び生鮮食品を除く総合

食料（酒類を除く）及びエネルギーを除く総合

 食　　　料

生鮮食品を除く食料

穀類

生鮮食品及びエネルギーを除く総合

2020年＝100　

３　山形市　２０２２年(令和４年)５月分　中分類指数

 総　　　合

生鮮食品を除く総合

前　 年
同月比

ウ
エ
イ
ト

指　 数 前月比
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（％） （％） （％） （％）

326 101.3 ▲ 0.7 ▲ 0.1 102.0 3.0 0.7

125 102.5 ▲ 0.6 ▲ 0.7 103.0 0.7 0.0

108 102.4 ▲ 0.5 1.8 102.9 7.3 2.4

47 93.8 ▲ 3.3 ▲ 7.2 97.0 0.0 ▲ 4.1

27 103.5 ▲ 0.5 5.3 104.0 4.9 7.2

20 103.2 3.2 3.2 100.0 0.0 0.0

415 99.5 ▲ 0.1 ▲ 0.4 99.6 0.1 ▲ 0.6

108 100.5 0.1 0.4 100.5 1.3 ▲ 1.4

89 101.5 ▲ 0.7 0.9 102.1 0.9 2.4

217 98.2 0.0 ▲ 1.3 98.2 ▲ 0.9 ▲ 1.3

1741 92.9 ▲ 0.3 ▲ 1.1 93.1 ▲ 0.3 ▲ 0.3

96 100.1 0.1 ▲ 0.9 100.0 ▲ 0.3 0.3

1141 104.0 ▲ 0.4 2.2 104.4 ▲ 0.3 3.0

504 66.3 0.0 ▲ 11.4 66.3 ▲ 0.2 ▲ 10.9

293 99.5 0.9 0.7 98.6 0.3 ▲ 0.3

223 98.8 1.2 0.5 97.6 0.1 ▲ 0.7

7 104.2 0.0 4.0 104.2 2.4 4.0

63 101.6 0.0 0.8 101.6 0.8 0.8

813 102.6 0.8 1.2 101.8 0.3 1.0

62 100.6 ▲ 1.1 3.3 101.7 1.2 4.5

213 98.7 1.3 0.5 97.4 1.9 ▲ 1.3

106 102.0 0.0 1.3 102.0 0.2 1.3

433 104.9 0.9 1.2 103.9 ▲ 0.5 1.5

582 101.7 0.2 0.6 101.5 0.0 0.2

106 100.1 0.0 0.0 100.1 0.0 0.0

149 101.3 0.5 1.8 100.8 0.2 0.5

44 106.6 0.9 3.4 105.6 ▲ 0.8 2.6

32 113.5 0.0 6.3 113.5 0.0 6.3

251 100.1 0.0 ▲ 1.2 100.1 ▲ 0.1 ▲ 1.2

934 121.4 0.2 15.6 121.2 0.1 17.5

368 99.8 0.8 0.8 99.0 0.3 ▲ 0.1

839 102.6 0.7 1.3 101.8 0.3 1.1

522 68.8 0.0 ▲ 10.6 68.8 0.4 ▲ 10.6

教育関係費

身の回り用品

教養娯楽用耐久財

教養娯楽用品

書籍・他の印刷物

教養娯楽サービス

授業料等

教科書・学習参考教材

補習教育

教養娯楽関係費

情報通信関係費

中　　分　　類

たばこ

他の諸雑費

 （別 掲）

エネルギー

 諸 雑 費

理美容サービス

理美容用品

 保健医療

医薬品・健康保持用摂取品

保健医療用品・器具

保健医療サービス

 交通・通信

 教養娯楽

交通

自動車等関係費

通信

 教　　　育

前月比
前　 年
同月比

ウ
エ
イ
ト

履物類

他の被服

被服関連サービス

2020年＝100　

 被服及び履物

衣料

シャツ・セーター・下着類

2022年(令和4年）5月 （前月）2022年(令和4年）4月

指　 数 前月比
前　 年
同月比

指　 数
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生鮮食
品を除
く総合

生鮮食
品及びエ
ネルギー
を除く総

合

食料（酒
類を除
く）及び
エネル

ギーを除
く総合

生鮮
食品

10000 9595 8662 6563 2627 405 1910 918 374 326 415 1741 293 813 582

2016年 平均 98.0 98.1 99.1 99.9 96.2 95.1 98.2 92.4 98.5 100.0 97.0 99.1 107.8 100.5 100.8

2017年 平均 98.8 98.9 99.3 99.8 97.3 95.2 98.1 96.4 98.2 99.8 97.2 99.5 108.7 100.8 101.7

2018年 平均 99.6 99.8 99.3 99.8 97.8 96.4 98.3 101.5 94.6 99.7 98.8 101.0 108.9 100.7 102.5

2019年 平均 100.2 100.5 100.0 100.3 98.4 93.9 98.9 103.0 97.1 100.0 99.6 100.6 107.9 102.4 102.5

2020年 平均 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

2021年 平均 100.0 100.0 99.3 98.9 100.3 98.5 101.4 102.7 101.7 101.0 99.8 95.3 98.8 101.1 101.3

2021年 ５月 99.5 99.6 99.1 98.7 99.8 97.2 101.2 101.6 102.8 101.4 99.9 93.9 98.8 101.4 101.1

６月 99.5 99.5 98.9 98.3 100.2 99.0 101.2 102.1 100.8 100.7 99.9 93.9 98.8 100.2 101.1

７月 99.8 100.0 99.1 98.6 99.9 95.9 101.2 103.5 102.1 100.2 99.8 94.7 98.8 101.6 101.0

８月 100.0 100.0 99.0 98.4 100.9 101.3 101.2 103.9 101.9 99.8 99.7 93.8 98.8 102.2 101.0

９月 100.3 100.2 99.2 98.6 101.3 103.5 101.6 104.7 101.5 102.0 100.7 93.9 98.8 100.8 101.7

10月 99.9 100.0 98.8 98.2 99.8 95.6 101.8 106.0 101.2 101.4 99.3 92.9 98.8 101.3 102.1

11月 100.2 100.5 99.0 98.2 100.2 94.6 101.7 107.8 101.3 102.6 99.6 93.3 98.8 101.3 101.8

12月 100.2 100.3 98.9 98.0 100.9 98.1 101.6 108.3 100.2 100.6 99.5 92.5 98.8 101.7 101.8

2022年 １月 100.6 100.4 98.8 97.8 102.4 105.4 101.6 108.9 100.3 99.5 99.2 92.9 98.8 101.0 101.2

２月 100.6 100.4 98.5 97.6 101.8 105.8 101.6 111.8 99.2 97.2 99.2 92.9 98.5 101.2 101.2

３月 101.3 101.0 98.8 97.8 102.7 107.6 101.6 114.0 100.6 99.0 99.6 93.4 98.3 101.5 101.5

４月 101.8 101.6 99.5 98.6 102.8 106.7 103.0 114.7 103.2 102.0 99.6 93.1 98.6 101.8 101.5

５月 102.2 101.9 99.8 98.8 103.7 110.2 103.0 115.4 104.6 101.3 99.5 92.9 99.5 102.6 101.7

2016年 平均 ▲ 0.4 ▲ 0.5 0.6 0.4 1.2 1.9 0.6 ▲ 7.0 ▲ 2.6 3.4 ▲ 0.1 ▲ 2.7 1.3 1.2 0.9

2017年 平均 0.8 0.8 0.2 ▲ 0.1 1.1 0.1 ▲ 0.1 4.3 ▲ 0.3 ▲ 0.2 0.3 0.4 0.8 0.3 0.9

2018年 平均 0.9 0.9 0.1 0.0 0.5 1.2 0.2 5.3 ▲ 3.6 ▲ 0.1 1.6 1.5 0.2 ▲ 0.1 0.8

2019年 平均 0.6 0.7 0.7 0.5 0.6 ▲ 2.6 0.6 1.5 2.7 0.3 0.7 ▲ 0.3 ▲ 0.9 1.6 0.0

2020年 平均 ▲ 0.2 ▲ 0.5 0.0 ▲ 0.3 1.7 6.5 1.1 ▲ 2.9 3.0 0.0 0.4 ▲ 0.6 ▲ 7.4 ▲ 2.3 ▲ 2.4

2021年 平均 0.0 0.0 ▲ 0.7 ▲ 1.1 0.3 ▲ 1.5 1.4 2.7 1.7 1.0 ▲ 0.2 ▲ 4.7 ▲ 1.2 1.1 1.3

2021年 ５月 0.3 0.3 0.2 0.1 0.2 ▲ 0.2 0.0 1.4 0.6 0.2 ▲ 0.3 0.6 0.0 0.5 ▲ 0.2

６月 0.0 ▲ 0.1 ▲ 0.2 ▲ 0.4 0.4 1.8 0.0 0.5 ▲ 2.0 ▲ 0.7 0.0 ▲ 0.1 0.0 ▲ 1.1 0.0

７月 0.3 0.5 0.3 0.3 ▲ 0.3 ▲ 3.1 0.1 1.3 1.3 ▲ 0.5 ▲ 0.1 0.9 0.0 1.4 ▲ 0.2

８月 0.2 0.0 ▲ 0.1 ▲ 0.2 1.0 5.6 0.0 0.4 ▲ 0.2 ▲ 0.3 ▲ 0.1 ▲ 1.0 0.0 0.6 0.1

９月 0.3 0.2 0.2 0.2 0.4 2.1 0.4 0.7 ▲ 0.5 2.2 1.0 0.1 0.0 ▲ 1.4 0.6

10月 ▲ 0.4 ▲ 0.1 ▲ 0.4 ▲ 0.4 ▲ 1.4 ▲ 7.6 0.1 1.2 ▲ 0.3 ▲ 0.6 ▲ 1.4 ▲ 1.0 0.0 0.5 0.4

11月 0.4 0.4 0.2 0.0 0.4 ▲ 1.0 ▲ 0.1 1.8 0.2 1.1 0.3 0.3 0.0 ▲ 0.1 ▲ 0.3

12月 0.0 ▲ 0.2 ▲ 0.1 ▲ 0.2 0.7 3.6 ▲ 0.2 0.4 ▲ 1.1 ▲ 2.0 ▲ 0.2 ▲ 0.8 0.0 0.5 0.0

2022年 １月 0.4 0.1 ▲ 0.1 ▲ 0.3 1.5 7.5 0.0 0.6 0.1 ▲ 1.1 ▲ 0.2 0.4 0.0 ▲ 0.7 ▲ 0.6

２月 0.0 0.0 ▲ 0.4 ▲ 0.2 ▲ 0.7 0.4 0.0 2.6 ▲ 1.1 ▲ 2.3 0.0 0.0 ▲ 0.3 0.2 0.0

３月 0.7 0.6 0.4 0.2 0.9 1.7 0.0 2.0 1.4 1.8 0.3 0.5 ▲ 0.2 0.2 0.3

４月 0.6 0.6 0.7 0.8 0.1 ▲ 0.8 1.5 0.6 2.6 3.0 0.1 ▲ 0.3 0.3 0.3 0.0

５月 0.4 0.2 0.2 0.2 0.9 3.2 ▲ 0.1 0.7 1.3 ▲ 0.7 ▲ 0.1 ▲ 0.3 0.9 0.8 0.2

2021年 ５月 ▲ 0.3 ▲ 0.1 ▲ 0.9 ▲ 1.4 ▲ 0.6 ▲ 5.8 1.3 2.0 3.6 ▲ 0.1 0.2 ▲ 4.4 0.0 ▲ 0.4 1.1

６月 ▲ 0.2 ▲ 0.3 ▲ 1.0 ▲ 1.5 0.6 1.5 1.4 2.5 1.6 ▲ 0.3 0.2 ▲ 5.3 0.0 ▲ 0.7 1.2

７月 0.0 0.2 ▲ 0.7 ▲ 1.3 0.1 ▲ 5.4 1.5 3.9 2.8 2.8 ▲ 0.1 ▲ 5.4 0.0 0.7 0.9

８月 0.2 0.4 ▲ 0.5 ▲ 1.1 0.3 ▲ 5.5 1.5 4.6 3.2 4.3 ▲ 0.9 ▲ 6.7 0.0 2.9 1.4

９月 0.4 0.4 ▲ 0.6 ▲ 1.1 0.7 ▲ 0.4 1.6 5.9 1.7 0.7 0.9 ▲ 6.3 0.0 2.7 2.2

10月 0.0 0.1 ▲ 1.3 ▲ 1.9 ▲ 0.2 ▲ 3.5 1.0 8.0 0.4 ▲ 1.4 ▲ 0.6 ▲ 6.8 0.0 3.5 1.8

11月 0.5 0.5 ▲ 1.3 ▲ 2.0 0.7 0.1 0.9 10.6 ▲ 2.2 ▲ 0.1 ▲ 0.3 ▲ 6.5 0.0 3.8 1.7

12月 0.7 0.4 ▲ 1.2 ▲ 2.0 1.9 7.3 0.8 11.1 ▲ 1.3 ▲ 0.4 ▲ 0.3 ▲ 7.7 0.0 4.4 1.5

2022年 １月 0.2 0.0 ▲ 1.7 ▲ 2.7 1.5 3.2 0.3 11.6 ▲ 2.0 ▲ 0.3 ▲ 0.3 ▲ 7.3 0.0 0.3 0.2

２月 0.4 0.1 ▲ 1.9 ▲ 2.8 1.6 5.2 0.3 14.3 ▲ 2.6 ▲ 3.1 ▲ 0.4 ▲ 7.3 0.0 1.0 0.0

３月 0.9 0.5 ▲ 1.5 ▲ 2.6 3.2 11.6 0.2 14.9 ▲ 1.8 ▲ 2.5 ▲ 0.6 ▲ 7.1 ▲ 0.2 1.0 0.4

４月 2.6 2.3 0.6 0.1 3.2 9.6 1.9 14.4 1.0 0.7 ▲ 0.6 ▲ 0.3 ▲ 0.3 1.0 0.2

５月 2.7 2.2 0.7 0.1 4.0 13.4 1.8 13.6 1.7 ▲ 0.1 ▲ 0.4 ▲ 1.1 0.7 1.2 0.6

教 育
教養
娯楽

諸雑費

家具
・

家事
用品

被服
及び
履物

保健
医療

交通
・

通信

  前  年  同  月  比　 （％）

ウエイト

４　山形市　10大費目指数の推移
2020年＝100　

前　　 年　　 比　 （％）

前　　 月　　 比　 （％）

総 合 食 料 住 居
光熱

・
水道

-6- 187187



生鮮食
品を除
く総合

生鮮食
品及びエ
ネルギー
を除く総

合

食料（酒
類を除
く）及び
エネル

ギーを除
く総合

生鮮
食品

10000 9604 8892 6781 2626 396 2149 693 387 353 477 1493 304 911 607

2016年 平均 98.1 98.2 98.8 99.6 96.2 96.5 99.5 93.9 97.2 98.1 96.7 99.3 108.9 97.9 101.4

2017年 平均 98.6 98.7 98.9 99.6 96.8 96.3 99.3 96.4 96.7 98.3 97.5 99.5 109.6 98.3 101.7

2018年 平均 99.5 99.5 99.2 99.7 98.2 99.9 99.2 100.2 95.7 98.5 99.0 100.9 110.1 99.0 102.1

2019年 平均 100.0 100.2 99.8 100.1 98.7 96.8 99.4 102.5 97.7 98.9 99.7 100.2 108.4 100.6 102.1

2020年 平均 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

2021年 平均 99.8 99.8 99.5 99.2 100.0 98.8 100.6 101.3 101.7 100.4 99.6 95.0 100.0 101.6 101.1

2021年 ５月 99.4 99.5 99.3 99.0 99.3 95.7 100.6 100.7 101.5 101.5 99.7 93.5 100.3 101.9 101.0

６月 99.5 99.5 99.2 98.9 99.9 99.2 100.6 101.4 101.7 101.0 99.6 93.5 100.3 101.1 100.8

７月 99.7 99.8 99.4 99.1 99.6 96.8 100.6 102.0 102.3 99.3 99.7 94.6 100.3 102.4 101.1

８月 99.7 99.8 99.3 99.0 99.9 98.5 100.7 102.0 102.3 98.1 99.8 93.8 100.3 103.2 101.1

９月 100.1 99.8 99.3 98.9 101.4 106.5 100.7 103.1 101.6 101.7 99.7 93.5 100.4 101.6 101.2

10月 99.9 99.9 99.2 98.7 100.8 101.4 100.7 104.4 101.7 101.8 99.4 92.3 100.4 102.1 101.8

11月 100.1 100.1 99.2 98.7 100.8 99.9 100.7 106.0 102.1 102.3 99.4 92.8 100.4 101.7 101.8

12月 100.1 100.0 99.1 98.6 100.9 100.8 100.7 107.1 101.0 101.3 99.3 92.5 100.4 101.9 101.6

2022年 １月 100.3 100.1 99.0 98.3 102.0 106.5 100.7 108.3 100.8 99.4 99.2 92.4 100.4 101.4 101.7

２月 100.7 100.5 99.2 98.4 102.3 107.1 100.8 111.1 100.5 99.7 99.4 92.7 100.3 101.8 101.8

３月 101.1 100.9 99.5 98.7 102.5 105.9 100.8 113.3 101.8 100.9 99.4 93.2 100.5 102.2 101.9

４月 101.5 101.4 99.9 99.0 102.9 105.9 101.0 114.3 103.7 102.4 98.9 93.0 101.1 103.1 102.1

５月 101.8 101.6 100.1 99.2 103.4 107.5 101.1 115.2 105.1 102.4 99.0 92.8 101.1 103.6 102.1

2016年 平均 ▲ 0.1 ▲ 0.3 0.6 0.3 1.7 4.6 ▲ 0.1 ▲ 7.3 ▲ 0.4 1.8 0.9 ▲ 2.0 1.6 1.0 0.7

2017年 平均 0.5 0.5 0.1 ▲ 0.1 0.7 ▲ 0.2 ▲ 0.2 2.7 ▲ 0.5 0.2 0.9 0.3 0.6 0.4 0.3

2018年 平均 1.0 0.9 0.4 0.1 1.4 3.8 ▲ 0.1 4.0 ▲ 1.1 0.1 1.5 1.4 0.4 0.8 0.5

2019年 平均 0.5 0.6 0.6 0.4 0.4 ▲ 3.1 0.3 2.3 2.2 0.4 0.7 ▲ 0.7 ▲ 1.5 1.6 0.0

2020年 平均 0.0 ▲ 0.2 0.2 ▲ 0.1 1.4 3.3 0.6 ▲ 2.4 2.3 1.1 0.3 ▲ 0.2 ▲ 7.8 ▲ 0.6 ▲ 2.0

2021年 平均 ▲ 0.2 ▲ 0.2 ▲ 0.5 ▲ 0.8 0.0 ▲ 1.2 0.6 1.3 1.7 0.4 ▲ 0.4 ▲ 5.0 0.0 1.6 1.1

2021年 ５月 0.3 0.3 0.1 0.1 0.3 1.4 0.0 2.0 0.1 ▲ 0.1 0.1 0.3 0.1 0.3 0.1

６月 0.1 0.0 ▲ 0.1 ▲ 0.2 0.6 3.6 0.0 0.7 0.2 ▲ 0.4 ▲ 0.1 0.0 0.0 ▲ 0.7 ▲ 0.2

７月 0.2 0.3 0.2 0.3 ▲ 0.3 ▲ 2.4 0.0 0.6 0.6 ▲ 1.7 0.0 1.1 0.0 1.3 0.2

８月 0.0 ▲ 0.1 ▲ 0.1 ▲ 0.1 0.3 1.7 0.0 0.0 0.0 ▲ 1.1 0.1 ▲ 0.8 0.0 0.8 0.1

９月 0.4 0.1 0.0 ▲ 0.1 1.5 8.2 0.0 1.0 ▲ 0.7 3.6 ▲ 0.1 ▲ 0.3 0.0 ▲ 1.6 0.1

10月 ▲ 0.2 0.1 ▲ 0.1 ▲ 0.2 ▲ 0.5 ▲ 4.8 0.0 1.3 0.1 0.1 ▲ 0.3 ▲ 1.3 0.0 0.5 0.5

11月 0.2 0.3 0.1 0.0 0.0 ▲ 1.4 0.0 1.5 0.4 0.5 0.0 0.6 0.0 ▲ 0.5 0.0

12月 0.0 ▲ 0.1 ▲ 0.1 ▲ 0.1 0.0 0.8 0.0 1.0 ▲ 1.0 ▲ 1.0 ▲ 0.1 ▲ 0.4 0.0 0.2 ▲ 0.2

2022年 １月 0.3 0.0 ▲ 0.1 ▲ 0.2 1.1 5.7 0.0 1.2 ▲ 0.3 ▲ 1.8 0.0 ▲ 0.1 0.0 ▲ 0.5 0.1

２月 0.4 0.4 0.1 0.1 0.3 0.5 0.1 2.6 ▲ 0.3 0.2 0.1 0.3 0.0 0.4 0.1

３月 0.4 0.5 0.3 0.3 0.2 ▲ 1.1 0.1 2.0 1.3 1.3 0.0 0.5 0.2 0.4 0.1

４月 0.4 0.4 0.4 0.4 0.5 0.0 0.2 0.8 1.9 1.5 ▲ 0.5 ▲ 0.2 0.6 0.9 0.2

５月 0.3 0.2 0.2 0.2 0.4 1.5 0.1 0.8 1.3 0.0 0.1 ▲ 0.2 0.0 0.4 0.0

2021年 ５月 ▲ 0.8 ▲ 0.6 ▲ 0.9 ▲ 1.1 ▲ 1.0 ▲ 5.3 0.5 ▲ 0.1 1.9 0.4 ▲ 0.4 ▲ 5.2 1.2 ▲ 0.2 1.1

６月 ▲ 0.5 ▲ 0.5 ▲ 0.9 ▲ 1.1 0.0 0.7 0.6 1.0 1.6 0.6 ▲ 0.6 ▲ 5.4 1.4 0.0 1.0

７月 ▲ 0.3 ▲ 0.2 ▲ 0.6 ▲ 0.8 ▲ 0.6 ▲ 4.2 0.6 2.2 2.4 0.7 ▲ 0.5 ▲ 5.4 1.1 1.9 1.2

８月 ▲ 0.4 0.0 ▲ 0.5 ▲ 0.7 ▲ 1.1 ▲ 8.8 0.7 2.5 2.9 0.8 ▲ 0.1 ▲ 6.6 1.2 3.7 1.2

９月 0.2 0.1 ▲ 0.5 ▲ 0.8 0.9 2.2 0.7 4.4 1.7 0.0 ▲ 0.2 ▲ 6.4 1.2 3.3 1.2

10月 0.1 0.1 ▲ 0.7 ▲ 1.2 0.5 ▲ 1.1 0.7 6.4 0.9 ▲ 0.2 ▲ 0.3 ▲ 7.5 1.1 4.3 1.2

11月 0.6 0.5 ▲ 0.6 ▲ 1.2 1.4 3.1 0.7 9.2 0.4 0.1 ▲ 0.2 ▲ 6.9 1.2 4.3 1.2

12月 0.8 0.5 ▲ 0.7 ▲ 1.3 2.1 8.0 0.7 11.2 ▲ 0.8 0.3 ▲ 0.1 ▲ 7.5 1.2 3.9 1.3

2022年 １月 0.5 0.2 ▲ 1.1 ▲ 1.9 2.1 6.5 0.3 12.7 ▲ 0.6 1.3 ▲ 0.1 ▲ 7.5 1.2 0.6 1.1

２月 0.9 0.6 ▲ 1.0 ▲ 1.8 2.8 10.1 0.3 15.3 ▲ 0.8 1.4 0.0 ▲ 7.4 1.2 1.3 0.9

３月 1.2 0.8 ▲ 0.7 ▲ 1.6 3.4 11.6 0.3 16.4 0.4 0.7 ▲ 0.4 ▲ 7.0 1.4 1.3 1.0

４月 2.5 2.1 0.8 0.1 4.0 12.2 0.4 15.7 2.3 0.8 ▲ 0.7 ▲ 0.2 0.9 1.6 1.2

５月 2.5 2.1 0.8 0.2 4.1 12.3 0.5 14.4 3.6 0.9 ▲ 0.8 ▲ 0.8 0.8 1.7 1.1

教 育
教養
娯楽

諸雑費
光熱

・
水道

被服
及び
履物

保健
医療

交通
・

通信

前　　 月　　 比　 （％）

  前  年  同  月  比　 （％）

５　全　国　10大費目指数の推移
2020年＝100　

ウエイト

前　　 年　　 比　 （％）

家具
・

家事
用品

総 合 食 料 住 居
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全　国 東　北 青森市 盛岡市 仙台市 秋田市 山形市 福島市

2016年 平均 98.1 97.7 97.6 97.4 97.6 97.7 98.0 97.9
2017年 平均 98.6 98.6 98.6 98.6 98.3 98.6 98.8 98.3
2018年 平均 99.5 99.7 99.9 99.8 99.2 99.9 99.6 99.2
2019年 平均 100.0 100.1 100.6 100.0 99.7 100.4 100.2 99.9
2020年 平均 100.0 100 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
2021年 平均 99.8 99.9 100.0 100.2 99.9 100.3 100.0 99.5

2021年 ５月 99.4 99.5 99.8 99.7 99.8 99.8 99.5 99.0
６月 99.5 99.6 99.8 100.2 99.6 99.7 99.5 99.0
７月 99.7 99.9 100.0 100.4 99.7 100.2 99.8 99.3
８月 99.7 99.8 100.0 100.5 99.6 100.2 100.0 99.1
９月 100.1 100.3 100.3 100.8 100.3 101.0 100.3 99.7

10月 99.9 100.1 100.4 100.7 100.0 100.7 99.9 99.7
11月 100.1 100.5 100.7 100.7 100.4 101.4 100.2 100.0
12月 100.1 100.5 100.7 100.3 100.6 101.1 100.2 99.9

2022年 １月 100.3 100.8 101.3 100.3 100.9 101.9 100.6 100.1
２月 100.7 101.2 101.7 100.6 101.4 102.3 100.6 100.4
３月 101.1 101.9 102.2 101.4 102.0 102.9 101.3 101.1
４月 101.5 102.2 102.7 101.8 102.2 103.2 101.8 101.6
５月 101.8 102.5 102.9 102.3 102.6 103.5 102.2 101.8

2016年 平均 ▲ 0.1 ▲ 0.3 ▲ 0.5 ▲ 0.2 ▲ 0.2 ▲ 0.1 ▲ 0.4 ▲ 0.1
2017年 平均 0.5 0.8 1.0 1.3 0.6 0.9 0.8 0.4
2018年 平均 1.0 1.2 1.3 1.2 0.9 1.3 0.9 0.9
2019年 平均 0.5 0.4 0.6 0.2 0.6 0.5 0.6 0.7
2020年 平均 0.0 ▲ 0.1 ▲ 0.6 0.0 0.3 ▲ 0.4 ▲ 0.2 0.1
2021年 平均 ▲ 0.2 ▲ 0.1 0.0 0.2 ▲ 0.1 0.3 0.0 ▲ 0.5

2021年 ５月 0.3 0.3 2.5 0.2 0.3 0.2 0.3 0.3
６月 0.1 0.1 0.0 0.6 ▲ 0.1 ▲ 0.1 0.0 0.0
７月 0.2 0.3 0.2 0.2 0.1 0.6 0.3 0.3
８月 0.0 ▲ 0.1 0.0 0.1 ▲ 0.2 ▲ 0.1 0.2 ▲ 0.2
９月 0.4 0.5 0.3 0.3 0.7 0.8 0.3 0.6

10月 ▲ 0.2 ▲ 0.2 0.0 0.0 ▲ 0.2 ▲ 0.3 ▲ 0.4 ▲ 0.1
11月 0.2 0.3 0.3 ▲ 0.1 0.4 0.6 0.4 0.3
12月 0.0 0.0 0.0 ▲ 0.4 0.2 ▲ 0.2 0.0 ▲ 0.1

2022年 １月 0.3 0.3 0.6 0.0 0.2 0.7 0.4 0.3
２月 0.4 0.4 0.4 0.3 0.5 0.4 0.0 0.2
３月 0.4 0.6 0.5 0.8 0.6 0.6 0.7 0.7
４月 0.4 0.3 0.5 0.4 0.2 0.3 0.6 0.5
５月 0.3 0.3 0.2 0.5 0.4 0.2 0.4 0.2

2021年 ５月 ▲ 0.8 ▲ 0.4 1.9 ▲ 0.3 ▲ 0.7 ▲ 0.3 ▲ 0.3 ▲ 1.1
６月 ▲ 0.5 ▲ 0.2 ▲ 0.2 0.3 ▲ 0.1 ▲ 0.3 ▲ 0.2 ▲ 0.9
７月 ▲ 0.3 0.1 0.0 0.7 0.1 0.2 0.0 ▲ 0.2
８月 ▲ 0.4 ▲ 0.1 ▲ 0.2 0.8 0.0 0.2 0.2 ▲ 0.7
９月 0.2 0.4 0.1 0.8 0.2 0.9 0.4 ▲ 0.2

10月 0.1 0.3 0.4 0.6 0.1 1.1 0.0 ▲ 0.2
11月 0.6 1.0 0.9 0.9 0.6 2.1 0.5 0.4
12月 0.8 1.2 1.2 0.6 1.5 1.9 0.7 0.6

2022年 １月 0.5 0.8 1.3 0.2 0.9 2.1 0.2 0.3
２月 0.9 1.4 1.8 0.6 1.7 2.1 0.4 0.8
３月 1.2 1.7 1.7 1.2 1.9 2.4 0.9 1.3
４月 2.5 3.0 5.5 2.3 2.7 3.7 2.6 2.9
５月 2.5 3.0 3.1 2.7 2.8 3.7 2.7 2.8

青森市 盛岡市 仙台市 秋田市 山形市 福島市

2020年 平均 97.9 99.0 99.4 98.1 100.3 100.4

2021年 平均 97.8 99.5 99.6 98.6 100.5 100.6

全国平均

100.0

100.0

６　東北６県　県庁所在市別総合指数
2020年＝100　

前　　　年　　 比　 （％）

前　　 月　　 比　 （％）

 前  年  同  月  比　 （％）

７　消費者物価地域差指数  （持家の帰属家賃を除く総合）
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消費者物価指数の概要 
 
１ 消費者物価指数とは 

消費者物価指数とは、物価の変動を時系列的に測定するもので、基準となる時点と比べて、どの程度上昇ま 
たは下落したかを比率で表した数値のことです。 

現在の指数は、2020 年を基準年とした「2020 年基準消費者物価指数」です。 
 
２ 指数品目 

指数計算に用いられる品目は、家計の消費支出の中で重要度が高いこと、価格変動の面で代表性があるこ 
    と、継続調査が可能であることなどの観点から選定された 582 品目となっております。 
 
３ 指数の計算方法 

指数は、基準時加重相対法算式（ラスパイレス型）により算定されます。 
 
 
 
 
 
 
４ ウエイト 

ウエイトとは、指数の計算の際に使用される家計の消費支出全体に占める品目別支出金額の割合（重み：ウ 
エイト）のことで、2020 年基準は、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、2019 年及び 2020 年の家計調査

の結果（1 か月 1 世帯当たりの平均支出金額）を基に作成されております。 
生鮮食品（生鮮魚介・生鮮野菜・生鮮果物）は、月別ウエイトが用いられます。 

 
５ 価格調査 
     品目の価格調査は、「小売物価統計調査」（総務省所管）により毎月行われます。 
 
６ 各品目の調査日 

・生鮮魚介、野菜、果物及び切り花のうち一部の品目：毎月 3 回。 
上旬（5 日を含む週の水・木・金曜日のうち 1 日） 

                                 中旬（12 日         〃            ） 
                                 下旬（22 日         〃            ） 

・上記を除く品目（自動車等関係費、衣料、他の光熱など） 
：毎月 1 回。（12 日を含む週の水・木・金曜日のうち 1 日） 

・家賃（民営） ：毎月 1 回。（12 日を含む週の水・木・金曜日のうち 1 日） 
・家賃（公営） ：毎月 1 回。（12 日を含む週の金曜日） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                
 
比較時の指数値 ＝  

比較時価格 

基準時価格 
× 基準時の品目ウエイト   の合計 

 【利用上の注意】 

 この月報は、総務省統計局が作成する資料に基づき作成したものです。 

 
  ◎総務省統計局（消費者物価指数）のホームページアドレス 

   http://www.stat.go.jp/data/cpi/index.html 

 《この資料に関する問い合わせ先》 
   山形県みらい企画創造部 統計企画課 生活統計担当 
     TEL ：023-630-2186・2177  FAX：023-630-2185 

  

   ◎山形県のホームページアドレス   https://www.pref.yamagata.jp/ 
           ホームページ内の掲載場所 

                     トップページ中段の「目的から探す」 

                               → 「統計情報・オープンデータ」 

                               → 「家計・物価」 

                               → 「山形市消費者物価指数」 

基準時の品目ウエイトの合計 
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資料№７

現行時間額 （調査母集団 170,650人) ※Ｒ４基礎調査より

改正時間額 引上げ額 引上げ率 影響率 影響者数 備考

822円 0円 0.00% 1.92% 3,271人 ※=未満率

823円 1円 0.12% 4.71% 8,030人

824円 2円 0.24% 4.75% 8,110人

825円 3円 0.36% 4.77% 8,145人

826円 4円 0.49% 5.69% 9,714人

827円 5円 0.61% 5.88% 10,028人

828円 6円 0.73% 6.05% 10,332人

829円 7円 0.85% 6.09% 10,397人

830円 8円 0.97% 6.10% 10,406人

831円 9円 1.09% 11.95% 20,401人

832円 10円 1.22% 12.25% 20,906人

833円 11円 1.34% 12.40% 21,158人

834円 12円 1.46% 12.52% 21,369人

835円 13円 1.58% 12.53% 21,375人

836円 14円 1.70% 12.53% 21,384人

837円 15円 1.82% 12.69% 21,664人

838円 16円 1.95% 12.77% 21,786人  

839円 17円 2.07% 12.83% 21,889人

840円 18円 2.19% 12.96% 22,108人

841円 19円 2.31% 13.65% 23,286人

842円 20円 2.43% 13.68% 23,347人

843円 21円 2.55% 14.00% 23,897人

844円 22円 2.68% 14.10% 24,056人

845円 23円 2.80% 14.16% 24,167人

846円 24円 2.92% 14.21% 24,249人

847円 25円 3.04% 14.24% 24,294人

848円 26円 3.16% 14.34% 24,479人

849円 27円 3.28% 14.37% 24,520人

850円 28円 3.41% 14.37% 24,525人

851円 29円 3.53% 18.47% 31,517人

852円 30円 3.65% 18.60% 31,747人

853円 31円 3.77% 19.09% 32,569人

854円 32円 3.89% 19.18% 32,723人

855円 33円 4.01% 19.27% 32,881人

856円 34円 4.14% 19.35% 33,018人

857円 35円 4.26% 19.55% 33,365人

858円 36円 4.38% 19.69% 33,600人

859円 37円 4.50% 19.72% 33,655人

860円 38円 4.62% 19.81% 33,807人

861円 39円 4.74% 20.70% 35,326人

862円 40円 4.87% 20.73% 35,377人

863円 41円 4.99% 20.75% 35,415人

864円 42円 5.11% 20.89% 35,655人

865円 43円 5.23% 20.97% 35,793人

866円 44円 5.35% 21.24% 36,247人

867円 45円 5.47% 21.30% 36,341人

868円 46円 5.60% 21.35% 36,436人

869円 47円 5.72% 21.47% 36,633人

870円 48円 5.84% 21.68% 36,999人

871円 49円 5.96% 22.15% 37,800人

872円 50円 6.08% 22.28% 38,029人

令和４年度山形県最低賃金の引上げ率及び影響率一覧表

822

191191


